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民法第 1編 第 2編 第 3編 別冊ノ 通定ム

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

明 治 23年 法 律 第 28号 民 法 財 産 編 財 産 取 得 編 債 権 担 保 編 証 拠 編 ハ 此 法 律 発 布 ノ 日 ヨ リ 廃 止

ス

（別冊）

第 1編 総 則

第 1章 通 則

（基本原則）

第 1条 私 権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2 権 利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3 権 利の濫用は、これを許さない。

（解釈の基準）

第 2条 こ の 法 律 は 、 個 人 の 尊 厳 と 両 性 の 本 質 的 平 等 を 旨 と し て、 解 釈 し な け れば な ら な

い。

第 2章 人

第 1節 権 利能力

第 3条 私 権の享有は、出生に始まる。

2 外 国 人 は 、 法 令 又 は 条 約 の 規 定 に よ り 禁 止 さ れ る 場 合 を 除 き 、 私 権 を 享 有 す る 。

第 2節 行 為能力

（成年）

第 4条 年 齢 20歳 をもって、成年とする。
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（未成年者の法律行為）

第 5条 未 成 年 者 が 法 律 行 為 を す る に は 、 そ の 法 定 代 理 人 の 同 意を 得 な け れ ば なら な い 。

た だ し 、 単 に 権 利 を 得 、 又 は 義 務 を 免 れ る 法 律 行 為 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

2 前 項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3 第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 定 代 理 人 が 目 的 を 定 め て 処 分 を 許 し た 財 産 は 、 そ

の 目 的 の 範 囲 内 に お い て 、 未 成 年 者 が 自 由 に 処 分 す る こ と が で き る 。 目 的 を 定 め な

いで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

（未成年者の営業の許可）

第 6条 一 種 又 は 数 種 の 営 業 を 許 さ れ た 未 成 年 者 は 、 そ の 営 業 に関 し て は 、 成 年者 と 同 一

の行為能力を有する。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 未 成 年 者 が そ の 営 業 に 堪 え る こ と が で き な い 事 由 が あ る と

き は 、 そ の 法 定 代 理 人 は 、 第 4編 （ 親 族 ） の 規 定 に 従 い 、 そ の 許 可 を 取 り 消 し 、 又

はこれを制限することができる。

（後見開始の審判）

第 7条 精 神 上 の 障 害 に よ り 事 理 を 弁 識 す る 能 力 を 欠 く 常 況 に ある 者 に つ い て は、 家 庭 裁

判 所 は 、 本 人 、 配 偶 者 、 4親 等 内 の 親 族 、 未 成 年 後 見 人 、 未 成 年 後 見 監 督 人 、 保 佐

人 、 保 佐 監 督 人 、 補 助 人 、 補 助 監 督 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ り 、 後 見 開 始 の 審 判 を

することができる。

（成年被後見人及び成年後見人）

第 8条 後 見 開 始 の 審 判 を 受 け た 者 は 、 成 年 被 後 見 人 と し 、 こ れに 成 年 後 見 人 を付 す る 。

（成年被後見人の法律行為）

第 9条 成 年 被 後 見 人 の 法 律 行 為 は 、 取 り 消 す こ と が で き る 。 ただ し 、 日 用 品 の購 入 そ の

他日常生活に関する行為については、この限りでない。

（後見開始の審判の取消し）

第 10条 第 7条 に 規 定 す る 原 因 が 消 滅 し た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 本 人 、 配 偶 者 、 4親 等

内 の 親 族 、 後 見 人（ 未 成 年 後 見 人及 び 成 年後 見 人を い う。 以下 同 じ 。）、 後見 監督 人

（ 未 成 年 後 見 監 督 人 及 び 成 年 後 見 監 督 人 を い う 。 以 下 同 じ 。） 又 は 検 察 官 の 請 求 に

より、後見開始の審判を取り消さなければならない。

（保佐開始の審判）

第 11条 精 神 上 の 障 害 に よ り 事 理 を 弁 識 す る 能 力 が 著 し く 不 十 分 で あ る 者 に つ い て は 、

家 庭 裁 判 所 は 、 本 人 、 配 偶 者 、 4親 等 内 の 親 族 、 後 見 人 、 後 見 監 督 人 、 補 助 人 、 補

助 監 督 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ り 、 保 佐 開 始 の 審 判 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、

第 7条 に規定する原因がある者については、この限りでない。
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（被保佐人及び保佐人）

第 12条 保 佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

（保佐人の同意を要する行為等）

第 13条 被 保 佐 人 が 次 に 掲 げ る 行 為 を す る に は 、 そ の 保 佐 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な

い。ただし、第 9条 ただ し書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不 動 産 そ の 他 重 要 な 財 産 に 関 す る 権 利 の 得 喪 を 目 的 と す る 行 為 を す る こ と 。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与 、 和 解 又 は 仲裁 合 意 （ 仲 裁 法（ 平 成 15年 法 律 第 138号 ） 第 2条 第 1項 に 規

定する仲裁合意をいう。）をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈 与 の 申 込 み を 拒 絶 し 、 遺 贈 を 放 棄 し 、 負 担 付 贈 与 の 申 込 み を 承 諾 し 、 又 は

負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第 602条 に定め る期間を超える賃貸借をすること。

2 家 庭 裁 判 所は 、 第 11条 本 文 に 規 定す る者又 は保 佐人若 しく は保佐 監督人 の請 求に

より、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐

人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 旨 の 審 判 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 9条 た だ

し書に規定する行為については、この限りでない。

3 保 佐 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 行 為 に つ い て 、 保 佐 人 が 被 保 佐 人 の 利 益 を 害

するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の

請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保 佐 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 行 為 で あ っ て 、 そ の 同 意 又 は こ れ に 代 わ る 許

可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

（保佐開始の審判等の取消し）

第 14条 第 11条 本 文 に規 定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、 4

親 等 内 の 親 族 、 未 成 年 後 見 人 、 未 成 年 後 見 監 督 人 、 保 佐 人 、 保 佐 監 督 人 又 は 検 察 官

の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

2 家 庭 裁 判 所 は 、 前 項に 規 定 す る 者 の 請求 に よ り 、 前 条第 2項 の 審 判 の 全 部又 は一 部

を取り消すことができる。

（補助開始の審判）

第 15条 精 神 上 の 障 害 に よ り 事 理 を 弁 識 す る 能 力 が 不 十 分 で あ る 者 に つ い て は 、 家 庭 裁

判 所 は 、 本 人 、 配 偶 者 、 4親 等 内 の 親 族 、 後 見 人 、 後 見 監 督 人 、 保 佐 人 、 保 佐 監 督

人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ り 、 補 助 開 始 の 審 判 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 7条

又は第 11条 本文に 規定する原因がある者については、この限りでない。

2 本 人 以 外 の 者 の 請 求 に よ り 補 助 開 始 の 審 判 を す る に は 、 本 人 の 同 意 が な け れ ば な
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らない。

3 補 助 開 始 の 審判 は、第 17条 第 1項 の 審 判 又は 第 876条 の 9第 1項 の 審 判 と と もにしな

ければならない。

（被補助人及び補助人）

第 16条 補 助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

（補助人の同意を要する旨の審判等）

第 17条 家 庭 裁 判所は、第 15条 第 1項 本 文 に 規定する者又は補助人若しくは補助監督人の

請 求 に よ り 、 被 補 助 人 が 特 定 の 法 律 行 為 を す る に は そ の 補 助 人 の 同 意 を 得 な け れ ば

な ら な い 旨 の 審 判 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 審 判 に よ り そ の 同 意 を 得 な け

れ ば な ら な い も の と す る こ と が で き る 行 為 は 、 第 13条 第 1項 に 規 定 す る 行 為 の 一 部

に限る。

2 本 人 以 外 の 者 の 請 求 に よ り 前 項 の 審 判 を す る に は 、 本 人 の 同 意 が な け れ ば な ら な

い。

3 補 助 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 行 為 に つ い て 、 補 助 人 が 被 補 助 人 の 利 益 を 害

す る お そ れ が な い に も か か わ ら ず 同 意 を し な い と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 被 補 助 人 の

請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 補 助 人 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 行 為 で あ っ て 、 そ の 同 意 又 は こ れ に 代 わ る 許

可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

（補助開始の審判等の取消し）

第 18条 第 15条 第 1項 本 文 に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶

者 、 4親 等 内 の 親 族 、 未 成 年 後 見 人 、 未 成 年 後 見 監 督 人 、 補 助 人 、 補 助 監 督 人 又 は

検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。

2 家 庭 裁 判 所 は 、 前 項に 規 定 す る 者 の 請求 に よ り 、 前 条第 1項 の 審 判 の 全 部又 は一 部

を取り消すことができる。

3 前 条 第 1項 の 審 判 及 び 第 876条 の 9第 1項 の 審 判 を す べ て取 り消 す 場合 に は、 家庭 裁

判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

（審判相互の関係）

第 19条 後 見 開 始 の 審 判 を す る 場 合 に お い て 、 本 人 が 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ る と き

は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 そ の 本 人 に 係 る 保 佐 開 始 又 は 補 助 開 始 の 審 判 を 取 り 消 さ な け れ

ばならない。

2 前 項 の 規 定 は 、 保 佐 開 始 の 審 判 を す る 場 合 に お い て 本 人 が 成 年 被 後 見 人 若 し く は

被 補 助 人 で あ る と き 、 又 は 補 助 開 始 の 審 判 を す る 場 合 に お い て 本 人 が 成 年 被 後 見 人

若しくは被保佐人であるときについて準用する。

（制限行為能力者の相手方の催告権）

第 20条 制 限 行 為能力者（未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第 17条 第 1項 の 審判 を
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受 け た 被 補 助 人 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 相 手 方 は 、 そ の 制 限 行 為 能 力 者 が 行 為 能 力

者（行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。）となった後、その者に対し、

1箇 月 以 上 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 期 間 内 に そ の 取 り 消 す こ と が で き る 行 為 を 追 認 す

る か ど う か を 確 答 す べ き 旨 の 催 告 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 者

がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2 制 限 行 為 能 力 者 の 相 手 方 が 、 制 限 行 為 能 力 者 が 行 為 能 力 者 と な ら な い 間 に 、 そ の

法 定 代 理 人 、 保 佐 人 又 は 補 助 人 に 対 し 、 そ の 権 限 内 の 行 為 に つ い て 前 項 に 規 定 す る

催 告 を し た 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 者 が 同 項 の 期 間 内 に 確 答 を 発 し な い と き も 、 同

項後段と同様とする。

3 特 別 の 方 式 を 要 す る行 為 に つ い て は 、前 2項 の 期 間 内 にそ の方 式 を具 備 した 旨の 通

知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4 制 限 行 為 能 力者の相手 方は、被保佐人 又は第 17条 第 1項 の 審 判 を受けた被 補助人に

対 し て は 、 第 1項 の 期 間 内 に そ の 保 佐 人 又 は 補 助 人 の 追 認 を 得 る べ き 旨 の 催 告 を す

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 が そ の 期 間 内 に そ

の追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

（制限行為能力者の詐術）

第 21条 制 限行 為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、

その行為を取り消すことができない。

第 3節 住 所

（住所）

第 22条 各 人の生活の本拠をその者の住所とする。

（居所）

第 23条 住 所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日 本 に 住 所 を 有 し な い 者 は 、 そ の 者 が 日 本 人 又 は 外 国 人 の い ず れ で あ る か を 問 わ

ず 、 日 本 に お け る 居 所 を そ の 者 の 住 所 と み な す 。 た だ し 、 準 拠 法 を 定 め る 法 律 に 従

いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

（仮住所）

第 24条 あ る 行 為 に つ い て 仮 住 所 を 選 定 し た と き は 、 そ の 行 為 に 関 し て は 、 そ の 仮 住 所

を住所とみなす。

第 4節 不 在者の財産の管理及び失踪の宣告

（不在者の財産の管理）

第 25条 従 来 の 住 所又 は居 所を去 った者 （以 下「不 在者 」とい う 。）がそ の財産 の管 理人

（ 以 下 こ の 節 に お い て 単 に 「 管 理 人 」 と い う 。） を 置 か な か っ た と き は 、 家 庭 裁 判
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所 は 、 利 害 関 係 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ り 、 そ の 財 産 の 管 理 に つ い て 必 要 な 処 分 を

命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 後 、 本 人 が 管 理 人 を 置 い た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 そ の 管

理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

（管理人の改任）

第 26条 不 在 者 が 管 理 人 を 置 い た 場 合 に お い て 、 そ の 不 在 者 の 生 死 が 明 ら か で な い と き

は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 利 害 関 係 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ り 、 管 理 人 を 改 任 す る こ と が

できる。

（管理人の職務）

第 27条 前 2条 の 規 定 によ り家庭 裁判 所が選 任した 管理 人は、 その 管理す べき財 産の 目録

を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 費 用 は 、 不 在 者 の 財 産 の 中 か

ら支弁する。

2 不 在 者 の 生 死 が 明 ら か で な い 場 合 に お い て 、 利 害 関 係 人 又 は 検 察 官 の 請 求 が あ る

と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 不 在 者 が 置 い た 管 理 人 に も 、 前 項 の 目 録 の 作 成 を 命 ず る こ

とができる。

3 前 2項 に 定 め る も の の ほ か、 家 庭 裁 判 所 は、 管 理 人 に 対し 、不 在 者の 財 産の 保存 に

必要と認める処分を命ずることができる。

（管理人の権限）

第 28条 管 理 人 は、第 103条 に 規 定 す る権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判

所 の 許 可 を 得 て 、 そ の 行 為 を す る こ と が で き る 。 不 在 者 の 生 死 が 明 ら か で な い 場 合

に お い て 、 そ の 管 理 人 が 不 在 者 が 定 め た 権 限 を 超 え る 行 為 を 必 要 と す る と き も 、 同

様とする。

（管理人の担保提供及び報酬）

第 29条 家 庭 裁 判 所 は 、 管 理 人 に 財 産 の 管 理 及 び 返 還 に つ い て 相 当 の 担 保 を 立 て さ せ る

ことができる。

2 家 庭 裁 判 所 は 、 管 理 人 と 不 在 者 と の 関 係 そ の 他 の 事 情 に よ り 、 不 在 者 の 財 産 の 中

から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

（失踪の宣告）

第 30条 不 在 者 の 生死が 7年 間 明 ら か でない ときは 、家 庭裁判 所は 、利害 関係人 の請 求に

より、失踪の宣告をすることができる。

2 戦 地 に 臨 ん だ 者 、 沈 没 し た 船 舶 の 中 に 在 っ た 者 そ の 他 死 亡 の 原 因 と な る べ き 危 難

に 遭 遇 し た 者 の 生 死 が 、 そ れ ぞ れ 、 戦 争 が 止 ん だ 後 、 船 舶 が 沈 没 し た 後 又 は そ の 他

の危難が去った後 1年 間 明らかでないときも、前項と同様とする。

（失踪の宣告の効力）
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第 31条 前 条 第 1項 の 規 定 により 失踪 の宣告 を受け た者 は同項 の期 間が満 了した 時に 、同

条 第 2項 の 規 定 に よ り 失 踪 の 宣 告 を 受 け た 者 は そ の 危 難 が 去 っ た 時 に 、 死 亡 し た も

のとみなす。

（失踪の宣告の取消し）

第 32条 失 踪 者 が 生 存 す る こ と 又 は 前 条 に 規 定 す る 時 と 異 な る 時 に 死 亡 し た こ と の 証 明

が あ っ た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 本 人 又 は 利 害 関 係 人 の 請 求 に よ り 、 失 踪 の 宣 告 を

取 り 消 さ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 取 消 し は 、 失 踪 の 宣 告 後 そ の

取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

2 失 踪 の 宣 告 に よ っ て 財 産 を 得 た 者 は 、 そ の 取 消 し に よ っ て 権 利 を 失 う 。 た だ し 、

現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

第 5節 同 時死亡の推定

第 32条 の 2 数 人 の 者 が 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 そ の う ち の 1人 が 他 の 者 の 死 亡 後 に な お

生 存 し て い た こ と が 明 ら か で な い と き は 、 こ れ ら の 者 は 、 同 時 に 死 亡 し た も の と 推

定する。

第 3章 法 人

（法人の成立等）

第 33条 法 人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。

2 学 術 、 技 芸 、 慈 善 、 祭 祀 、 宗 教 そ の 他 の 公 益 を 目 的 と す る 法 人 、 営 利 事 業 を 営 む

こ と を 目 的 と す る 法 人 そ の 他 の 法 人 の 設 立 、 組 織 、 運 営 及 び 管 理 に つ い て は 、 こ の

法律その他の法律の定めるところによる。

（法人の能力）

第 34条 法 人 は 、 法 令 の 規 定 に 従 い 、 定 款 そ の 他 の 基 本 約 款 で 定 め ら れ た 目 的 の 範 囲 内

において、権利を有し、義務を負う。

（外国法人）

第 35条 外 国 法 人 は 、 国 、 国 の 行 政 区 画 及 び 外 国 会 社 を 除 き 、 そ の 成 立 を 認 許 し な い 。

ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。

2 前 項 の 規 定 に よ り 認 許 さ れ た 外 国 法 人 は 、 日 本 に お い て 成 立 す る 同 種 の 法 人 と 同

一 の 私 権 を 有 す る 。 た だ し 、 外 国 人 が 享 有 す る こ と の で き な い 権 利 及 び 法 律 又 は 条

約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

（登記）

第 36条 法 人 及 び 外 国 法 人 は 、 こ の 法 律 そ の 他 の 法 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 登 記 を す

るものとする。
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（外国法人の登記）

第 37条 外 国 法 人（第 35条 第 1項 た だ し 書に規定する外国法人に限る。以下この条におい

て同 じ 。） が 日 本 に 事務 所 を 設 け た と きは 、 3週 間 以 内 に、 その 事 務所 の 所在 地に お

いて、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 外国法人の設立の準拠法

二 目的

三 名称

四 事務所の所在場所

五 存続期間を定めたときは、その定め

六 代表者の氏名及び住所

2 前 項 各 号 に 掲 げ る 事項 に 変 更 を 生 じ たと き は 、 3週 間 以 内 に、 変 更の 登 記を しな け

れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 登 記 前 に あ っ て は 、 そ の 変 更 を も っ て 第 三 者 に

対抗することができない。

3 代 表 者 の 職 務 の 執 行 を 停 止 し 、 若 し く は そ の 職 務 を 代 行 す る 者 を 選 任 す る 仮 処 分

命 令 又 は そ の 仮 処 分 命 令 を 変 更 し 、 若 し く は 取 り 消 す 決 定 が さ れ た と き は 、 そ の 登

記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 前 2項 の 規 定 に よ り 登 記 すべ き 事 項 が 外 国に お い て 生 じた とき は 、登 記 の期 間は 、

その通知が到達した日から起算する。

5 外 国 法 人 が 初 め て 日 本 に 事 務 所 を 設 け た と き は 、 そ の 事 務 所 の 所 在 地 に お い て 登

記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

6 外 国 法 人 が 事 務 所 を移 転 し た と き は 、旧 所 在 地 に お いて は 3週 間 以 内 に 移転 の登 記

をし 、 新 所 在 地 にお い て は 4週 間 以 内 に 第 1項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を登 記 し なけ れば な

らない。

7 同 一 の 登 記 所 の 管 轄 区 域 内 に お い て 事 務 所 を 移 転 し た と き は 、 そ の 移 転 を 登 記 す

れば足りる。

8 外 国 法 人 の 代 表 者 が 、 こ の 条 に 規 定 す る 登 記 を 怠 っ た と き は 、 50万 円 以 下 の 過 料

に処する。

第 38条 から 第 84条 削除

第 4章 物

（定 義）

第 85条 こ の法律において「物」とは、有体物をいう。

（不動産及び動産）

第 86条 土 地及びその定着物は、不動産とする。

2 不 動産以外の物は、すべて動産とする。

3 無 記名債権は、動産とみなす。
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（主物及び従物）

第 87条 物 の 所 有 者 が 、 そ の 物 の 常 用 に 供 す る た め 、 自 己 の 所 有 に 属 す る 他 の 物 を こ れ

に附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2 従 物は、主物の処分に従う。

（天然果実及び法定果実）

第 88条 物 の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2 物 の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

（果実の帰属）

第 89条 天 然 果 実 は 、 そ の 元 物 か ら 分 離 す る 時 に 、 こ れ を 収 取 す る 権 利 を 有 す る 者 に 帰

属する。

2 法 定 果 実 は 、 こ れ を 収 取 す る 権 利 の 存 続 期 間 に 応 じ て 、 日 割 計 算 に よ り こ れ を 取

得する。

第 5章 法 律行為

第 1節 総 則

（公序良俗）

第 90条 公 の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

（任意規定と異なる意思表示）

第 91条 法 律 行 為 の 当 事 者 が 法 令 中 の 公 の 秩 序 に 関 し な い 規 定 と 異 な る 意 思 を 表 示 し た

ときは、その意思に従う。

（任意規定と異なる慣習）

第 92条 法 令 中 の 公 の 秩 序 に 関 し な い 規 定 と 異 な る 慣 習 が あ る 場 合 に お い て 、 法 律 行 為

の 当 事 者 が そ の 慣 習 に よ る 意 思 を 有 し て い る も の と 認 め ら れ る と き は 、 そ の 慣 習 に

従う。

第 2節 意 思表示

（心裡留保）

第 93条 意 思 表 示 は 、 表 意 者 が そ の 真 意 で は な い こ と を 知 っ て し た と き で あ っ て も 、 そ

の た め に そ の 効 力 を 妨 げ ら れ な い 。 た だ し 、 相 手 方 が 表 意 者 の 真 意 を 知 り 、 又 は 知

ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

（虚偽表示）

第 94条 相 手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
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2 前 項 の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

（錯誤）

第 95条 意 思 表 示 は 、 法 律 行 為 の 要 素 に 錯 誤 が あ っ た と き は 、 無 効 と す る 。 た だ し 、 表

意 者 に 重 大 な 過 失 が あ っ た と き は 、 表 意 者 は 、 自 ら そ の 無 効 を 主 張 す る こ と が で き

ない。

（詐欺又は強迫）

第 96条 詐 欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相 手 方 に 対 す る 意 思 表 示 に つ い て 第 三 者 が 詐 欺 を 行 っ た 場 合 に お い て は 、 相 手 方

がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前 2項 の 規 定 に よ る 詐 欺 によ る 意 思 表 示 の取 消 し は 、 善意 の第 三 者に 対 抗す るこ と

ができない。

（隔地者に対する意思表示）

第 97条 隔 地 者 に 対 す る 意 思 表 示 は 、 そ の 通 知 が 相 手 方 に 到 達 し た 時 か ら そ の 効 力 を 生

ずる。

2 隔 地 者 に 対 す る 意 思 表 示 は 、 表 意 者 が 通 知 を 発 し た 後 に 死 亡 し 、 又 は 行 為 能 力 を

喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

（公示による意思表示）

第 98条 意 思 表 示 は 、 表 意 者 が 相 手 方 を 知 る こ と が で き ず 、 又 は そ の 所 在 を 知 る こ と が

できないときは、公示の方法によってすることができる。

2 前 項 の 公 示 は 、 公 示 送 達 に 関 す る 民 事 訴 訟 法 （ 平 成 8年 法 律 第 109号 ） の 規 定 に 従

い 、 裁 判 所 の 掲 示 場 に 掲 示 し 、 か つ 、 そ の 掲 示 が あ っ た こ と を 官 報 に 少 な く と も 1

回 掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、

市 役 所 、 区 役 所 、 町 村 役 場 又 は こ れ ら に 準 ず る 施 設 の 掲 示 場 に 掲 示 す べ き こ と を 命

ずることができる。

3 公 示 に よ る 意 思 表 示 は 、 最 後 に 官 報 に 掲 載 し た 日 又 は そ の 掲 載 に 代 わ る 掲 示 を 始

め た 日 か ら 2週 間 を 経 過 し た 時 に 、 相 手 方 に 到 達 し た も の と み な す 。 た だ し 、 表 意

者 が 相 手 方 を 知 ら な い こ と 又 は そ の 所 在 を 知 ら な い こ と に つ い て 過 失 が あ っ た と き

は、到達の効力を生じない。

4 公 示 に 関 す る 手 続 は 、 相 手 方 を 知 る こ と が で き な い 場 合 に は 表 意 者 の 住 所 地 の 、

相 手 方 の 所 在 を 知 る こ と が で き な い 場 合 に は 相 手 方 の 最 後 の 住 所 地 の 簡 易 裁 判 所 の

管轄に属する。

5 裁 判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。

（意思表示の受領能力）

第 98条 の 2 意 思 表 示 の相 手方が その 意思表 示を受 けた 時に未 成年 者又は 成年被 後見 人で

あ っ た と き は 、 そ の 意 思 表 示 を も っ て そ の 相 手 方 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。 た だ
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し、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

第 3節 代 理

（代理行為の要件及び効果）

第 99条 代 理 人 が そ の 権 限 内 に お い て 本 人 の た め に す る こ と を 示 し て し た 意 思 表 示 は 、

本人に対して直接にその効力を生ずる。

2 前 項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

（本人のためにすることを示さない意思表示）

第 100条 代 理 人 が 本 人の ために する ことを 示さな いで した意 思表 示は、 自己の ため にし

た も の と み な す 。 た だ し 、 相 手 方 が 、 代 理 人 が 本 人 の た め に す る こ と を 知 り 、 又 は

知ることができたときは、前条第 1項 の規定を準用する。

（代理行為の瑕疵）

第 101条 意 思 表 示 の 効力 が意思 の不 存在、 詐欺、 強迫 又はあ る事 情を知 ってい たこ と若

し く は 知 ら な か っ た こ と に つ き 過 失 が あ っ た こ と に よ っ て 影 響 を 受 け る べ き 場 合 に

は、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 特 定 の 法 律 行 為 を す る こ と を 委 託 さ れ た 場 合 に お い て 、 代 理 人 が 本 人 の 指 図 に 従

っ て そ の 行 為 を し た と き は 、 本 人 は 、 自 ら 知 っ て い た 事 情 に つ い て 代 理 人 が 知 ら な

か っ た こ と を 主 張 す る こ と が で き な い 。 本 人 が 過 失 に よ っ て 知 ら な か っ た 事 情 に つ

いても、同様とする。

（代理人の行為能力）

第 102条 代理人 は、行為能力者であることを要しない。

（権限の定めのない代理人の権限）

第 103条 権限の 定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代 理 の 目 的 で あ る 物 又 は 権 利 の 性 質 を 変 え な い 範 囲 内 に お い て 、 そ の 利 用 又 は

改良を目的とする行為

（任意代理人による復代理人の選任）

第 104条 委 任 に よ る 代理 人は、 本人 の許諾 を得た とき 、又は やむ を得な い事由 があ ると

きでなければ、復代理人を選任することができない。

（復代理人を選任した代理人の責任）

第 105条 代 理 人 は 、 前条 の規定 によ り復代 理人を 選任 したと きは 、その 選任及 び監 督に

ついて、本人に対してその責任を負う。

2 代 理 人 は 、 本 人 の 指 名 に 従 っ て 復 代 理 人 を 選 任 し た と き は 、 前 項 の 責 任 を 負 わ な
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い。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、

そ の 旨 を 本 人 に 通 知 し 又 は 復 代 理 人 を 解 任 す る こ と を 怠 っ た と き は 、 こ の 限 り で な

い。

（法定代理人による復代理人の選任）

第 106条 法 定 代 理 人 は、 自己の 責任 で復代 理人を 選任 するこ とが できる 。この 場合 にお

いて、やむを得ない事由があるときは、前条第 1項 の責任 のみを負う。

（復代理人の権限等）

第 107条 復代理 人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

2 復 代 理人 は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

（自己契約及び双方代理）

第 108条 同 一 の 法 律 行為 につい ては 、相手 方の代 理人 となり 、又 は当事 者双方 の代 理人

と な る こ と は で き な い 。 た だ し 、 債 務 の 履 行 及 び 本 人 が あ ら か じ め 許 諾 し た 行 為 に

ついては、この限りでない。

（代理権授与の表示による表見代理）

第 109条 第 三 者 に 対 して 他人に 代理 権を与 えた旨 を表 示した 者は 、その 代理権 の範 囲内

に お い て そ の 他 人 が 第 三 者 と の 間 で し た 行 為 に つ い て 、 そ の 責 任 を 負 う 。 た だ し 、

第 三 者 が 、 そ の 他 人 が 代 理 権 を 与 え ら れ て い な い こ と を 知 り 、 又 は 過 失 に よ っ て 知

らなかったときは、この限りでない。

（権限外の行為の表見代理）

第 110条 前 条 本 文 の 規定 は、代 理人 がその 権限外 の行 為をし た場 合にお いて、 第三 者が

代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

（代理権の消滅事由）

第 111条 代理権 は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人の死亡

二 代 理 人 の 死 亡 又 は 代 理 人 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 若 し く は 後 見 開 始 の 審 判 を 受 け

たこと。

2 委 任 に よ る 代 理 権 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 事 由 の ほ か 、 委 任 の 終 了 に よ っ て 消 滅 す

る。

（代理権消滅後の表見代理）

第 112条 代 理 権 の 消 滅は 、善意 の第 三者に 対抗す るこ とがで きな い。た だし、 第三 者が

過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

（無権代理）
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第 113条 代 理 権 を 有 しな い者が 他人 の代理 人とし てし た契約 は、 本人が その追 認を しな

ければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追 認 又 は そ の 拒 絶 は 、 相 手 方 に 対 し て し な け れ ば 、 そ の 相 手 方 に 対 抗 す る こ と が

できない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

（無権代理の相手方の催告権）

第 114条 前 条 の 場 合 にお いて、 相手 方は、 本人に 対し 、相当 の期 間を定 めて、 その 期間

内 に 追 認 を す る か ど う か を 確 答 す べ き 旨 の 催 告 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お

いて、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

（無権代理の相手方の取消権）

第 115条 代 理 権 を 有 しな い者が した 契約は 、本人 が追 認をし ない 間は、 相手方 が取 り消

す こ と が で き る 。 た だ し 、 契 約 の 時 に お い て 代 理 権 を 有 し な い こ と を 相 手 方 が 知 っ

ていたときは、この限りでない。

（無権代理行為の追認）

第 116条 追 認 は 、 別 段の 意思表 示が ないと きは、 契約 の時に さか のぼっ てその 効力 を生

ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

（無権代理人の責任）

第 117条 他 人 の 代 理 人と して契 約を した者 は、自 己の 代理権 を証 明する ことが でき ず、

か つ 、 本 人 の 追 認 を 得 る こ と が で き な か っ た と き は 、 相 手 方 の 選 択 に 従 い 、 相 手 方

に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前 項 の 規 定 は 、 他 人 の 代 理 人 と し て 契 約 を し た 者 が 代 理 権 を 有 し な い こ と を 相 手

方 が 知 っ て い た と き 、 若 し く は 過 失 に よ っ て 知 ら な か っ た と き 、 又 は 他 人 の 代 理 人

として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

（単独行為の無権代理）

第 118条 単 独 行 為 に つい ては、 その 行為の 時にお いて 、相手 方が 、代理 人と称 する 者が

代 理 権 を 有 し な い で 行 為 を す る こ と に 同 意 し 、 又 は そ の 代 理 権 を 争 わ な か っ た と き

に 限 り 、 第 113条 か ら 前 条 ま で の 規 定 を 準 用 す る 。 代 理 権 を 有 し な い 者 に 対 し そ の

同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

第 4節 無 効及び取消し

（無効な行為の追認）

第 119条 無 効 な 行 為 は、 追認に よっ ても、 その効 力を 生じな い。 ただし 、当事 者が その

行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

（取消権者）
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第 120条 行 為 能 力 の 制限 によっ て取 り消す ことが でき る行為 は、 制限行 為能力 者又 はそ

の 代 理 人 、 承 継 人 若 し く は 同 意 を す る こ と が で き る 者 に 限 り 、 取 り 消 す こ と が で き

る。

2 詐 欺 又 は 強 迫 に よ っ て 取 り 消 す こ と が で き る 行 為 は 、 瑕 疵 あ る 意 思 表 示 を し た 者

又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

（取消しの効果）

第 121条 取 り 消 さ れ た行 為は、 初め から無 効であ った ものと みな す。た だし、 制限 行為

能 力 者 は 、 そ の 行 為 に よ っ て 現 に 利 益 を 受 け て い る 限 度 に お い て 、 返 還 の 義 務 を 負

う。

（取り消すことができる行為の追認）

第 122条 取り消 すことができる行為は、第 120条 に規定する者が追認したときは、以後、

取 り 消 す こ と が で き な い 。 た だ し 、 追 認 に よ っ て 第 三 者 の 権 利 を 害 す る こ と は で き

ない。

（取消し及び追認の方法）

第 123条 取 り 消 す こ とが できる 行為 の相手 方が確 定し ている 場合 には、 その取 消し 又は

追認は、相手方に対する意思表示によってする。

（追認の要件）

第 124条 追 認 は 、 取 消し の原因 とな ってい た状況 が消 滅した 後に しなけ れば、 その 効力

を生じない。

2 成 年 被 後 見 人 は 、 行 為 能 力 者 と な っ た 後 に そ の 行 為 を 了 知 し た と き は 、 そ の 了 知

をした後でなければ、追認をすることができない。

3 前 2項 の 規 定 は 、 法 定 代 理人 又 は 制 限 行 為能 力 者 の 保 佐人 若し く は補 助 人が 追認 を

する場合には、適用しない。

（法定追認）

第 125条 前 条 の 規 定 によ り追認 をす ること ができ る時 以後に 、取 り消す ことが でき る行

為 に つ い て 次 に 掲 げ る 事 実 が あ っ た と き は 、 追 認 を し た も の と み な す 。 た だ し 、 異

議をとどめたときは、この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

（取消権の期間の制限）
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第 126条 取 消 権 は 、 追 認 を す る こ と が で き る 時 か ら 5年 間 行 使 し な い と き は 、 時 効 に よ

って消滅する。行為の時から 20年 を経過 したときも、同様とする。

第 5節 条 件及び期限

（条件が成就した場合の効果）

第 127条 停止条 件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2 解 除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当 事 者 が 条 件 が 成 就 し た 場 合 の 効 果 を そ の 成 就 し た 時 以 前 に さ か の ぼ ら せ る 意 思

を表示したときは、その意思に従う。

（条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止）

第 128条 条 件 付 法 律 行為 の各当 事者 は、条 件の成 否が 未定で ある 間は、 条件が 成就 した

場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

（条件の成否未定の間における権利の処分等）

第 129条 条 件 の 成 否 が未 定であ る間 におけ る当事 者の 権利義 務は 、一般 の規定 に従 い、

処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

（条件の成就の妨害）

第 130条 条 件 が 成 就 する ことに よっ て不利 益を受 ける 当事者 が故 意にそ の条件 の成 就を

妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

（既成条件）

第 131条 条 件 が 法 律 行為 の時に 既に 成就し ていた 場合 におい て、 その条 件が停 止条 件で

あ る と き は そ の 法 律 行 為 は 無 条 件 と し 、 そ の 条 件 が 解 除 条 件 で あ る と き は そ の 法 律

行為は無効とする。

2 条 件 が 成 就 し な い こ と が 法 律 行 為 の 時 に 既 に 確 定 し て い た 場 合 に お い て 、 そ の 条

件 が 停 止 条 件 で あ る と き は そ の 法 律 行 為 は 無 効 と し 、 そ の 条 件 が 解 除 条 件 で あ る と

きはその法律行為は無条件とする。

3 前 2項 に 規 定 す る 場 合 に おい て 、 当 事 者 が条 件 が 成 就 した こと 又 は成 就 しな かっ た

ことを知らない間は、第 128条 及 び第 129条 の規定を準用する。

（不法条件）

第 132条 不 法 な 条 件 を付 した法 律行 為は、 無効と する 。不法 な行 為をし ないこ とを 条件

とするものも、同様とする。

（不能条件）

第 133条 不能の 停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2 不 能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
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（随意条件）

第 134条 停 止 条 件 付 法律 行為は 、そ の条件 が単に 債務 者の意 思の みに係 るとき は、 無効

とする。

（期限の到来の効果）

第 135条 法律行 為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、

これを請求することができない。

2 法 律 行 為 に 終 期 を 付 し た と き は 、 そ の 法 律 行 為 の 効 力 は 、 期 限 が 到 来 し た 時 に 消

滅する。

（期限の利益及びその放棄）

第 136条 期限は 、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期 限 の 利 益 は 、 放 棄 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 こ れ に よ っ て 相 手 方 の 利 益 を 害

することはできない。

（期限の利益の喪失）

第 137条 次に掲 げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

第 6章 期 間の計算

（期間の計算の通則）

第 138条 期 間 の 計 算 方法 は、法 令若 しくは 裁判上 の命 令に特 別の 定めが ある場 合又 は法

律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

（期間の起算）

第 139条 時間に よって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

第 140条 日 、 週 、 月 又は 年によ って 期間を 定めた とき は、期 間の 初日は 、算入 しな い。

ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

（期間の満了）

第 141条 前条の 場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

第 142条 期 間 の 末 日が 日曜日 、国 民の祝 日に 関する 法律（ 昭和 23年 法 律 第 178号 ） に 規

定 す る 休 日 そ の 他 の 休 日 に 当 た る と き は 、 そ の 日 に 取 引 を し な い 慣 習 が あ る 場 合 に

限り、期間は、その翌日に満了する。
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（暦による期間の計算）

第 143条 週 、月 又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2 週 、 月 又 は 年 の 初 め か ら 期 間 を 起 算 し な い と き は 、 そ の 期 間 は 、 最 後 の 週 、 月 又

は 年 に お い て そ の 起 算 日 に 応 当 す る 日 の 前 日 に 満 了 す る 。 た だ し 、 月 又 は 年 に よ っ

て 期 間 を 定 め た 場 合 に お い て 、 最 後 の 月 に 応 当 す る 日 が な い と き は 、 そ の 月 の 末 日

に満了する。

第 7章 時 効

第 1節 総 則

（時効の効力）

第 144条 時効の 効力は、その起算日にさかのぼる。

（時効の援用）

第 145条 時 効 は 、 当 事者 が援用 しな ければ 、裁判 所が これに よっ て裁判 をする こと がで

きない。

（時効の利益の放棄）

第 146条 時効の 利益は、あらかじめ放棄することができない。

（時効の中断事由）

第 147条 時効は 、次に掲げる事由によって中断する。

一 請求

二 差押え、仮差押え又は仮処分

三 承認

（時効の中断の効力が及ぶ者の範囲）

第 148条 前 条 の 規 定 によ る時効 の中 断は、 その中 断の 事由が 生じ た当事 者及び その 承継

人の間においてのみ、その効力を有する。

（裁判上の請求）

第 149条 裁 判 上 の 請 求は 、訴え の却 下又は 取下げ の場 合には 、時 効の中 断の効 力を 生じ

ない。

（支払督促）

第 150条 支 払 督 促 は 、 債 権 者 が 民 事 訴 訟 法 第 392条 に 規 定 す る期 間 内 に 仮 執 行の 宣 言 の

申 立 て を し な い こ と に よ り そ の 効 力 を 失 う と き は 、 時 効 の 中 断 の 効 力 を 生 じ な い 。

（和解及び調停の申立て）

第 151条 和 解 の 申 立て 又は民 事調 停法（ 昭和 26年 法 律 第 222号 ） 若 し く は家事 事件 手続
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法（平 成 23年 法 律 第 52号 ） に よ る 調停の申立 ては、相手方 が出頭せず、又 は和解若

し く は 調 停 が 調 わ な い と き は 、 1箇 月 以 内 に 訴 え を 提 起 し な け れ ば 、 時 効 の 中 断 の

効力を生じない。

（破産手続参加等）

第 152条 破 産 手 続 参 加、 再生手 続参 加又は 更生手 続参 加は、 債権 者がそ の届出 を取 り下

げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。

（催告）

第 153条 催 告 は 、 6箇 月 以 内 に 、 裁 判 上 の 請 求 、 支 払 督 促 の 申 立 て 、 和 解 の 申 立 て 、 民

事 調 停 法 若 し く は 家 事 事 件 手 続 法 に よ る 調 停 の 申 立 て 、 破 産 手 続 参 加 、 再 生 手 続 参

加 、 更 生 手 続 参 加 、 差 押 え 、 仮 差 押 え 又 は 仮 処 分 を し な け れ ば 、 時 効 の 中 断 の 効 力

を生じない。

（差押え、仮差押え及び仮処分）

第 154条 差 押 え 、 仮 差押 え及び 仮処 分は、 権利者 の請 求によ り又 は法律 の規定 に従 わな

いことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。

第 155条 差押え 、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、

その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。

（承認）

第 156条 時 効 の 中 断 の効 力を生 ずべ き承認 をする には 、相手 方の 権利に ついて の処 分に

つき行為能力又は権限があることを要しない。

（中断後の時効の進行）

第 157条 中断し た時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2 裁 判 上 の 請 求 に よ っ て 中 断 し た 時 効 は 、 裁 判 が 確 定 し た 時 か ら 、 新 た に そ の 進 行

を始める。

（未成年者又は成年被後見人と時効の停止）

第 158条 時 効 の 期 間 の 満 了 前 6箇 月 以 内 の 間 に 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 人 に 法 定 代 理 人

が な い と き は 、 そ の 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 が 行 為 能 力 者 と な っ た 時 又 は 法

定 代 理 人 が 就 職 し た 時 か ら 6箇 月 を 経 過 す る ま で の 間 は 、 そ の 未 成 年 者 又 は 成 年 被

後見人に対して、時効は、完成しない。

2 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 人 が そ の 財 産 を 管 理 す る 父 、 母 又 は 後 見 人 に 対 し て 権 利

を 有 す る と き は 、 そ の 未 成 年 者 若 し く は 成 年 被 後 見 人 が 行 為 能 力 者 と な っ た 時 又 は

後 任 の 法 定 代 理 人 が 就 職 し た 時 か ら 6箇 月 を 経 過 す る ま で の 間 は 、 そ の 権 利 に つ い

て、時効は、完成しない。
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（夫婦間の権利の時効の停止）

第 159条 夫 婦 の 一 方 が 他 の 一 方 に 対 し て 有 す る 権 利 に つ い て は 、 婚 姻 の 解 消 の 時 か ら 6

箇 月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

（相続財産に関する時効の停止）

第 160条 相 続 財 産 に 関し ては、 相続 人が確 定した 時、 管理人 が選 任され た時又 は破 産手

続開始の決定があった時から 6箇 月 を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

（天災等による時効の停止）

第 161条 時 効 の 期 間 の満 了の時 に当 たり、 天災そ の他 避ける こと のでき ない事 変の ため

時 効 を 中 断 す る こ と が で き な い と き は 、 そ の 障 害 が 消 滅 し た 時 か ら 2週 間 を 経 過 す

るまでの間は、時効は、完成しない。

第 2節 取 得時効

（所有権の取得時効）

第 162条 20年 間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、

その所有権を取得する。

2 10年 間 、 所 有 の 意 思 を も っ て 、 平 穏 に 、 か つ 、 公 然 と 他 人 の 物 を 占 有 し た 者 は 、

そ の 占 有 の 開 始 の 時 に 、 善 意 で あ り 、 か つ 、 過 失 が な か っ た と き は 、 そ の 所 有 権 を

取得する。

（所有権以外の財産権の取得時効）

第 163条 所 有 権 以 外 の財 産権を 、自 己のた めにす る意 思をも って 、平穏 に、か つ、 公然

と行使 する 者は、 前条の 区別に従い 20年 又 は 10年 を 経 過 し た後、その権利 を取得す

る。

（占有の中止等による取得時効の中断）

第 164条 第 162条 の 規 定 に よ る 時 効 は 、 占 有 者が 任 意 に そ の 占有 を 中 止 し 、 又は 他 人 に

よってその占有を奪われたときは、中断する。

第 165条 前条の 規定は、第 163条 の場合 について準用する。

第 3節 消 滅時効

（消滅時効の進行等）

第 166条 消滅時 効は、権利を行使することができる時から進行する。

2 前 項 の 規 定 は 、 始 期 付 権 利 又 は 停 止 条 件 付 権 利 の 目 的 物 を 占 有 す る 第 三 者 の た め

に 、 そ の 占 有 の 開 始 の 時 か ら 取 得 時 効 が 進 行 す る こ と を 妨 げ な い 。 た だ し 、 権 利 者

は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
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（債権等の消滅時効）

第 167条 債権は 、 10年 間 行使しないときは、消滅する。

2 債 権又は所有権以外の財産権は、 20年 間行 使しないときは、消滅する。

（定期金債権の消滅時効）

第 168条 定 期 金 の 債 権 は 、 第 1回 の 弁 済 期 か ら 20年 間 行 使 し ない と き は 、 消 滅す る 。 最

後の弁済期から 10年 間行使し ないときも、同様とする。

2 定 期 金 の 債 権 者 は 、 時 効 の 中 断 の 証 拠 を 得 る た め 、 い つ で も 、 そ の 債 務 者 に 対 し

て承認書の交付を求めることができる。

（定期給付債権の短期消滅時効）

第 169条 年 又 は こ れ より 短い時 期に よって 定めた 金銭 その他 の物 の給付 を目的 とす る債

権は、 5年 間行 使しないときは、消滅する。

（ 3年 の短 期消滅時効）

第 170条 次 に 掲 げ る債権は、 3年 間 行 使 しないときは、消滅する。ただし、第 2号 に掲 げ

る債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

第 171条 弁 護 士 又 は 弁護 士法人 は事 件が終 了した 時か ら、公 証人 はその 職務を 執行 した

時 か ら 3年 を 経 過 し た と き は 、 そ の 職 務 に 関 し て 受 け 取 っ た 書 類 に つ い て 、 そ の 責

任を免れる。

（ 2年 の短 期消滅時効）

第 172条 弁 護 士 、 弁 護士 法人又 は公 証人の 職務に 関す る債権 は、 その原 因とな った 事件

が終了した時から 2年 間 行使しないときは、消滅する。

2 前 項 の 規 定 に か か わら ず 、 同 項 の 事 件中 の 各 事 項 が 終了 した 時 から 5年 を 経 過 し た

ときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。

第 173条 次に掲 げる債権は、 2年 間行使しないときは、消滅する。

一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

二 自 己 の 技 能 を 用 い 、 注 文 を 受 け て 、 物 を 製 作 し 又 は 自 己 の 仕 事 場 で 他 人 の た め

に仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権

三 学 芸 又 は 技 能 の 教 育 を 行 う 者 が 生 徒 の 教 育 、 衣 食 又 は 寄 宿 の 代 価 に つ い て 有 す

る債権

（ 1年 の短 期消滅時効）

第 174条 次に掲 げる債権は、 1年 間行使しないときは、消滅する。
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一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

二 自 己 の 労 力 の 提 供 又 は 演 芸 を 業 と す る 者 の 報 酬 又 は そ の 供 給 し た 物 の 代 価 に 係

る債権

三 運送賃に係る債権

四 旅 館 、 料 理 店 、 飲 食 店 、 貸 席 又 は 娯 楽 場 の 宿 泊 料 、 飲 食 料 、 席 料 、 入 場 料 、 消

費物の代価又は立替金に係る債権

五 動産の損料に係る債権

（判決で確定した権利の消滅時効）

第 174条 の 2 確 定 判 決 に よ っ て 確 定 し た 権 利 に つい て は 、 10年 よ り 短 い 時 効 期間 の 定 め

があ る も の で あ って も 、 そ の 時 効期 間 は 、 10年 と す る 。 裁 判 上 の和 解 、 調停 その 他

確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

2 前 項 の規 定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

第 2編 物 権

第 1章 総 則

（物権の創設）

第 175条 物権は 、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

（物権の設定及び移転）

第 176条 物 権 の 設 定 及び 移転は 、当 事者の 意思表 示の みによ って 、その 効力を 生ず る。

（不動産に関する物権の変動の対抗要件）

第 177条 不動産 に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法（平成 16年 法律第 123号 ）

そ の 他 の 登 記 に 関 す る 法 律 の 定 め る と こ ろ に 従 い そ の 登 記 を し な け れ ば 、 第 三 者 に

対抗することができない。

（動産に関する物権の譲渡の対抗要件）

第 178条 動 産 に 関 す る物 権の譲 渡は 、その 動産の 引渡 しがな けれ ば、第 三者に 対抗 する

ことができない。

（混同）

第 179条 同 一 物 に つ いて 所有権 及び 他の物 権が同 一人 に帰属 した ときは 、当該 他の 物権

は 、 消 滅 す る 。 た だ し 、 そ の 物 又 は 当 該 他 の 物 権 が 第 三 者 の 権 利 の 目 的 で あ る と き

は、この限りでない。

2 所 有 権 以 外 の 物 権 及 び こ れ を 目 的 と す る 他 の 権 利 が 同 一 人 に 帰 属 し た と き は 、 当

該 他 の 権 利 は 、 消 滅 す る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 項 た だ し 書 の 規 定 を 準 用 す る 。

3 前 2項 の 規定は、占有権については、適用しない。



- 26/161 -

powered by インターネット六法 .com

第 2章 占 有権

第 1節 占 有権の取得

（占有権の取得）

第 180条 占有権 は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

（代理占有）

第 181条 占有権 は、代理人によって取得することができる。

（現実の引渡し及び簡易の引渡し）

第 182条 占有権 の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2 譲 受 人 又 は そ の 代 理 人 が 現 に 占 有 物 を 所 持 す る 場 合 に は 、 占 有 権 の 譲 渡 は 、 当 事

者の意思表示のみによってすることができる。

（占有改定）

第 183条 代 理 人 が 自 己の 占有物 を以 後本人 のため に占 有する 意思 を表示 したと きは 、本

人は、これによって占有権を取得する。

（指図による占有移転）

第 184条 代 理 人 に よ って 占有を する 場合に おいて 、本 人がそ の代 理人に 対して 以後 第三

者 の た め に そ の 物 を 占 有 す る こ と を 命 じ 、 そ の 第 三 者 が こ れ を 承 諾 し た と き は 、 そ

の第三者は、占有権を取得する。

（占有の性質の変更）

第 185条 権原の 性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、

自 己 に 占 有 を さ せ た 者 に 対 し て 所 有 の 意 思 が あ る こ と を 表 示 し 、 又 は 新 た な 権 原 に

よ り 更 に 所 有 の 意 思 を も っ て 占 有 を 始 め る の で な け れ ば 、 占 有 の 性 質 は 、 変 わ ら な

い。

（占有の態様等に関する推定）

第 186条 占 有 者 は 、 所有 の意思 をも って、 善意で 、平 穏に、 かつ 、公然 と占有 をす るも

のと推定する。

2 前 後 の 両 時 点 に お い て 占 有 を し た 証 拠 が あ る と き は 、 占 有 は 、 そ の 間 継 続 し た も

のと推定する。

（占有の承継）

第 187条 占 有 者 の 承 継人 は、そ の選 択に従 い、自 己の 占有の みを 主張し 、又は 自己 の占

有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

2 前 の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
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第 2節 占 有権の効力

（占有物について行使する権利の適法の推定）

第 188条 占有者 が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

（善意の占有者による果実の取得等）

第 189条 善意の 占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

2 善 意 の 占 有 者 が 本 権 の 訴 え に お い て 敗 訴 し た と き は 、 そ の 訴 え の 提 起 の 時 か ら 悪

意の占有者とみなす。

（悪意の占有者による果実の返還等）

第 190条 悪 意 の 占 有 者は 、果実 を返 還し、 かつ、 既に 消費し 、過 失によ って損 傷し 、又

は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

2 前 項 の 規 定 は 、 暴 行 若 し く は 強 迫 又 は 隠 匿 に よ っ て 占 有 を し て い る 者 に つ い て 準

用する。

（占有者による損害賠償）

第 191条 占 有 物 が 占 有者 の責め に帰 すべき 事由に よっ て滅失 し、 又は損 傷した とき は、

そ の 回 復 者 に 対 し 、 悪 意 の 占 有 者 は そ の 損 害 の 全 部 の 賠 償 を す る 義 務 を 負 い 、 善 意

の 占 有 者 は そ の 滅 失 又 は 損 傷 に よ っ て 現 に 利 益 を 受 け て い る 限 度 に お い て 賠 償 を す

る 義 務 を 負 う 。 た だ し 、 所 有 の 意 思 の な い 占 有 者 は 、 善 意 で あ る と き で あ っ て も 、

全部の賠償をしなければならない。

（即時取得）

第 192条 取 引 行 為 に よっ て、平 穏に 、かつ 、公然 と動 産の占 有を 始めた 者は、 善意 であ

り 、 か つ 、 過 失 が な い と き は 、 即 時 に そ の 動 産 に つ い て 行 使 す る 権 利 を 取 得 す る 。

（盗品又は遺失物の回復）

第 193条 前 条 の 場 合 にお いて、 占有 物が盗 品又は 遺失 物であ ると きは、 被害者 又は 遺失

者 は 、 盗 難 又 は 遺 失 の 時 か ら 2年 間 、 占 有 者 に 対 し て そ の 物 の 回 復 を 請 求 す る こ と

ができる。

第 194条 占 有 者 が 、 盗品 又は遺 失物 を、競 売若し くは 公の市 場に おいて 、又は その 物と

同 種 の 物 を 販 売 す る 商 人 か ら 、 善 意 で 買 い 受 け た と き は 、 被 害 者 又 は 遺 失 者 は 、 占

有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

（動物の占有による権利の取得）

第 195条 家 畜 以 外 の 動物 で他人 が飼 育して いたも のを 占有す る者 は、そ の占有 の開 始の

時 に 善 意 で あ り 、 か つ 、 そ の 動 物 が 飼 主 の 占 有 を 離 れ た 時 か ら 1箇 月 以 内 に 飼 主 か

ら 回 復 の 請 求 を 受 け な か っ た と き は 、 そ の 動 物 に つ い て 行 使 す る 権 利 を 取 得 す る 。
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（占有者による費用の償還請求）

第 196条 占 有 者 が 占 有物 を返還 する 場合に は、そ の物 の保存 のた めに支 出した 金額 その

他 の 必 要 費 を 回 復 者 か ら 償 還 さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、 占 有 者 が 果 実 を 取 得 し

たときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2 占 有 者 が 占 有 物 の 改 良 の た め に 支 出 し た 金 額 そ の 他 の 有 益 費 に つ い て は 、 そ の 価

格 の 増 加 が 現 存 す る 場 合 に 限 り 、 回 復 者 の 選 択 に 従 い 、 そ の 支 出 し た 金 額 又 は 増 価

額 を 償 還 さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、 悪 意 の 占 有 者 に 対 し て は 、 裁 判 所 は 、 回 復

者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

（占有の訴え）

第 197条 占 有 者 は 、 次 条 か ら 第 202条 ま で の 規 定 に 従 い 、 占 有の 訴 え を 提 起 する こ と が

できる。他人のために占有をする者も、同様とする。

（占有保持の訴え）

第 198条 占 有 者 が そ の占 有を妨 害さ れたと きは、 占有 保持の 訴え により 、その 妨害 の停

止及び損害の賠償を請求することができる。

（占有保全の訴え）

第 199条 占 有 者 が そ の占 有を妨 害さ れるお それが ある ときは 、占 有保全 の訴え によ り、

その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

（占有回収の訴え）

第 200条 占 有 者 が そ の占 有を奪 われ たとき は、占 有回 収の訴 えに より、 その物 の返 還及

び損害の賠償を請求することができる。

2 占 有 回 収 の 訴 え は 、 占 有 を 侵 奪 し た 者 の 特 定 承 継 人 に 対 し て 提 起 す る こ と が で き

ない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

（占有の訴えの提起期間）

第 201条 占 有 保 持 の 訴 え は 、 妨 害 の 存 す る 間 又 は そ の 消 滅 し た 後 1年 以 内 に 提 起 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 工 事 に よ り 占 有 物 に 損 害 を 生 じ た 場 合 に お い て 、 そ の 工 事

に 着 手 し た 時 か ら 1年 を 経 過 し 、 又 は そ の 工 事 が 完 成 し た と き は 、 こ れ を 提 起 す る

ことができない。

2 占 有 保 全 の 訴 え は 、 妨 害 の 危 険 の 存 す る 間 は 、 提 起 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合

に お い て 、 工 事 に よ り 占 有 物 に 損 害 を 生 ず る お そ れ が あ る と き は 、 前 項 た だ し 書 の

規定を準用する。

3 占 有回収の訴えは、占有を奪われた時から 1年 以内 に提起しなければならない。

（本権の訴えとの関係）

第 202条 占有の 訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
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2 占 有 の訴 え については、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

第 3節 占 有権の消滅

（占有権の消滅事由）

第 203条 占 有 権 は 、 占有 者が占 有の 意思を 放棄し 、又 は占有 物の 所持を 失うこ とに よっ

て消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

（代理占有権の消滅事由）

第 204条 代 理 人 に よ って 占有を する 場合に は、占 有権 は、次 に掲 げる事 由によ って 消滅

する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。

二 代 理 人 が 本 人 に 対 し て 以 後 自 己 又 は 第 三 者 の た め に 占 有 物 を 所 持 す る 意 思 を 表

示したこと。

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占 有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

第 4節 準 占有

第 205条 こ の 章 の 規 定は 、自己 のた めにす る意思 をも って財 産権 の行使 をする 場合 につ

いて準用する。

第 3章 所 有権

第 1節 所 有権の限界

第 1款 所 有権の内容及び範囲

（所有権の内容）

第 206条 所 有 者 は 、 法令 の制限 内に おいて 、自由 にそ の所有 物の 使用、 収益及 び処 分を

する権利を有する。

（土地所有権の範囲）

第 207条 土地の 所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

第 208条 削除

第 2款 相 隣関係

（隣地の使用請求）

第 209条 土 地 の 所 有 者は 、境界 又は その付 近にお いて 障壁又 は建 物を築 造し又 は修 繕す

る た め 必 要 な 範 囲 内 で 、 隣 地 の 使 用 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 隣 人 の 承 諾
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がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 隣 人 が 損 害 を 受 け た と き は 、 そ の 償 金 を 請 求 す る こ と が で

きる。

（公道に至るための他の土地の通行権）

第 210条 他 の 土 地 に 囲ま れて公 道に 通じな い土地 の所 有者は 、公 道に至 るため 、そ の土

地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池 沼 、 河 川 、 水 路 若 し く は 海 を 通 ら な け れ ば 公 道 に 至 る こ と が で き な い と き 、 又

は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

第 211条 前 条 の 場 合 には 、通行 の場 所及び 方法は 、同 条の規 定に よる通 行権を 有す る者

の た め に 必 要 で あ り 、 か つ 、 他 の 土 地 の た め に 損 害 が 最 も 少 な い も の を 選 ば な け れ

ばならない。

2 前 条 の 規 定 に よ る 通 行 権 を 有 す る 者 は 、 必 要 が あ る と き は 、 通 路 を 開 設 す る こ と

ができる。

第 212条 第 210条 の 規 定 に よ る 通 行 権 を 有 す る者 は 、 そ の 通 行す る 他 の 土 地 の損 害 に 対

し て 償 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 通 路 の 開 設 の た め に 生 じ た 損 害 に 対

するものを除き、 1年 ご とにその償金を支払うことができる。

第 213条 分 割 に よ っ て公 道に通 じな い土地 が生じ たと きは、 その 土地の 所有者 は、 公道

に 至 る た め 、 他 の 分 割 者 の 所 有 地 の み を 通 行 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て

は、償金を支払うことを要しない。

2 前 項 の 規 定 は 、 土 地 の 所 有 者 が そ の 土 地 の 一 部 を 譲 り 渡 し た 場 合 に つ い て 準 用 す

る。

（自然水流に対する妨害の禁止）

第 214条 土地の 所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

（水流の障害の除去）

第 215条 水 流 が 天 災 その 他避け るこ とので きない 事変 により 低地 におい て閉塞 した とき

は 、 高 地 の 所 有 者 は 、 自 己 の 費 用 で 、 水 流 の 障 害 を 除 去 す る た め 必 要 な 工 事 を す る

ことができる。

（水流に関する工作物の修繕等）

第 216条 他 の 土 地 に 貯水 、排水 又は 引水の ために 設け られた 工作 物の破 壊又は 閉塞 によ

り 、 自 己 の 土 地 に 損 害 が 及 び 、 又 は 及 ぶ お そ れ が あ る 場 合 に は 、 そ の 土 地 の 所 有 者

は 、 当 該 他 の 土 地 の 所 有 者 に 、 工 作 物 の 修 繕 若 し く は 障 害 の 除 去 を さ せ 、 又 は 必 要

があるときは予防工事をさせることができる。

（費用の負担についての慣習）
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第 217条 前 2条 の 場 合 に お い て 、 費 用 の 負 担 に つ い て 別 段 の 慣 習 が あ る と き は 、 そ の 慣

習に従う。

（雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止）

第 218条 土 地 の 所 有 者は 、直接 に雨 水を隣 地に注 ぐ構 造の屋 根そ の他の 工作物 を設 けて

はならない。

（水流の変更）

第 219条 溝 、 堀 そ の 他の 水流地 の所 有者は 、対岸 の土 地が他 人の 所有に 属する とき は、

その水路又は幅員を変更してはならない。

2 両 岸 の 土 地 が 水 流 地 の 所 有 者 に 属 す る と き は 、 そ の 所 有 者 は 、 水 路 及 び 幅 員 を 変

更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 水 流 が 隣 地 と 交 わ る 地 点 に お い て 、 自 然 の 水 路 に 戻

さなければならない。

3 前 2項 の 規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

（排水のための低地の通水）

第 220条 高 地 の 所 有 者は 、その 高地 が浸水 した場 合に これを 乾か すため 、又は 自家 用若

し く は 農 工 業 用 の 余 水 を 排 出 す る た め 、 公 の 水 流 又 は 下 水 道 に 至 る ま で 、 低 地 に 水

を 通 過 さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 低 地 の た め に 損 害 が 最 も 少 な い

場所及び方法を選ばなければならない。

（通水用工作物の使用）

第 221条 土 地 の 所 有 者は 、その 所有 地の水 を通過 させ るため 、高 地又は 低地の 所有 者が

設けた工作物を使用することができる。

2 前 項 の場 合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、

工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

（堰の設置及び使用）

第 222条 水 流 地 の 所 有者 は、堰 を設 ける必 要があ る場 合には 、対 岸の土 地が他 人の 所有

に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、

これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

2 対 岸 の 土 地 の 所 有 者 は 、 水 流 地 の 一 部 が そ の 所 有 に 属 す る と き は 、 前 項 の 堰 を 使

用することができる。

3 前 条第 2項 の規定 は、前項の場合について準用する。

（境界標の設置）

第 223条 土地の 所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

（境界標の設置及び保存の費用）

第 224条 境 界 標 の 設 置及 び保存 の費 用は、 相隣者 が等 しい割 合で 負担す る。た だし 、測
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量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

（囲障の設置）

第 225条 2棟 の 建 物 が そ の 所 有 者 を 異 に し 、 か つ 、 そ の 間 に 空 地 が あ る と き は 、 各 所 有

者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。

2 当 事 者 間 に 協 議 が 調 わ な い と き は 、 前 項 の 囲 障 は 、 板 塀 又 は 竹 垣 そ の 他 こ れ ら に

類する材料のものであって、かつ、高さ 2メ ー トルのものでなければならない。

（囲障の設置及び保存の費用）

第 226条 前条の 囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

（相隣者の 1人 による 囲障の設置）

第 227条 相 隣 者 の 1人 は 、 第 225条 第 2項 に 規 定 す る材 料より 良好 なもの を用い 、又 は同

項 に 規 定 す る 高 さ を 増 し て 囲 障 を 設 け る こ と が で き る 。 た だ し 、 こ れ に よ っ て 生 ず

る費用の増加額を負担しなければならない。

（囲障の設置等に関する慣習）

第 228条 前 3条 の規 定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

（境界標等の共有の推定）

第 229条 境 界 線 上 に 設け た境界 標、 囲障、 障壁、 溝及 び堀は 、相 隣者の 共有に 属す るも

のと推定する。

第 230条 1棟 の 建 物 の 一 部 を 構 成 す る 境 界 線 上 の 障 壁 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 は 、 適 用

しない。

2 高 さ の 異 な る 2棟 の 隣 接 する 建 物 を 隔 て る障 壁 の 高 さ が、 低い 建 物の 高 さを 超え る

と き は 、 そ の 障 壁 の う ち 低 い 建 物 を 超 え る 部 分 に つ い て も 、 前 項 と 同 様 と す る 。 た

だし、防火障壁については、この限りでない。

（共有の障壁の高さを増す工事）

第 231条 相 隣 者 の 1人 は 、 共 有 の 障 壁 の 高 さ を 増 す こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 障 壁 が

そ の 工 事 に 耐 え な い と き は 、 自 己 の 費 用 で 、 必 要 な 工 作 を 加 え 、 又 は そ の 障 壁 を 改

築しなければならない。

2 前 項 の 規 定 に よ り 障 壁 の 高 さ を 増 し た と き は 、 そ の 高 さ を 増 し た 部 分 は 、 そ の 工

事をした者の単独の所有に属する。

第 232条 前 条 の 場 合 にお いて、 隣人 が損害 を受け たと きは、 その 償金を 請求す るこ とが

できる。

（竹木の枝の切除及び根の切取り）
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第 233条 隣 地 の 竹 木 の枝 が境界 線を 越える ときは 、そ の竹木 の所 有者に 、その 枝を 切除

させることができる。

2 隣 地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

（境界線付近の建築の制限）

第 234条 建 物 を 築 造するには、境界線から 50セ ン チメ ー トル以上の距離を保たなければ

ならない。

2 前 項 の 規 定 に 違 反 し て 建 築 を し よ う と す る 者 が あ る と き は 、 隣 地 の 所 有 者 は 、 そ

の 建 築 を 中 止 さ せ 、 又 は 変 更 さ せ る こ と が で き る 。 た だ し 、 建 築 に 着 手 し た 時 か ら

1年 を 経 過 し 、 又 は そ の 建 物 が 完 成 し た 後 は 、 損 害 賠 償 の 請 求 の み を す る こ と が で

きる。

第 235条 境 界 線 か ら 1メ ー ト ル 未 満 の 距 離 に お い て 他 人 の 宅 地 を 見 通 す こ と の で き る 窓

又 は 縁 側 （ ベ ラ ン ダ を 含 む 。 次 項 に お い て 同 じ 。） を 設 け る 者 は 、 目 隠 し を 付 け な

ければならない。

2 前 項 の 距 離 は 、 窓 又 は 縁 側 の 最 も 隣 地 に 近 い 点 か ら 垂 直 線 に よ っ て 境 界 線 に 至 る

までを測定して算出する。

（境界線付近の建築に関する慣習）

第 236条 前 2条 の規 定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

（境界線付近の掘削の制限）

第 237条 井戸 、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から 2メ ートル 以上、

池 、 穴 蔵 又 は し 尿 だ め を 掘 る に は 境 界 線 か ら 1メ ー ト ル 以 上 の 距 離 を 保 た な け れ ば

ならない。

2 導 水 管 を 埋 め 、 又 は 溝 若 し く は 堀 を 掘 る に は 、 境 界 線 か ら そ の 深 さ の 2分 の 1以 上

の距離を保たなければならない。ただし、 1メ ートルを超えることを要しない。

（境界線付近の掘削に関する注意義務）

第 238条 境 界 線 の 付 近に おいて 前条 の工事 をする とき は、土 砂の 崩壊又 は水若 しく は汚

液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

第 2節 所 有権の取得

（無主物の帰属）

第 239条 所 有 者 の な い動 産は、 所有 の意思 をもっ て占 有する こと によっ て、そ の所 有権

を取得する。

2 所 有者のない不動産は、国庫に帰属する。

（遺失物の拾得）
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第 240条 遺 失 物 は 、 遺 失 物 法 （ 平 成 18年 法 律 第 73号 ） の 定 め る と こ ろ に 従 い 公 告 を し

た 後 3箇 月 以 内 に そ の 所 有 者 が 判 明 し な い と き は 、 こ れ を 拾 得 し た 者 が そ の 所 有 権

を取得する。

（埋蔵物の発見）

第 241条 埋 蔵 物 は 、 遺 失 物 法 の 定 め る と こ ろ に 従 い 公 告 を し た 後 6箇 月 以 内 に そ の 所 有

者 が 判 明 し な い と き は 、 こ れ を 発 見 し た 者 が そ の 所 有 権 を 取 得 す る 。 た だ し 、 他 人

の 所 有 す る 物 の 中 か ら 発 見 さ れ た 埋 蔵 物 に つ い て は 、 こ れ を 発 見 し た 者 及 び そ の 他

人が等しい割合でその所有権を取得する。

（不動産の付合）

第 242条 不 動 産 の 所 有者 は、そ の不 動産に 従とし て付 合した 物の 所有権 を取得 する 。た

だし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

（動産の付合）

第 243条 所 有 者 を 異 にす る数個 の動 産が、 付合に より 、損傷 しな ければ 分離す るこ とが

で き な く な っ た と き は 、 そ の 合 成 物 の 所 有 権 は 、 主 た る 動 産 の 所 有 者 に 帰 属 す る 。

分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

第 244条 付 合 し た 動 産に ついて 主従 の区別 をする こと ができ ない ときは 、各動 産の 所有

者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

（混和）

第 245条 前 2条 の 規 定 は 、 所 有 者 を 異 に す る 物 が 混 和 し て 識 別 す る こ と が で き な く な っ

た場合について準用する。

（加工）

第 246条 他 人 の 動 産 に 工 作 を 加 え た 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 加 工 者 」 と い う 。） が あ

る と き は 、 そ の 加 工 物 の 所 有 権 は 、 材 料 の 所 有 者 に 帰 属 す る 。 た だ し 、 工 作 に よ っ

て 生 じ た 価 格 が 材 料 の 価 格 を 著 し く 超 え る と き は 、 加 工 者 が そ の 加 工 物 の 所 有 権 を

取得する。

2 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 加 工 者 が 材 料 の 一 部 を 供 し た と き は 、 そ の 価 格 に

工 作 に よ っ て 生 じ た 価 格 を 加 え た も の が 他 人 の 材 料 の 価 格 を 超 え る と き に 限 り 、 加

工者がその加工物の所有権を取得する。

（付合、混和又は加工の効果）

第 247条 第 242条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り 物の 所 有 権 が 消 滅し た と き は 、 その 物 に つ

いて存する他の権利も、消滅する。

2 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 物 の 所 有 者 が 、 合 成 物 、 混 和 物 又 は 加 工 物 （ 以 下

こ の 項 に お い て 「 合 成 物 等 」 と い う 。） の 単 独 所 有 者 と な っ た と き は 、 そ の 物 に つ

い て 存 す る 他 の 権 利 は 以 後 そ の 合 成 物 等 に つ い て 存 し 、 物 の 所 有 者 が 合 成 物 等 の 共
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有 者 と な っ た と き は 、 そ の 物 に つ い て 存 す る 他 の 権 利 は 以 後 そ の 持 分 に つ い て 存 す

る。

（付合、混和又は加工に伴う償金の請求）

第 248条 第 242条 か ら 前 条 ま で の 規 定 の 適 用 に よ っ て 損 失 を 受 け た 者 は 、 第 703条 及 び

第 704条 の 規定に従い、その償金を請求することができる。

第 3節 共 有

（共有物の使用）

第 249条 各 共 有 者 は 、共 有物の 全部 につい て、そ の持 分に応 じた 使用を するこ とが でき

る。

（共有持分の割合の推定）

第 250条 各共有 者の持分は、相等しいものと推定する。

（共有物の変更）

第 251条 各 共 有 者 は 、他 の共有 者の 同意を 得なけ れば 、共有 物に 変更を 加える こと がで

きない。

（共有物の管理）

第 252条 共 有 物 の 管 理に 関する 事項 は、前 条の場 合を 除き、 各共 有者の 持分の 価格 に従

い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

（共有物に関する負担）

第 253条 各 共 有 者 は 、そ の持分 に応 じ、管 理の費 用を 支払い 、そ の他共 有物に 関す る負

担を負う。

2 共 有 者 が 1年 以 内 に 前 項 の義 務 を 履 行 し ない と き は 、 他の 共有 者 は、 相 当の 償金 を

支払ってその者の持分を取得することができる。

（共有物についての債権）

第 254条 共 有 者 の 1人 が 共 有 物 に つ い て 他 の 共 有 者 に 対 し て 有 す る 債 権 は 、 そ の 特 定 承

継人に対しても行使することができる。

（持分の放棄及び共有者の死亡）

第 255条 共有者 の 1人 が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、

その持分は、他の共有者に帰属する。

（共有物の分割請求）

第 256条 各 共 有 者 は 、 い つ で も 共 有 物 の 分 割 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 5年 を
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超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前 項 た だ し 書 の 契 約 は 、 更 新 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 期 間 は 、 更 新 の 時

から 5年 を超え ることができない。

第 257条 前条の 規定は、第 229条 に規定 する共有物については、適用しない。

（裁判による共有物の分割）

第 258条 共 有 物 の 分 割に ついて 共有 者間に 協議が 調わ ないと きは 、その 分割を 裁判 所に

請求することができる。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 共 有 物 の 現 物 を 分 割 す る こ と が で き な い と き 、 又 は 分 割 に

よ っ て そ の 価 格 を 著 し く 減 少 さ せ る お そ れ が あ る と き は 、 裁 判 所 は 、 そ の 競 売 を 命

ずることができる。

（共有に関する債権の弁済）

第 259条 共 有 者 の 1人 が 他 の 共 有 者 に 対 し て 共 有 に 関 す る 債 権 を 有 す る と き は 、 分 割 に

際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。

2 債 権 者 は 、 前 項 の 弁 済 を 受 け る た め 債 務 者 に 帰 属 す べ き 共 有 物 の 部 分 を 売 却 す る

必要があるときは、その売却を請求することができる。

（共有物の分割への参加）

第 260条 共 有 物 に つ いて 権利を 有す る者及 び各共 有者 の債権 者は 、自己 の費用 で、 分割

に参加することができる。

2 前 項 の 規 定 に よ る 参 加 の 請 求 が あ っ た に も か か わ ら ず 、 そ の 請 求 を し た 者 を 参 加

さ せ な い で 分 割 を し た と き は 、 そ の 分 割 は 、 そ の 請 求 を し た 者 に 対 抗 す る こ と が で

きない。

（分割における共有者の担保責任）

第 261条 各 共 有 者 は 、他 の共有 者が 分割に よって 取得 した物 につ いて、 売主と 同じ く、

その持分に応じて担保の責任を負う。

（共有物に関する証書）

第 262条 分 割 が 完 了 した ときは 、各 分割者 は、そ の取 得した 物に 関する 証書を 保存 しな

ければならない。

2 共 有 者 の 全 員 又 は そ の う ち の 数 人 に 分 割 し た 物 に 関 す る 証 書 は 、 そ の 物 の 最 大 の

部分を取得した者が保存しなければならない。

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 最 大 の 部 分 を 取 得 し た 者 が な い と き は 、 分 割 者 間 の 協 議 で

証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。

4 証 書 の 保 存 者 は 、 他 の 分 割 者 の 請 求 に 応 じ て 、 そ の 証 書 を 使 用 さ せ な け れ ば な ら

ない。
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（共有の性質を有する入会権）

第 263条 共 有 の 性 質 を有 する入 会権 につい ては、 各地 方の慣 習に 従うほ か、こ の節 の規

定を適用する。

（準共有）

第 264条 こ の 節 の 規 定は 、数人 で所 有権以 外の財 産権 を有す る場 合につ いて準 用す る。

ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第 4章 地 上権

（地上権の内容）

第 265条 地 上 権 者 は 、他 人の土 地に おいて 工作物 又は 竹木を 所有 するた め、そ の土 地を

使用する権利を有する。

（地代）

第 266条 第 274条 か ら 第 276条 ま で の 規 定 は 、 地 上 権 者 が 土 地 の 所 有 者 に 定 期 の 地 代 を

支払わなければならない場合について準用する。

2 地 代 に つ い て は 、 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 そ の 性 質 に 反 し な い 限 り 、 賃 貸 借

に関する規定を準用する。

（相隣関係の規定の準用）

第 267条 前 章 第 1節 第 2款 （相 隣 関係）の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有

者 と の 間 に つ い て 準 用 す る 。 た だ し 、 第 229条 の 規 定 は 、 境 界 線 上 の 工 作 物 が 地 上

権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

（地上権の存続期間）

第 268条 設 定 行 為 で 地上 権の存 続期 間を定 めなか った 場合に おい て、別 段の慣 習が ない

と き は 、 地 上 権 者 は 、 い つ で も そ の 権 利 を 放 棄 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 地 代 を

支払 う べ き と き は、 1年 前 に 予 告 を し 、 又 は期 限 の 到 来 し てい な い 1年 分 の 地 代を 支

払わなければならない。

2 地 上 権 者 が 前 項 の 規 定 に よ り そ の 権 利 を 放 棄 し な い と き は 、 裁 判 所 は 、 当事 者 の 請

求によ り、 20年 以 上 50年 以 下 の 範 囲内におい て、工作物又 は竹木の種類及 び状況そ

の他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

（工作物等の収去等）

第 269条 地 上 権 者 は 、そ の権利 が消 滅した 時に、 土地 を原状 に復 してそ の工作 物及 び竹

木 を 収 去 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 土 地 の 所 有 者 が 時 価 相 当 額 を 提 供 し て こ れ を

買 い 取 る 旨 を 通 知 し た と き は 、 地 上 権 者 は 、 正 当 な 理 由 が な け れ ば 、 こ れ を 拒 む こ

とができない。

2 前 項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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（地下又は空間を目的とする地上権）

第 269条 の 2 地 下 又 は 空 間 は 、 工 作 物 を 所 有 す る た め 、 上 下 の 範 囲 を 定 め て 地 上 権 の 目

的 と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 設 定 行 為 で 、 地 上 権 の 行 使 の た め に

その土地の使用に制限を加えることができる。

2 前 項 の 地 上 権 は 、 第 三 者 が そ の 土 地 の 使 用 又 は 収 益 を す る 権 利 を 有 す る 場 合 に お

い て も 、 そ の 権 利 又 は こ れ を 目 的 と す る 権 利 を 有 す る す べ て の 者 の 承 諾 が あ る と き

は 、 設 定 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 土 地 の 使 用 又 は 収 益 を す る 権 利 を

有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

第 5章 永 小作権

（永小作権の内容）

第 270条 永 小 作 人 は 、小 作料を 支払 って他 人の土 地に おいて 耕作 又は牧 畜をす る権 利を

有する。

（永小作人による土地の変更の制限）

第 271条 永 小 作 人 は 、土 地に対 して 、回復 するこ との できな い損 害を生 ずべき 変更 を加

えることができない。

（永小作権の譲渡又は土地の賃貸）

第 272条 永 小 作 人 は 、そ の権利 を他 人に譲 り渡し 、又 はその 権利 の存続 期間内 にお いて

耕 作 若 し く は 牧 畜 の た め 土 地 を 賃 貸 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 設 定 行 為 で 禁 じ た

ときは、この限りでない。

（賃貸借に関する規定の準用）

第 273条 永 小 作 人 の 義務 につい ては 、この 章の規 定及 び設定 行為 で定め るもの のほ か、

その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

（小作料の減免）

第 274条 永 小 作 人 は 、不 可抗力 によ り収益 につい て損 失を受 けた ときで あって も、 小作

料の免除又は減額を請求することができない。

（永小作権の放棄）

第 275条 永 小 作 人 は、不可抗力によって、引き続き 3年 以 上 全 く収益を得ず、又は 5年 以

上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。

（永小作権の消滅請求）

第 276条 永 小 作 人 が 引 き 続 き 2年 以 上 小 作 料 の 支 払 を 怠 っ た と き は 、 土 地 の 所 有 者 は 、

永小作権の消滅を請求することができる。
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（永小作権に関する慣習）

第 277条 第 271条 か ら前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

（永小作権の存続期間）

第 278条 永 小 作 権 の 存 続 期 間 は 、 20年 以 上 50年 以 下 と す る 。 設 定 行 為 で 50年 よ り 長 い

期間を定めたときであっても、その期間は、 50年 と する。

2 永 小 作 権 の 設 定 は 、 更 新 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 存 続 期 間 は 、 更 新 の 時

から 50年 を超える ことができない。

3 設 定 行 為 で 永 小 作 権 の 存 続 期 間 を 定 め な か っ た と き は 、 そ の 期 間 は 、 別 段 の 慣 習

がある場合を除き、 30年 とす る。

（工作物等の収去等）

第 279条 第 269条 の 規定は、永小作権について準用する。

第 6章 地 役権

（地役権の内容）

第 280条 地 役 権 者 は 、設 定行為 で定 めた目 的に従 い、 他人の 土地 を自己 の土地 の便 益に

供す る 権 利 を 有 する 。 た だ し 、 第 3章 第 1節 （ 所 有 権 の 限 界 ） の 規定 （ 公 の秩 序に 関

するものに限る。）に違反しないものでなければならない。

（地役権の付従性）

第 281条 地 役 権 は 、 要役 地（地 役権 者の土 地であ って 、他人 の土 地から 便益を 受け るも

のをいう。以下同じ。）の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、

又 は 要 役 地 に つ い て 存 す る 他 の 権 利 の 目 的 と な る も の と す る 。 た だ し 、 設 定 行 為 に

別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 地 役 権 は 、 要 役 地 か ら 分 離 し て 譲 り 渡 し 、 又 は 他 の 権 利 の 目 的 と す る こ と が で き

ない。

（地役権の不可分性）

第 282条 土 地 の 共 有 者 の 1人 は 、 そ の 持 分 に つ き 、 そ の 土 地 の た め に 又 は そ の 土 地 に つ

いて存する地役権を消滅させることができない。

2 土 地 の 分 割 又 は そ の 一 部 の 譲 渡 の 場 合 に は 、 地 役 権 は 、 そ の 各 部 の た め に 又 は そ

の 各 部 に つ い て 存 す る 。 た だ し 、 地 役 権 が そ の 性 質 に よ り 土 地 の 一 部 の み に 関 す る

ときは、この限りでない。

（地役権の時効取得）

第 283条 地役権 は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、

時効によって取得することができる。
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第 284条 土 地 の 共 有 者 の 1人 が 時 効 に よ っ て 地 役 権 を 取 得 し た と き は 、 他 の 共 有 者 も 、

これを取得する。

2 共 有 者 に 対 す る 時 効 の 中 断 は 、 地 役 権 を 行 使 す る 各 共 有 者 に 対 し て し な け れ ば 、

その効力を生じない。

3 地 役 権 を 行 使 す る 共有 者 が 数 人 あ る 場合 に は 、 そ の 1人 に つ い て 時効 の 停止 の原 因

があっても、時効は、各共有者のために進行する。

（用水地役権）

第 285条 用 水 地 役 権 の承 役地（ 地役 権者以 外の者 の土 地であ って 、要役 地の便 益に 供さ

れ る も の を い う 。 以 下 同 じ 。） に お い て 、 水 が 要 役 地 及 び 承 役 地 の 需 要 に 比 し て 不

足 す る と き は 、 そ の 各 土 地 の 需 要 に 応 じ て 、 ま ず こ れ を 生 活 用 に 供 し 、 そ の 残 余 を

他 の 用 途 に 供 す る も の と す る 。 た だ し 、 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き は 、 こ の

限りでない。

2 同 一 の 承 役 地 に つ い て 数 個 の 用 水 地 役 権 を 設 定 し た と き は 、 後 の 地 役 権 者 は 、 前

の地役権者の水の使用を妨げてはならない。

（承役地の所有者の工作物の設置義務等）

第 286条 設 定 行 為 又 は設 定後の 契約 により 、承役 地の 所有者 が自 己の費 用で地 役権 の行

使 の た め に 工 作 物 を 設 け 、 又 は そ の 修 繕 を す る 義 務 を 負 担 し た と き は 、 承 役 地 の 所

有者の特定承継人も、その義務を負担する。

第 287条 承 役 地 の 所 有者 は、い つで も、地 役権に 必要 な土地 の部 分の所 有権を 放棄 して

地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

（承役地の所有者の工作物の使用）

第 288条 承 役 地 の 所 有者 は、地 役権 の行使 を妨げ ない 範囲内 にお いて、 その行 使の ため

に承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。

2 前 項 の 場 合 に は 、 承 役 地 の 所 有 者 は 、 そ の 利 益 を 受 け る 割 合 に 応 じ て 、 工 作 物 の

設置及び保存の費用を分担しなければならない。

（承役地の時効取得による地役権の消滅）

第 289条 承 役 地 の 占 有者 が取得 時効 に必要 な要件 を具 備する 占有 をした ときは 、地 役権

は、これによって消滅する。

第 290条 前 条 の 規 定 によ る地役 権の 消滅時 効は、 地役 権者が その 権利を 行使す るこ とに

よって中断する。

（地役権の消滅時効）

第 291条 第 167条 第 2項 に 規 定 す る 消 滅 時 効 の 期 間 は 、 継 続 的 で な く 行 使 さ れ る 地 役 権
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に つ い て は 最 後 の 行 使 の 時 か ら 起 算 し 、 継 続 的 に 行 使 さ れ る 地 役 権 に つ い て は そ の

行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

第 292条 要 役 地 が 数 人 の 共 有 に 属 す る 場 合 に お い て 、 そ の 1人 の た め に 時 効 の 中 断 又 は

停 止 が あ る と き は 、 そ の 中 断 又 は 停 止 は 、 他 の 共 有 者 の た め に も 、 そ の 効 力 を 生 ず

る。

第 293条 地 役 権 者 が その 権利の 一部 を行使 しない とき は、そ の部 分のみ が時効 によ って

消滅する。

（共有の性質を有しない入会権）

第 294条 共 有 の 性 質 を有 しない 入会 権につ いては 、各 地方の 慣習 に従う ほか、 この 章の

規定を準用する。

第 7章 留 置権

（留置権の内容）

第 295条 他 人 の 物 の 占有 者は、 その 物に関 して生 じた 債権を 有す るとき は、そ の債 権の

弁 済 を 受 け る ま で 、 そ の 物 を 留 置 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 債 権 が 弁 済 期 に

ないときは、この限りでない。

2 前 項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

（留置権の不可分性）

第 296条 留 置 権 者 は 、債 権の全 部の 弁済を 受ける まで は、留 置物 の全部 につい てそ の権

利を行使することができる。

（留置権者による果実の収取）

第 297条 留 置 権 者 は 、留 置物か ら生 ずる果 実を収 取し 、他の 債権 者に先 立って 、こ れを

自己の債権の弁済に充当することができる。

2 前 項 の 果 実 は 、 ま ず 債 権 の 利 息 に 充 当 し 、 な お 残 余 が あ る と き は 元 本 に 充 当 し な

ければならない。

（留置権者による留置物の保管等）

第 298条 留置権 者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2 留 置 権 者 は 、 債 務 者 の 承 諾 を 得 な け れ ば 、 留 置 物 を 使 用 し 、 賃 貸 し 、 又 は 担 保 に

供 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 そ の 物 の 保 存 に 必 要 な 使 用 を す る こ と は 、 こ の 限

りでない。

3 留 置 権 者 が 前 2項 の 規 定 に違 反 し た と き は、 債 務 者 は 、留 置権 の 消滅 を 請求 する こ

とができる。
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（留置権者による費用の償還請求）

第 299条 留 置 権 者 は 、留 置物に つい て必要 費を支 出し たとき は、 所有者 にその 償還 をさ

せることができる。

2 留 置 権 者 は 、 留 置 物 に つ い て 有 益 費 を 支 出 し た と き は 、 こ れ に よ る 価 格 の 増 加 が

現 存 す る 場 合 に 限 り 、 所 有 者 の 選 択 に 従 い 、 そ の 支 出 し た 金 額 又 は 増 価 額 を 償 還 さ

せ る こ と が で き る 。 た だ し 、 裁 判 所 は 、 所 有 者 の 請 求 に よ り 、 そ の 償 還 に つ い て 相

当の期限を許与することができる。

（留置権の行使と債権の消滅時効）

第 300条 留置権 の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

（担保の供与による留置権の消滅）

第 301条 債務者 は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

（占有の喪失による留置権の消滅）

第 302条 留 置 権 は 、 留置 権者が 留置 物の占 有を失 うこ とによ って 、消滅 する。 ただ し、

第 298条 第 2項 の 規 定 により留 置物を賃貸し、 又は質権の目 的としたときは 、この限

りでない。

第 8章 先 取特権

第 1節 総 則

（先取特権の内容）

第 303条 先 取 特 権 者 は、 この法 律そ の他の 法律の 規定 に従い 、そ の債務 者の財 産に つい

て、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

（物上代位）

第 304条 先 取 特 権 は 、そ の目的 物の 売却、 賃貸、 滅失 又は損 傷に よって 債務者 が受 ける

べ き 金 銭 そ の 他 の 物 に 対 し て も 、 行 使 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 先 取 特 権 者 は 、

その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債 務 者 が 先 取 特 権 の 目 的 物 に つ き 設 定 し た 物 権 の 対 価 に つ い て も 、 前 項 と 同 様 と

する。

（先取特権の不可分性）

第 305条 第 296条 の 規定は、先取特権について準用する。

第 2節 先 取特権の種類

第 1款 一 般の先取特権

（一般の先取特権）
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第 306条 次 に 掲 げ る 原因 によっ て生 じた債 権を有 する 者は、 債務 者の総 財産に つい て先

取特権を有する。

一 共益の費用

二 雇用関係

三 葬式の費用

四 日用品の供給

（共益費用の先取特権）

第 307条 共 益 の 費 用 の先 取特権 は、 各債権 者の共 同の 利益の ため にされ た債務 者の 財産

の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2 前 項 の費 用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、

その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

（雇用関係の先取特権）

第 308条 雇 用 関 係 の 先取 特権は 、給 料その 他債務 者と 使用人 との 間の雇 用関係 に基 づい

て生じた債権について存在する。

（葬式費用の先取特権）

第 309条 葬 式 の 費 用 の先 取特権 は、 債務者 のため にさ れた葬 式の 費用の うち相 当な 額に

ついて存在する。

2 前 項 の 先 取 特 権 は 、 債 務 者 が そ の 扶 養 す べ き 親 族 の た め に し た 葬 式 の 費 用 の う ち

相当な額についても存在する。

（日用品供給の先取特権）

第 310条 日 用 品 の 供 給の 先取特 権は 、債務 者又は その 扶養す べき 同居の 親族及 びそ の家

事 使 用 人 の 生 活 に 必 要 な 最 後 の 6箇 月 間 の 飲 食 料 品 、 燃 料 及 び 電 気 の 供 給 に つ い て

存在する。

第 2款 動 産の先取特権

（動産の先取特権）

第 311条 次 に 掲 げ る 原因 によっ て生 じた債 権を有 する 者は、 債務 者の特 定の動 産に つい

て先取特権を有する。

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客又は荷物の運輸

四 動産の保存

五 動産の売買

六 種苗又は肥料（蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。）の供給

七 農業の労務
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八 工業の労務

（不動産賃貸の先取特権）

第 312条 不 動 産 の 賃 貸の 先取特 権は 、その 不動産 の賃 料その 他の 賃貸借 関係か ら生 じた

賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

（不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲）

第 313条 土 地 の 賃 貸 人の 先取特 権は 、その 土地又 はそ の利用 のた めの建 物に備 え付 けら

れ た 動 産 、 そ の 土 地 の 利 用 に 供 さ れ た 動 産 及 び 賃 借 人 が 占 有 す る そ の 土 地 の 果 実 に

ついて存在する。

2 建 物 の 賃 貸 人 の 先 取 特 権 は 、 賃 借 人 が そ の 建 物 に 備 え 付 け た 動 産 に つ い て 存 在 す

る。

第 314条 賃 借 権 の 譲 渡又 は転貸 の場 合には 、賃貸 人の 先取特 権は 、譲受 人又は 転借 人の

動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

（不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲）

第 315条 賃 借 人 の 財 産の すべて を清 算する 場合に は、 賃貸人 の先 取特権 は、前 期、 当期

及 び 次 期 の 賃 料 そ の 他 の 債 務 並 び に 前 期 及 び 当 期 に 生 じ た 損 害 の 賠 償 債 務 に つ い て

のみ存在する。

第 316条 賃 貸 人 は 、 敷金 を受け 取っ ている 場合に は、 その敷 金で 弁済を 受けな い債 権の

部分についてのみ先取特権を有する。

（旅館宿泊の先取特権）

第 317条 旅 館 の 宿 泊 の先 取特権 は、 宿泊客 が負担 すべ き宿泊 料及 び飲食 料に関 し、 その

旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

（運輸の先取特権）

第 318条 運 輸 の 先 取 特権 は、旅 客又 は荷物 の運送 賃及 び付随 の費 用に関 し、運 送人 の占

有する荷物について存在する。

（即時取得の規定の準用）

第 319条 第 192条 か ら 第 195条 ま で の 規 定 は 、 第 312条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ る 先 取

特権について準用する。

（動産保存の先取特権）

第 320条 動 産 の 保 存 の先 取特権 は、 動産の 保存の ため に要し た費 用又は 動産に 関す る権

利 の 保 存 、 承 認 若 し く は 実 行 の た め に 要 し た 費 用 に 関 し 、 そ の 動 産 に つ い て 存 在 す

る。
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（動産売買の先取特権）

第 321条 動 産 の 売 買 の先 取特権 は、 動産の 代価及 びそ の利息 に関 し、そ の動産 につ いて

存在する。

（種苗又は肥料の供給の先取特権）

第 322条 種 苗 又 は 肥 料の 供給の 先取 特権は 、種苗 又は 肥料の 代価 及びそ の利息 に関 し、

そ の 種 苗 又 は 肥 料 を 用 い た 後 1年 以 内 に こ れ を 用 い た 土 地 か ら 生 じ た 果 実 （ 蚕 種 又

は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。）について存在する。

（農業労務の先取特権）

第 323条 農業の 労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の 1年 間 の賃金に関し、

その労務によって生じた果実について存在する。

（工業労務の先取特権）

第 324条 工 業 の 労 務 の 先 取 特 権 は 、 そ の 労 務 に 従 事 す る 者 の 最 後 の 3箇 月 間 の 賃 金 に 関

し、その労務によって生じた製作物について存在する。

第 3款 不 動産の先取特権

（不動産の先取特権）

第 325条 次 に 掲 げ る 原因 によっ て生 じた債 権を有 する 者は、 債務 者の特 定の不 動産 につ

いて先取特権を有する。

一 不動産の保存

二 不動産の工事

三 不動産の売買

（不動産保存の先取特権）

第 326条 不 動 産 の 保 存の 先取特 権は 、不動 産の保 存の ために 要し た費用 又は不 動産 に関

す る 権 利 の 保 存 、 承 認 若 し く は 実 行 の た め に 要 し た 費 用 に 関 し 、 そ の 不 動 産 に つ い

て存在する。

（不動産工事の先取特権）

第 327条 不 動 産 の 工 事の 先取特 権は 、工事 の設計 、施 工又は 監理 をする 者が債 務者 の不

動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

2 前 項 の 先 取 特 権 は 、 工 事 に よ っ て 生 じ た 不 動 産 の 価 格 の 増 加 が 現 存 す る 場 合 に 限

り、その増価額についてのみ存在する。

（不動産売買の先取特権）

第 328条 不 動 産 の 売 買の 先取特 権は 、不動 産の代 価及 びその 利息 に関し 、その 不動 産に

ついて存在する。
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第 3節 先 取特権の順位

（一般の先取特権の順位）

第 329条 一 般 の 先 取 特 権 が 互 い に 競 合 す る 場 合 に は 、そ の 優 先 権 の 順位 は 、 第 306条 各

号に掲げる順序に従う。

2 一 般 の 先 取 特 権 と 特 別 の 先 取 特 権 と が 競 合 す る 場 合 に は 、 特 別 の 先 取 特 権 は 、 一

般 の 先 取 特 権 に 優 先 す る 。 た だ し 、 共 益 の 費 用 の 先 取 特 権 は 、 そ の 利 益 を 受 け た す

べての債権者に対して優先する効力を有する。

（動産の先取特権の順位）

第 330条 同 一 の 動 産 につ いて特 別の 先取特 権が互 いに 競合す る場 合には 、その 優先 権の

順 位 は 、 次 に 掲 げ る 順 序 に 従 う 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 2号 に 掲 げ る 動 産 の 保 存 の

先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。

一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権

二 動産の保存の先取特権

三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 第 1順 位 の 先 取 特 権 者 は 、 そ の 債 権 取 得 の 時 に お い て 第 2順

位 又 は 第 3順 位 の 先 取 特 権 者 が あ る こ と を 知 っ て い た と き は 、 こ れ ら の 者 に 対 し て

優 先 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 。 第 1順 位 の 先 取 特 権 者 の た め に 物 を 保 存 し た 者

に対しても、同様とする。

3 果 実 に 関 し て は 、 第 1の 順 位 は 農 業 の 労 務 に 従 事 す る 者 に 、 第 2の 順 位 は 種 苗 又 は

肥料の供給者に、第 3の 順位は土地の賃貸人に属する。

（不動産の先取特権の順位）

第 331条 同 一 の 不 動 産に ついて 特別 の先取 特権が 互い に競合 する 場合に は、そ の優 先権

の順位は、第 325条 各 号に掲げる順序に従う。

2 同 一 の 不 動 産 に つ い て 売 買 が 順 次 さ れ た 場 合 に は 、 売 主 相 互 間 に お け る 不 動 産 売

買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。

（同一順位の先取特権）

第 332条 同 一 の 目 的 物に ついて 同一 順位の 先取特 権者 が数人 ある ときは 、各先 取特 権者

は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

第 4節 先 取特権の効力

（先取特権と第三取得者）

第 333条 先取特 権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、

その動産について行使することができない。
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（先取特権と動産質権との競合）

第 334条 先 取 特 権 と 動 産 質 権 と が 競 合 す る 場 合 に は 、動 産 質 権 者 は 、第 330条 の 規 定 に

よる第 1順 位の 先取特権者と同一の権利を有する。

（一般の先取特権の効力）

第 335条 一 般 の 先 取 特権 者は、 まず 不動産 以外の 財産 から弁 済を 受け、 なお不 足が ある

のでなければ、不動産から弁済を受けることができない。

2 一 般 の 先 取 特 権 者 は 、 不 動 産 に つ い て は 、 ま ず 特 別 担 保 の 目 的 と さ れ て い な い も

のから弁済を受けなければならない。

3 一 般 の 先 取 特 権 者 は、 前 2項 の 規 定 に 従 って 配 当 に 加 入す るこ と を怠 っ たと きは 、

そ の 配 当 加 入 を し た な ら ば 弁 済 を 受 け る こ と が で き た 額 に つ い て は 、 登 記 を し た 第

三者に対してその先取特権を行使することができない。

4 前 3項 の 規 定 は 、 不 動 産 以外 の 財 産 の 代 価に 先 立 っ て 不動 産の 代 価を 配 当し 、又 は

他 の 不 動 産 の 代 価 に 先 立 っ て 特 別 担 保 の 目 的 で あ る 不 動 産 の 代 価 を 配 当 す る 場 合 に

は、適用しない。

（一般の先取特権の対抗力）

第 336条 一 般 の 先 取 特権 は、不 動産 につい て登記 をし なくて も、 特別担 保を有 しな い債

権 者 に 対 抗 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 登 記 を し た 第 三 者 に 対 し て は 、 こ の 限 り で

ない。

（不動産保存の先取特権の登記）

第 337条 不 動 産 の 保 存の 先取特 権の 効力を 保存す るた めには 、保 存行為 が完了 した 後直

ちに登記をしなければならない。

（不動産工事の先取特権の登記）

第 338条 不 動 産 の 工 事の 先取特 権の 効力を 保存す るた めには 、工 事を始 める前 にそ の費

用 の 予 算 額 を 登 記 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 工 事 の 費 用 が 予 算 額 を

超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

2 工 事 に よ っ て 生 じ た 不 動 産 の 増 価 額 は 、 配 当 加 入 の 時 に 、 裁 判 所 が 選 任 し た 鑑 定

人に評価させなければならない。

（登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権）

第 339条 前 2条 の 規 定 に 従 っ て 登 記 を し た 先 取 特 権 は 、 抵 当 権 に 先 立 っ て 行 使 す る こ と

ができる。

（不動産売買の先取特権の登記）

第 340条 不 動 産 の 売 買の 先取特 権の 効力を 保存す るた めには 、売 買契約 と同時 に、 不動

産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。



- 48/161 -

powered by インターネット六法 .com

（抵当権に関する規定の準用）

第 341条 先 取 特 権 の 効力 につい ては 、この 節に定 める ものの ほか 、その 性質に 反し ない

限り、抵当権に関する規定を準用する。

第 9章 質 権

第 1節 総 則

（質権の内容）

第 342条 質権者 は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、

か つ 、 そ の 物 に つ い て 他 の 債 権 者 に 先 立 っ て 自 己 の 債 権 の 弁 済 を 受 け る 権 利 を 有 す

る。

（質権の目的）

第 343条 質権は 、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

（質権の設定）

第 344条 質 権 の 設 定 は、 債権者 にそ の目的 物を引 き渡 すこと によ って、 その効 力を 生ず

る。

（質権設定者による代理占有の禁止）

第 345条 質権者 は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

（質権の被担保債権の範囲）

第 346条 質 権 は 、 元 本、 利息、 違約 金、質 権の実 行の 費用、 質物 の保存 の費用 及び 債務

の 不 履 行 又 は 質 物 の 隠 れ た 瑕 疵 に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 を 担 保 す る 。 た だ し 、 設

定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

（質物の留置）

第 347条 質 権 者 は 、 前条 に規定 する 債権の 弁済を 受け るまで は、 質物を 留置す るこ とが

で き る 。 た だ し 、 こ の 権 利 は 、 自 己 に 対 し て 優 先 権 を 有 す る 債 権 者 に 対 抗 す る こ と

ができない。

（転質）

第 348条 質 権 者 は 、 その 権利の 存続 期間内 におい て、 自己の 責任 で、質 物につ いて 、転

質 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 転 質 を し た こ と に よ っ て 生 じ た 損 失 に

ついては、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

（契約による質物の処分の禁止）

第 349条 質 権 設 定 者 は、 設定行 為又 は債務 の弁済 期前 の契約 にお いて、 質権者 に弁 済と

し て 質 物 の 所 有 権 を 取 得 さ せ 、 そ の 他 法 律 に 定 め る 方 法 に よ ら な い で 質 物 を 処 分 さ
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せることを約することができない。

（留置権及び先取特権の規定の準用）

第 350条 第 296条 か ら第 300条 まで及び 第 304条 の 規定は、質権について準用する。

（物上保証人の求償権）

第 351条 他 人 の 債 務 を担 保する ため 質権を 設定し た者 は、そ の債 務を弁 済し、 又は 質権

の 実 行 に よ っ て 質 物 の 所 有 権 を 失 っ た と き は 、 保 証 債 務 に 関 す る 規 定 に 従 い 、 債 務

者に対して求償権を有する。

第 2節 動 産質

（動産質の対抗要件）

第 352条 動 産 質 権 者 は、 継続し て質 物を占 有しな けれ ば、そ の質 権をも って第 三者 に対

抗することができない。

（質物の占有の回復）

第 353条 動 産 質 権 者 は、 質物の 占有 を奪わ れたと きは 、占有 回収 の訴え によっ ての み、

その質物を回復することができる。

（動産質権の実行）

第 354条 動 産 質 権 者 は、 その債 権の 弁済を 受けな いと きは、 正当 な理由 がある 場合 に限

り 、 鑑 定 人 の 評 価 に 従 い 質 物 を も っ て 直 ち に 弁 済 に 充 て る こ と を 裁 判 所 に 請 求 す る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 動 産 質 権 者 は 、 あ ら か じ め 、 そ の 請 求 を す る 旨

を債務者に通知しなければならない。

（動産質権の順位）

第 355条 同 一 の 動 産 につ いて数 個の 質権が 設定さ れた ときは 、そ の質権 の順位 は、 設定

の前後による。

第 3節 不 動産質

（不動産質権者による使用及び収益）

第 356条 不 動 産 質 権 者は 、質権 の目 的であ る不動 産の 用法に 従い 、その 使用及 び収 益を

することができる。

（不動産質権者による管理の費用等の負担）

第 357条 不動産 質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

（不動産質権者による利息の請求の禁止）



- 50/161 -

powered by インターネット六法 .com

第 358条 不動産 質権者は、その債権の利息を請求することができない。

（設定行為に別段の定めがある場合等）

第 359条 前 3条 の 規 定 は 、 設 定 行 為 に 別 段 の 定 め が あ る と き 、 又 は 担 保 不 動 産 収 益 執 行

（民 事 執 行 法 （ 昭和 54年 法 律 第 4号 ） 第 180条 第 2号 に 規 定 す る 担 保不 動 産収 益執 行

をいう。以下同じ。）の開始があったときは、適用しない。

（不動産質権の存続期間）

第 360条 不 動 産 質 権の存続期間は、 10年 を 超 え る ことができない。設定行為でこれより

長い期間を定めたときであっても、その期間は、 10年 とする。

2 不 動 産 質 権 の 設 定 は 、 更 新 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 存 続 期 間 は 、 更 新 の

時から 10年 を超え ることができない。

（抵当権の規定の準用）

第 361条 不動産 質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、

次章（抵当権）の規定を準用する。

第 4節 権 利質

（権利質の目的等）

第 362条 質権は 、財産権をその目的とすることができる。

2 前 項 の 質 権 に つ い て は 、 こ の 節 に 定 め る も の の ほ か 、 そ の 性 質 に 反 し な い 限 り 、

前 3節 （総則、動産質及び不動産質）の規定を準用する。

（債権質の設定）

第 363条 債 権 で あ っ てこ れを譲 り渡 すには その証 書を 交付す るこ とを要 するも のを 質権

の 目 的 と す る と き は 、 質 権 の 設 定 は 、 そ の 証 書 を 交 付 す る こ と に よ っ て 、 そ の 効 力

を生ずる。

（指名債権を目的とする質権の対抗要件）

第 364条 指 名 債 権 を 質 権 の 目 的 と し た と き は 、 第 467条 の 規 定 に 従 い 、 第 三 債務 者 に 質

権 の 設 定 を 通 知 し 、 又 は 第 三 債 務 者 が こ れ を 承 諾 し な け れ ば 、 こ れ を も っ て 第 三 債

務者その他の第三者に対抗することができない。

（指図債権を目的とする質権の対抗要件）

第 365条 指 図 債 権 を 質権 の目的 とし たとき は、そ の証 書に質 権の 設定の 裏書を しな けれ

ば、これをもって第三者に対抗することができない。

（質権者による債権の取立て等）

第 366条 質権者 は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。
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2 債 権 の 目 的 物 が 金 銭 で あ る と き は 、 質 権 者 は 、 自 己 の 債 権 額 に 対 応 す る 部 分 に 限

り、これを取り立てることができる。

3 前 項 の 債 権 の 弁 済 期 が 質 権 者 の 債 権 の 弁 済 期 前 に 到 来 し た と き は 、 質 権 者 は 、 第

三 債 務 者 に そ の 弁 済 を す べ き 金 額 を 供 託 さ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

質権は、その供託金について存在する。

4 債 権 の 目 的 物 が 金 銭 で な い と き は 、 質 権 者 は 、 弁 済 と し て 受 け た 物 に つ い て 質 権

を有する。

第 367条 削除

第 368条 削除

第 10章 抵 当権

第 1節 総 則

（抵当権の内容）

第 369条 抵 当 権 者 は 、債 務者又 は第 三者が 占有を 移転 しない で債 務の担 保に供 した 不動

産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 地 上 権及 び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、

この章の規定を準用する。

（抵当権の効力の及ぶ範囲）

第 370条 抵 当 権 は 、 抵当 地の上 に存 する建 物を除 き、 その目 的で ある不 動産（ 以下 「抵

当 不 動 産 」 と い う 。） に 付 加 し て 一 体 と な っ て い る 物 に 及 ぶ 。 た だ し 、 設 定 行 為 に

別 段 の 定 め が あ る 場 合 及 び 第 424条 の 規 定 に よ り 債 権 者 が 債 務 者 の 行 為 を 取 り 消 す

ことができる場合は、この限りでない。

第 371条 抵 当 権 は 、 その 担保す る債 権につ いて不 履行 があっ たと きは、 その後 に生 じた

抵当不動産の果実に及ぶ。

（留置権等の規定の準用）

第 372条 第 296条 、 第 304条 及び第 351条 の規定は 、抵当権について準用する。

第 2節 抵 当権の効力

（抵当権の順位）

第 373条 同一の 不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、

登記の前後による。

（抵当権の順位の変更）
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第 374条 抵 当 権 の 順 位は 、各抵 当権 者の合 意によ って 変更す るこ とがで きる。 ただ し、

利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2 前 項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

（抵当権の被担保債権の範囲）

第 375条 抵 当 権 者 は 、利 息その 他の 定期金 を請求 する 権利を 有す るとき は、そ の満 期と

な っ た 最 後 の 2年 分 に つ い て の み 、 そ の 抵 当 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。 た だ し 、

そ れ 以 前 の 定 期 金 に つ い て も 、 満 期 後 に 特 別 の 登 記 を し た と き は 、 そ の 登 記 の 時 か

らその抵当権を行使することを妨げない。

2 前 項 の 規 定 は 、 抵 当 権 者 が 債 務 の 不 履 行 に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る 権

利 を 有 す る 場 合 に お け る そ の 最 後 の 2年 分 に つ い て も 適 用 す る 。 た だ し 、 利 息 そ の

他の定期金と通算して 2年 分を超えることができない。

（抵当権の処分）

第 376条 抵 当 権 者 は 、そ の抵当 権を 他の債 権の担 保と し、又 は同 一の債 務者に 対す る他

の 債 権 者 の 利 益 の た め に そ の 抵 当 権 若 し く は そ の 順 位 を 譲 渡 し 、 若 し く は 放 棄 す る

ことができる。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 抵 当 権 者 が 数 人 の た め に そ の 抵 当 権 の 処 分 を し た と き は 、

その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。

（抵当権の処分の対抗要件）

第 377条 前 条 の 場 合 に は 、 第 467条 の 規 定 に 従い 、 主 た る 債 務者 に 抵 当 権 の 処分 を 通 知

し 、 又 は 主 た る 債 務 者 が こ れ を 承 諾 し な け れ ば 、 こ れ を も っ て 主 た る 債 務 者 、 保 証

人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2 主 た る 債 務 者 が 前 項 の 規 定 に よ り 通 知 を 受 け 、 又 は 承 諾 を し た と き は 、 抵 当 権 の

処 分 の 利 益 を 受 け る 者 の 承 諾 を 得 な い で し た 弁 済 は 、 そ の 受 益 者 に 対 抗 す る こ と が

できない。

（代価弁済）

第 378条 抵 当 不 動 産 につ いて所 有権 又は地 上権を 買い 受けた 第三 者が、 抵当権 者の 請求

に 応 じ て そ の 抵 当 権 者 に そ の 代 価 を 弁 済 し た と き は 、 抵 当 権 は 、 そ の 第 三 者 の た め

に消滅する。

（抵当権消滅請求）

第 379条 抵 当 不 動 産 の 第 三 取 得 者 は 、 第 383条 の 定 め る と こ ろに よ り 、 抵 当 権消 滅 請 求

をすることができる。

第 380条 主 た る 債 務 者、 保証人 及び これら の者の 承継 人は、 抵当 権消滅 請求を する こと

ができない。
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第 381条 抵当不 動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、

抵当権消滅請求をすることができない。

（抵当権消滅請求の時期）

第 382条 抵 当 不 動 産 の第 三取得 者は 、抵当 権の実 行と しての 競売 による 差押え の効 力が

発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

（抵当権消滅請求の手続）

第 383条 抵 当 不 動 産 の第 三取得 者は 、抵当 権消滅 請求 をする とき は、登 記をし た各 債権

者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

一 取 得 の 原 因 及 び 年 月 日 、 譲 渡 人 及 び 取 得 者 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 抵 当 不 動 産 の

性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

二 抵 当 不 動 産 に 関 す る 登 記 事 項 証 明 書 （ 現 に 効 力 を 有 す る 登 記 事 項 の す べ て を 証

明したものに限る。）

三 債 権 者 が 2箇 月 以 内 に 抵 当 権 を 実 行 し て 競 売 の 申 立 て を し な い と き は 、 抵 当 不

動 産 の 第 三 取 得 者 が 第 1号 に 規 定 す る 代 価 又 は 特 に 指 定 し た 金 額 を 債 権 の 順 位 に

従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

（債権者のみなし承諾）

第 384条 次 に 掲 げ る 場合 には、 前条 各号に 掲げる 書面 の送付 を受 けた債 権者は 、抵 当不

動 産 の 第 三 取 得 者 が 同 条 第 3号 に 掲 げ る 書 面 に 記 載 し た と こ ろ に よ り 提 供 し た 同 号

の代価又は金額を承諾したものとみなす。

一 そ の 債 権 者 が 前 条 各 号 に 掲 げ る 書 面 の 送 付 を 受 け た 後 2箇 月 以 内 に 抵 当 権 を 実

行して競売の申立てをしないとき。

二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。

三 第 1号 の申 立てを却下する旨の決定が確定したとき。

四 第 1号 の 申 立 て に基 づく競売の手続 を取り消す旨の 決定（民事執行 法第 188条 に

お い て 準 用 す る 同 法 第 63条 第 3項 若 し く は 第 68条 の 3第 3項 の 規 定 又 は 同 法 第 183

条 第 1項 第 5号 の 謄 本 が 提 出 さ れ た 場 合 に お け る 同 条 第 2項 の 規 定 に よ る 決 定 を 除

く。）が確定したとき。

（競売の申立ての通知）

第 385条 第 383条 各 号 に 掲 げ る 書 面 の 送 付 を 受 け た 債 権 者 は 、 前 条 第 1号 の 申 立 て を す

る と き は 、 同 号 の 期 間 内 に 、 債 務 者 及 び 抵 当 不 動 産 の 譲 渡 人 に そ の 旨 を 通 知 し な け

ればならない。

（抵当権消滅請求の効果）

第 386条 登 記 を し た すべ ての債 権者 が抵当 不動産 の第 三取得 者の 提供し た代価 又は 金額

を 承 諾 し 、 か つ 、 抵 当 不 動 産 の 第 三 取 得 者 が そ の 承 諾 を 得 た 代 価 又 は 金 額 を 払 い 渡

し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
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（抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力）

第 387条 登 記 を し た 賃貸 借は、 その 登記前 に登記 をし た抵当 権を 有する すべて の者 が同

意 を し 、 か つ 、 そ の 同 意 の 登 記 が あ る と き は 、 そ の 同 意 を し た 抵 当 権 者 に 対 抗 す る

ことができる。

2 抵 当 権 者 が 前 項 の 同 意 を す る に は 、 そ の 抵 当 権 を 目 的 と す る 権 利 を 有 す る 者 そ の

他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

（法定地上権）

第 388条 土 地 及 び そ の上 に存す る建 物が同 一の所 有者 に属す る場 合にお いて、 その 土地

又 は 建 物 に つ き 抵 当 権 が 設 定 さ れ 、 そ の 実 行 に よ り 所 有 者 を 異 に す る に 至 っ た と き

は 、 そ の 建 物 に つ い て 、 地 上 権 が 設 定 さ れ た も の と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 地

代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

（抵当地の上の建物の競売）

第 389条 抵 当 権 の 設 定後 に抵当 地に 建物が 築造さ れた ときは 、抵 当権者 は、土 地と とも

に そ の 建 物 を 競 売 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 優 先 権 は 、 土 地 の 代 価 に つ い て

のみ行使することができる。

2 前 項 の 規 定 は 、 そ の 建 物 の 所 有 者 が 抵 当 地 を 占 有 す る に つ い て 抵 当 権 者 に 対 抗 す

ることができる権利を有する場合には、適用しない。

（抵当不動産の第三取得者による買受け）

第 390条 抵当不 動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

（抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求）

第 391条 抵 当 不 動 産 の第 三取得 者は 、抵当 不動産 につ いて必 要費 又は有 益費を 支出 した

と き は 、 第 196条 の 区 別 に 従 い 、 抵 当 不 動 産 の 代 価 か ら 、 他 の 債 権 者 よ り 先 に そ の

償還を受けることができる。

（共同抵当における代価の配当）

第 392条 債 権 者 が 同 一の 債権の 担保 として 数個の 不動 産につ き抵 当権を 有する 場合 にお

い て 、 同 時 に そ の 代 価 を 配 当 す べ き と き は 、 そ の 各 不 動 産 の 価 額 に 応 じ て 、 そ の 債

権の負担を按分する。

2 債 権 者 が 同 一 の 債 権 の 担 保 と し て 数 個 の 不 動 産 に つ き 抵 当 権 を 有 す る 場 合 に お い

て 、 あ る 不 動 産 の 代 価 の み を 配 当 す べ き と き は 、 抵 当 権 者 は 、 そ の 代 価 か ら 債 権 の

全 部 の 弁 済 を 受 け る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 順 位 の 抵 当 権 者 は 、 そ の

弁 済 を 受 け る 抵 当 権 者 が 前 項 の 規 定 に 従 い 他 の 不 動 産 の 代 価 か ら 弁 済 を 受 け る べ き

金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

（共同抵当における代位の付記登記）
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第 393条 前 条 第 2項 後 段 の 規 定 に よ り 代 位 に よ っ て 抵 当 権 を 行 使 す る 者 は 、 そ の 抵 当 権

の登記にその代位を付記することができる。

（抵当不動産以外の財産からの弁済）

第 394条 抵 当 権 者 は 、抵 当不動 産の 代価か ら弁済 を受 けない 債権 の部分 につい ての み、

他の財産から弁済を受けることができる。

2 前 項 の 規 定 は 、 抵 当 不 動 産 の 代 価 に 先 立 っ て 他 の 財 産 の 代 価 を 配 当 す べ き 場 合 に

は 、 適 用 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 他 の 各 債 権 者 は 、 抵 当 権 者 に 同 項 の 規 定 に よ

る 弁 済 を 受 け さ せ る た め 、 抵 当 権 者 に 配 当 す べ き 金 額 の 供 託 を 請 求 す る こ と が で き

る。

（抵当建物使用者の引渡しの猶予）

第 395条 抵 当 権 者 に 対抗 するこ とが できな い賃貸 借に より抵 当権 の目的 である 建物 の使

用 又 は 収 益 を す る 者 で あ っ て 次 に 掲 げ る も の （ 次 項 に お い て 「 抵 当 建 物 使 用 者 」 と

いう 。） は 、 そ の 建 物の 競 売 に お け る 買受 人 の 買 受 け の時 から 6箇 月 を 経 過す るま で

は、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。

一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者

二 強 制 管 理 又 は 担 保 不 動 産 収 益 執 行 の 管 理 人 が 競 売 手 続 の 開 始 後 に し た 賃 貸 借 に

より使用又は収益をする者

2 前 項 の 規 定 は 、 買 受 人 の 買 受 け の 時 よ り 後 に 同 項 の 建 物 の 使 用 を し た こ と の 対 価

に つ い て 、 買 受 人 が 抵 当 建 物 使 用 者 に 対 し 相 当 の 期 間 を 定 め て そ の 1箇 月 分 以 上 の

支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。

第 3節 抵 当権の消滅

（抵当権の消滅時効）

第 396条 抵 当 権 は 、 債務 者及び 抵当 権設定 者に対 して は、そ の担 保する 債権と 同時 でな

ければ、時効によって消滅しない。

（抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅）

第 397条 債 務 者 又 は 抵当 権設定 者で ない者 が抵当 不動 産につ いて 取得時 効に必 要な 要件

を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

（抵当権の目的である地上権等の放棄）

第 398条 地 上 権 又 は 永小 作権を 抵当 権の目 的とし た地 上権者 又は 永小作 人は、 その 権利

を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

第 4節 根 抵当

（根抵当権）
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第 398条 の 2 抵 当 権 は 、 設 定 行 為 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 一 定 の 範 囲 に 属 す る 不 特 定 の

債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。

2 前 項 の 規 定 に よ る 抵当 権 （ 以 下 「 根 抵当 権」 と いう 。）の 担保 す べき 不 特定 の債 権

の 範 囲 は 、 債 務 者 と の 特 定 の 継 続 的 取 引 契 約 に よ っ て 生 ず る も の そ の 他 債 務 者 と の

一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

3 特 定 の 原 因 に 基 づ い て 債 務 者 と の 間 に 継 続 し て 生 ず る 債 権 又 は 手 形 上 若 し く は 小

切 手 上 の 請 求 権 は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 根 抵 当 権 の 担 保 す べ き 債 権 と す る こ

とができる。

（根抵当権の被担保債権の範囲）

第 398条 の 3 根 抵 当 権 者 は 、 確 定 し た 元 本 並 び に 利 息 そ の 他 の 定 期 金 及 び 債 務 の 不 履 行

に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 の 全 部 に つ い て 、 極 度 額 を 限 度 と し て 、 そ の 根 抵 当 権 を

行使することができる。

2 債 務 者 と の 取 引 に よ ら な い で 取 得 す る 手 形 上 又 は 小 切 手 上 の 請 求 権 を 根 抵 当 権 の

担 保 す べ き 債 権 と し た 場 合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 事 由 が あ っ た と き は 、 そ の 前 に 取

得 し た も の に つ い て の み 、 そ の 根 抵 当 権 を 行 使 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 後

に 取 得 し た も の で あ っ て も 、 そ の 事 由 を 知 ら な い で 取 得 し た も の に つ い て は 、 こ れ

を行使することを妨げない。

一 債務者の支払の停止

二 債 務 者 に つ い て の 破 産 手 続 開 始 、 再 生 手 続 開 始 、 更 生 手 続 開 始 又 は 特 別 清 算 開

始の申立て

三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え

（根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更）

第 398条 の 4 元 本 の 確 定 前 に お い て は 、 根 抵 当 権 の 担 保 す べ き 債 権 の 範 囲 の 変 更 を す る

ことができる。債務者の変更についても、同様とする。

2 前 項 の 変 更 を す る に は 、 後 順 位 の 抵 当 権 者 そ の 他 の 第 三 者 の 承 諾 を 得 る こ と を 要

しない。

3 第 1項 の 変 更 に つ い て 元 本の 確 定 前 に 登 記を し な か っ たと きは 、 その 変 更を しな か

ったものとみなす。

（根抵当権の極度額の変更）

第 398条 の 5 根 抵 当 権 の 極 度 額 の 変 更 は 、 利 害 関 係 を 有 す る 者 の 承 諾 を 得 な け れ ば 、 す

ることができない。

（根抵当権の元本確定期日の定め）

第 398条 の 6 根 抵 当 権 の 担 保 す べ き 元 本 に つ い て は 、 そ の 確 定 す べ き 期 日 を 定 め 又 は 変

更することができる。

2 第 398条 の 4第 2項 の規 定は、前項の場合について準用する。

3 第 1項 の 期日は、これを定め又は変更した日から 5年 以 内でなければならない。
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4 第 1項 の 期 日 の 変 更 に つ いて そ の 変 更 前 の期 日 よ り 前 に登 記を し なか っ たと きは 、

担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

（根抵当権の被担保債権の譲渡等）

第 398条 の 7 元 本 の 確 定 前 に 根 抵 当 権 者 か ら 債 権 を 取 得 し た 者 は 、 そ の 債 権 に つ い て 根

抵 当 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 。 元 本 の 確 定 前 に 債 務 者 の た め に 又 は 債 務 者 に 代

わって弁済をした者も、同様とする。

2 元 本 の 確 定 前 に 債 務 の 引 受 け が あ っ た と き は 、 根 抵 当 権 者 は 、 引 受 人 の 債 務 に つ

いて、その根抵当権を行使することができない。

3 元 本 の 確 定 前 に 債 権 者 又 は 債 務 者 の 交 替 に よ る 更 改 が あ っ た と き は 、 そ の 当 事 者

は、第 518条 の 規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。

（根抵当権者又は債務者の相続）

第 398条 の 8 元 本 の 確 定 前 に 根 抵 当 権 者 に つ い て 相 続 が 開 始 し た と き は 、 根 抵 当 権 は 、

相 続 開 始 の 時 に 存 す る 債 権 の ほ か 、 相 続 人 と 根 抵 当 権 設 定 者 と の 合 意 に よ り 定 め た

相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。

2 元 本 の 確 定 前 に そ の 債 務 者 に つ い て 相 続 が 開 始 し た と き は 、 根 抵 当 権 は 、 相 続 開

始 の 時 に 存 す る 債 務 の ほ か 、 根 抵 当 権 者 と 根 抵 当 権 設 定 者 と の 合 意 に よ り 定 め た 相

続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。

3 第 398条 の 4第 2項 の規 定は、前 2項 の 合意をする場合について準用する。

4 第 1項 及 び 第 2項 の 合 意 について相続 の開始後 6箇 月 以 内 に 登記をしないと きは、担

保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。

（根抵当権者又は債務者の合併）

第 398条 の 9 元 本 の 確 定 前 に 根 抵 当 権 者 に つ い て 合 併 が あ っ た と き は 、 根 抵 当 権 は 、 合

併 の 時 に 存 す る 債 権 の ほ か 、 合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は 合 併 に よ っ て 設 立 さ れ た 法 人

が合併後に取得する債権を担保する。

2 元 本 の 確 定 前 に そ の 債 務 者 に つ い て 合 併 が あ っ た と き は 、 根 抵 当 権 は 、 合併 の 時 に

存 す る 債 務 の ほ か 、 合 併 後 存 続 す る 法 人 又 は 合 併 に よ っ て 設 立 さ れ た 法 人 が 合 併 後

に負担する債務を担保する。

3 前 2項 の 場 合 に は 、 根 抵 当 権 設 定 者 は 、 担 保 す べ き 元 本 の 確 定 を 請 求 す る こ と が で

き る 。 た だ し 、 前 項 の 場 合 に お い て 、 そ の 債 務 者 が 根 抵 当 権 設 定 者 で あ る と き は 、

この限りでない。

4 前 項 の 規 定 に よ る 請 求 が あ っ た と き は 、 担 保 す べ き 元 本 は 、 合 併 の 時 に 確定 し た も

のとみなす。

5 第 3項 の 規 定 に よ る請 求 は、根 抵当権 設定 者が合 併の あった こと を知っ た日か ら 2週

間を 経 過したときは、することができない。合併の日から 1箇 月を 経過したときも、

同様とする。

（根抵当権者又は債務者の会社分割）
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第 398条 の 10 元 本 の 確 定 前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、

根 抵 当 権 は 、 分 割 の 時 に 存 す る 債 権 の ほ か 、 分 割 を し た 会 社 及 び 分 割 に よ り 設 立 さ

れ た 会 社 又 は 当 該 分 割 を し た 会 社 が そ の 事 業 に 関 し て 有 す る 権 利 義 務 の 全 部 又 は 一

部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

2 元 本 の 確 定 前 に そ の 債 務 者 を 分 割 を す る 会 社 と す る 分 割 が あ っ た と き は 、 根 抵 当

権 は 、 分 割 の 時 に 存 す る 債 務 の ほ か 、 分 割 を し た 会 社 及 び 分 割 に よ り 設 立 さ れ た 会

社 又 は 当 該 分 割 を し た 会 社 が そ の 事 業 に 関 し て 有 す る 権 利 義 務 の 全 部 又 は 一 部 を 当

該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

3 前 条第 3項 から第 5項 までの規定は、前 2項 の場合 について準用する。

（根抵当権の処分）

第 398条 の 11 元 本 の 確 定 前 に お い て は 、 根 抵 当 権 者 は 、 第 376条 第 1項 の 規 定 に よ る 根

抵 当 権 の 処 分 を す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 そ の 根 抵 当 権 を 他 の 債 権 の 担 保 と す

ることを妨げない。

2 第 377条 第 2項 の 規 定 は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済につ

いては、適用しない。

（根抵当権の譲渡）

第 398条 の 12 元 本 の 確 定 前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、

その根抵当権を譲り渡すことができる。

2 根 抵 当 権 者 は 、 そ の根 抵 当 権 を 2個 の 根 抵 当 権 に 分 割 して 、そ の 一方 を 前項 の規 定

に よ り 譲 り 渡 す こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 根 抵 当 権 を 目 的 と す る 権 利

は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

3 前 項 の 規 定 に よ る 譲 渡 を す る に は 、 そ の 根 抵 当 権 を 目 的 と す る 権 利 を 有 す る 者 の

承諾を得なければならない。

（根抵当権の一部譲渡）

第 398条 の 13 元 本 の 確 定 前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、

そ の 根 抵 当 権 の 一 部 譲 渡 （ 譲 渡 人 が 譲 受 人 と 根 抵 当 権 を 共 有 す る た め 、 こ れ を 分 割

しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。）をすることができる。

（根抵当権の共有）

第 398条 の 14 根 抵 当 権 の 共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。

た だ し 、 元 本 の 確 定 前 に 、 こ れ と 異 な る 割 合 を 定 め 、 又 は あ る 者 が 他 の 者 に 先 立 っ

て弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

2 根 抵 当 権 の 共 有 者 は、 他 の 共 有 者 の 同意 を 得 て 、 第 398条 の 12第 1項 の 規 定 に よ り

その権利を譲り渡すことができる。

（抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡）

第 398条 の 15 抵 当 権 の 順 位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡
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又 は 一 部 譲 渡 を し た と き は 、 譲 受 人 は 、 そ の 順 位 の 譲 渡 又 は 放 棄 の 利 益 を 受 け る 。

（共同根抵当）

第 398条 の 16 第 392条 及 び 第 393条 の 規 定 は 、根 抵 当 権 に つ いて は 、 そ の 設 定と 同 時 に

同 一 の 債 権 の 担 保 と し て 数 個 の 不 動 産 に つ き 根 抵 当 権 が 設 定 さ れ た 旨 の 登 記 を し た

場合に限り、適用する。

（共同根抵当の変更等）

第 398条 の 17 前 条 の 登 記 がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しく

は 極 度 額 の 変 更 又 は そ の 譲 渡 若 し く は 一 部 譲 渡 は 、 そ の 根 抵 当 権 が 設 定 さ れ て い る

すべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

2 前 条 の 登 記 が さ れ てい る 根 抵 当 権 の 担保 す べ き 元 本 は、 1個 の 不 動 産 に つい ての み

確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

（累積根抵当）

第 398条 の 18 数 個 の 不 動 産につき根抵当権を有する者は、第 398条 の 16の 場 合 を 除 き、

各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

（根抵当権の元本の確定請求）

第 398条 の 19 根 抵 当 権 設 定 者 は 、 根 抵 当 権 の 設 定 の時 か ら 3年 を 経 過 し た と きは 、 担 保

すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、

その請求の時から 2週 間 を経過することによって確定する。

2 根 抵 当 権 者 は 、 い つ で も 、 担 保 す べ き 元 本 の 確 定 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の

場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。

3 前 2項 の 規 定 は 、 担 保 す べき 元 本 の 確 定 すべ き 期 日 の 定め があ る とき は 、適 用し な

い。

（根抵当権の元本の確定事由）

第 398条 の 20 次 に掲げる 場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

一 根 抵 当 権 者 が 抵 当 不 動 産 に つ い て 競 売 若 し く は 担 保 不 動 産 収 益 執 行 又 は 第 372

条 に お い て 準 用 す る 第 304条 の 規 定 に よ る 差 押 え を 申 し 立 て た と き 。 た だ し 、 競

売 手 続 若 し く は 担 保 不 動 産 収 益 執 行 手 続 の 開 始 又 は 差 押 え が あ っ た と き に 限 る 。

二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。

三 根 抵 当 権 者 が 抵 当 不 動 産 に 対 す る 競 売 手 続 の 開 始 又 は 滞 納 処 分 に よ る 差 押 え が

あったことを知った時から 2週 間 を経過したとき。

四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2 前 項 第 3号 の 競 売 手 続 の 開 始 若 し く は 差 押 え 又 は 同 項 第 4号 の 破 産 手 続 開 始 の 決 定

の 効 力 が 消 滅 し た と き は 、 担 保 す べ き 元 本 は 、 確 定 し な か っ た も の と み な す 。 た だ

し 、 元 本 が 確 定 し た も の と し て そ の 根 抵 当 権 又 は こ れ を 目 的 と す る 権 利 を 取 得 し た

者があるときは、この限りでない。
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（根抵当権の極度額の減額請求）

第 398条 の 21 元 本 の 確 定 後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、

現 に 存 す る 債 務 の 額 と 以 後 2年 間 に 生 ず べ き 利 息 そ の 他 の 定 期 金 及 び 債 務 の 不 履 行

による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

2 第 398条 の 16の 登 記 が さ れ て い る 根 抵 当 権 の 極 度 額 の 減 額 に つ い て は 、 前 項 の 規

定による請求は、そのうちの 1個 の 不動産についてすれば足りる。

（根抵当権の消滅請求）

第 398条 の 22 元 本 の 確 定 後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えると

き は 、 他 人 の 債 務 を 担 保 す る た め そ の 根 抵 当 権 を 設 定 し た 者 又 は 抵 当 不 動 産 に つ い

て 所 有 権 、 地 上 権 、 永 小 作 権 若 し く は 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き る 賃 借 権 を 取 得

し た 第 三 者 は 、 そ の 極 度 額 に 相 当 す る 金 額 を 払 い 渡 し 又 は 供 託 し て 、 そ の 根 抵 当 権

の 消 滅 請 求 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 払 渡 し 又 は 供 託 は 、 弁 済

の効力を有する。

2 第 398条 の 16の 登 記 が さ れ てい る 根 抵 当 権 は、 1個 の 不 動 産に つ いて 前 項の 消滅 請

求があったときは、消滅する。

3 第 380条 及 び第 381条 の規定 は、第 1項 の 消滅請求について準用する。

第 3編 債 権

第 1章 総 則

第 1節 債 権の目的

（債権の目的）

第 399条 債 権 は 、 金 銭に 見積も るこ とがで きない もの であっ ても 、その 目的と する こと

ができる。

（特定物の引渡しの場合の注意義務）

第 400条 債権の 目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、

善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

（種類債権）

第 401条 債 権 の 目 的 物を 種類の みで 指定し た場合 にお いて、 法律 行為の 性質又 は当 事者

の 意 思 に よ っ て そ の 品 質 を 定 め る こ と が で き な い と き は 、 債 務 者 は 、 中 等 の 品 質 を

有する物を給付しなければならない。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 債 務 者 が 物 の 給 付 を す る の に 必 要 な 行 為 を 完 了 し 、 又 は 債

権 者 の 同 意 を 得 て そ の 給 付 す べ き 物 を 指 定 し た と き は 、 以 後 そ の 物 を 債 権 の 目 的 物

とする。

（金銭債権）
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第 402条 債 権 の 目 的 物が 金銭で ある ときは 、債務 者は 、その 選択 に従い 、各種 の通 貨で

弁 済 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 特 定 の 種 類 の 通 貨 の 給 付 を 債 権 の 目 的 と し た と

きは、この限りでない。

2 債 権 の 目 的 物 で あ る 特 定 の 種 類 の 通 貨 が 弁 済 期 に 強 制 通 用 の 効 力 を 失 っ て い る と

きは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。

3 前 2項 の 規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。

第 403条 外 国 の 通 貨 で債 権額を 指定 したと きは、 債務 者は、 履行 地にお ける為 替相 場に

より、日本の通貨で弁済をすることができる。

（法定利率）

第 404条 利 息 を 生 ず べ き 債 権 に つ い て 別 段 の 意 思 表 示 が な い と き は 、 そ の 利 率 は 、 年 5

分 とする。

（利息の元本への組入れ）

第 405条 利 息 の 支 払 が 1年 分 以 上 延 滞 し た 場 合 に お い て 、 債 権 者 が 催 告 を し て も 、 債 務

者 が そ の 利 息 を 支 払 わ な い と き は 、 債 権 者 は 、 こ れ を 元 本 に 組 み 入 れ る こ と が で き

る。

（選択債権における選択権の帰属）

第 406条 債 権 の 目 的 が数 個の給 付の 中から 選択に よっ て定ま ると きは、 その選 択権 は、

債務者に属する。

（選択権の行使）

第 407条 前条の 選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

2 前 項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

（選択権の移転）

第 408条 債 権 が 弁 済 期に ある場 合に おいて 、相手 方か ら相当 の期 間を定 めて催 告を して

も 、 選 択 権 を 有 す る 当 事 者 が そ の 期 間 内 に 選 択 を し な い と き は 、 そ の 選 択 権 は 、 相

手方に移転する。

（第三者の選択権）

第 409条 第 三 者 が 選 択を すべき 場合 には、 その選 択は 、債権 者又 は債務 者に対 する 意思

表示によってする。

2 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 第 三 者 が 選 択 を す る こ と が で き ず 、 又 は 選 択 を す

る意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

（不能による選択債権の特定）

第 410条 債 権 の 目 的 であ る給付 の中 に、初 めから 不能 である もの 又は後 に至っ て不 能と
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なったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

2 選 択 権 を 有 し な い 当 事 者 の 過 失 に よ っ て 給 付 が 不 能 と な っ た と き は 、 前 項 の 規 定

は、適用しない。

（選択の効力）

第 411条 選 択 は 、 債 権の 発生の 時に さかの ぼって その 効力を 生ず る。た だし、 第三 者の

権利を害することはできない。

第 2節 債 権の効力

第 1款 債 務不履行の責任等

（履行期と履行遅滞）

第 412条 債 務 の 履 行 につ いて確 定期 限があ るとき は、 債務者 は、 その期 限の到 来し た時

から遅滞の責任を負う。

2 債 務 の 履 行 に つ い て 不 確 定 期 限 が あ る と き は 、 債 務 者 は 、 そ の 期 限 の 到 来 し た こ

とを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債 務 の 履 行 に つ い て 期 限 を 定 め な か っ た と き は 、 債 務 者 は 、 履 行 の 請 求 を 受 け た

時から遅滞の責任を負う。

（受領遅滞）

第 413条 債 権 者 が 債 務の 履行を 受け ること を拒み 、又 は受け るこ とがで きない とき は、

その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

（履行の強制）

第 414条 債 務 者 が 任 意に 債務の 履行 をしな いとき は、 債権者 は、 その強 制履行 を裁 判所

に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 債 務 の 性 質 が こ れ を 許 さ な い と き は 、 こ の 限 り

でない。

2 債 務 の 性 質 が 強 制 履 行 を 許 さ な い 場 合 に お い て 、 そ の 債 務 が 作 為 を 目 的 と す る と

き は 、 債 権 者 は 、 債 務 者 の 費 用 で 第 三 者 に こ れ を さ せ る こ と を 裁 判 所 に 請 求 す る こ

と が で き る 。 た だ し 、 法 律 行 為 を 目 的 と す る 債 務 に つ い て は 、 裁 判 を も っ て 債 務 者

の意思表示に代えることができる。

3 不 作 為 を 目 的 と す る 債 務 に つ い て は 、 債 務 者 の 費 用 で 、 債 務 者 が し た 行 為 の 結 果

を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。

4 前 3項 の 規定は、損害賠償の請求を妨げない。

（債務不履行による損害賠償）

第 415条 債 務 者 が そ の債 務の本 旨に 従った 履行を しな いとき は、 債権者 は、こ れに よっ

て 生 じ た 損 害 の 賠 償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 債 務 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ

て履行をすることができなくなったときも、同様とする。

（損害賠償の範囲）
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第 416条 債 務 の 不 履 行に 対する 損害 賠償の 請求は 、こ れによ って 通常生 ずべき 損害 の賠

償をさせることをその目的とする。

2 特 別 の 事 情 に よ っ て 生 じ た 損 害 で あ っ て も 、 当 事 者 が そ の 事 情 を 予 見 し 、 又 は 予

見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

（損害賠償の方法）

第 417条 損害賠 償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

（過失相殺）

第 418条 債 務 の 不 履 行に 関して 債権 者に過 失があ った ときは 、裁 判所は 、これ を考 慮し

て、損害賠償の責任及びその額を定める。

（金銭債務の特則）

第 419条 金 銭 の 給 付 を目 的とす る債 務の不 履行に つい ては、 その 損害賠 償の額 は、 法定

利 率 に よ っ て 定 め る 。 た だ し 、 約 定 利 率 が 法 定 利 率 を 超 え る と き は 、 約 定 利 率 に よ

る。

2 前 項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。

3 第 1項 の 損 害 賠 償 に つ い ては 、 債 務 者 は 、不 可 抗 力 を もっ て抗 弁 とす る こと がで き

ない。

（賠償額の予定）

第 420条 当 事 者 は 、 債務 の不履 行に ついて 損害賠 償の 額を予 定す ること ができ る。 この

場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

2 賠 償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

3 違 約金は、賠償額の予定と推定する。

第 421条 前 条 の 規 定 は、 当事者 が金 銭でな いもの を損 害の賠 償に 充てる べき旨 を予 定し

た場合について準用する。

（損害賠償による代位）

第 422条 債 権 者 が 、 損害 賠償と して 、その 債権の 目的 である 物又 は権利 の価額 の全 部の

支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

第 2款 債 権者代位権及び詐害行為取消権

（債権者代位権）

第 423条 債 権 者 は 、 自己 の債権 を保 全する ため、 債務 者に属 する 権利を 行使す るこ とが

できる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

2 債 権 者 は 、 そ の 債 権 の 期 限 が 到 来 し な い 間 は 、 裁 判 上 の 代 位 に よ ら な け れ ば 、 前

項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。



- 64/161 -

powered by インターネット六法 .com

（詐害行為取消権）

第 424条 債 権 者 は 、 債務 者が債 権者 を害す ること を知 ってし た法 律行為 の取消 しを 裁判

所 に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 行 為 に よ っ て 利 益 を 受 け た 者 又 は 転 得 者

が そ の 行 為 又 は 転 得 の 時 に お い て 債 権 者 を 害 す べ き 事 実 を 知 ら な か っ た と き は 、 こ

の限りでない。

2 前 項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

（詐害行為の取消しの効果）

第 425条 前条の 規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

（詐害行為取消権の期間の制限）

第 426条 第 424条 の 規 定 に よ る 取 消 権 は 、 債 権 者 が 取 消 し の 原 因 を 知 っ た 時 か ら 2年 間

行 使 し な い と き は、 時 効 に よ っ て消 滅 す る 。 行 為の 時 か ら 20年 を 経 過 し たと きも 、

同様とする。

第 3節 多 数当事者の債権及び債務

第 1款 総 則

（分割債権及び分割債務）

第 427条 数 人 の 債 権 者又 は債務 者が ある場 合にお いて 、別段 の意 思表示 がない とき は、

各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

第 2款 不 可分債権及び不可分債務

（不可分債権）

第 428条 債 権 の 目 的 がそ の性質 上又 は当事 者の意 思表 示によ って 不可分 である 場合 にお

い て 、 数 人 の 債 権 者 が あ る と き は 、 各 債 権 者 は す べ て の 債 権 者 の た め に 履 行 を 請 求

し 、 債 務 者 は す べ て の 債 権 者 の た め に 各 債 権 者 に 対 し て 履 行 を す る こ と が で き る 。

（不可分債権者の 1人 について生じた事由等の効力）

第 429条 不 可 分 債 権 者 の 1人 と 債 務 者 と の 間 に 更 改 又 は 免 除 が あ っ た 場 合 に お い て も 、

他 の 不 可 分 債 権 者 は 、 債 務 の 全 部 の 履 行 を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い

て は 、 そ の 1人 の 不 可 分 債 権 者 が そ の 権 利 を 失 わ な け れ ば 分 与 さ れ る 利 益 を 債 務 者

に償還しなければならない。

2 前 項 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 不 可 分 債 権 者 の 1人 の 行 為 又 は 1人 に つ い て 生 じ た 事

由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

（不可分債務）

第 430条 前 条 の 規 定 及 び 次 款 （ 連 帯 債 務 ） の 規 定 （ 第 434条 か ら 第 440条 ま で の 規 定 を
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除く。）は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。

（可分債権又は可分債務への変更）

第 431条 不 可 分 債 権 が可 分債権 とな ったと きは、 各債 権者は 自己 が権利 を有す る部 分に

つ い て の み 履 行 を 請 求 す る こ と が で き 、 不 可 分 債 務 が 可 分 債 務 と な っ た と き は 、 各

債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。

第 3款 連 帯債務

（履行の請求）

第 432条 数 人 が 連 帯 債 務 を 負 担 す る と き は 、 債 権 者 は 、 そ の 連 帯 債 務 者 の 1人 に 対 し 、

又 は 同 時 に 若 し く は 順 次 に す べ て の 連 帯 債 務 者 に 対 し 、 全 部 又 は 一 部 の 履 行 を 請 求

することができる。

（連帯債務者の 1人 に ついての法律行為の無効等）

第 433条 連 帯 債 務 者 の 1人 に つ い て 法 律 行 為 の 無 効 又 は 取 消 し の 原 因 が あ っ て も 、 他 の

連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

（連帯債務者の 1人 に 対する履行の請求）

第 434条 連 帯 債 務 者 の 1人 に 対 す る 履 行 の 請 求 は 、 他 の 連 帯 債 務 者 に 対 し て も 、 そ の 効

力を生ずる。

（連帯債務者の 1人 と の間の更改）

第 435条 連 帯 債 務 者 の 1人 と 債 権 者 と の 間 に 更 改 が あ っ た と き は 、 債 権 は 、 す べ て の 連

帯債務者の利益のために消滅する。

（連帯債務者の 1人 に よる相殺等）

第 436条 連 帯 債 務 者 の 1人 が 債 権 者 に 対 し て 債 権 を 有 す る 場 合 に お い て 、 そ の 連 帯 債 務

者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

2 前 項 の 債 権 を 有 す る 連 帯 債 務 者 が 相 殺 を 援 用 し な い 間 は 、 そ の 連 帯 債 務 者 の 負 担

部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

（連帯債務者の 1人 に 対する免除）

第 437条 連 帯 債 務 者 の 1人 に 対 し て し た 債 務 の 免 除 は 、 そ の 連 帯 債 務 者 の 負 担 部 分 に つ

いてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

（連帯債務者の 1人 と の間の混同）

第 438条 連 帯 債 務 者 の 1人 と 債 権 者 と の 間 に 混 同 が あ っ た と き は 、 そ の 連 帯 債 務 者 は 、

弁済をしたものとみなす。
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（連帯債務者の 1人 に ついての時効の完成）

第 439条 連 帯 債 務 者 の 1人 の た め に 時 効 が 完 成 し た と き は 、 そ の 連 帯 債 務 者 の 負 担 部 分

については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

（相対的効力の原則）

第 440条 第 434条 か ら 前 条 ま で に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 連 帯 債 務 者 の 1人 に つ い て 生 じ

た事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

（連帯債務者についての破産手続の開始）

第 441条 連 帯 債 務 者 の全 員又は その うちの 数人が 破産 手続開 始の 決定を 受けた とき は、

債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

（連帯債務者間の求償権）

第 442条 連 帯 債 務 者 の 1人 が 弁 済 を し 、 そ の 他 自 己 の 財 産 を も っ て 共 同 の 免 責 を 得 た と

き は 、 そ の 連 帯 債 務 者 は 、 他 の 連 帯 債 務 者 に 対 し 、 各 自 の 負 担 部 分 に つ い て 求 償 権

を有する。

2 前 項 の 規 定 に よ る 求 償 は 、 弁 済 そ の 他 免 責 が あ っ た 日 以 後 の 法 定 利 息 及 び 避 け る

ことができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

（通知を怠った連帯債務者の求償の制限）

第 443条 連 帯 債 務 者 の 1人 が 債 権 者 か ら 履 行 の 請 求 を 受 け た こ と を 他 の 連 帯 債 務 者 に 通

知 し な い で 弁 済 を し 、 そ の 他 自 己 の 財 産 を も っ て 共 同 の 免 責 を 得 た 場 合 に お い て 、

他 の 連 帯 債 務 者 は 、 債 権 者 に 対 抗 す る こ と が で き る 事 由 を 有 し て い た と き は 、 そ の

負 担 部 分 に つ い て 、 そ の 事 由 を も っ て そ の 免 責 を 得 た 連 帯 債 務 者 に 対 抗 す る こ と が

で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 相 殺 を も っ て そ の 免 責 を 得 た 連 帯 債 務 者 に 対 抗 し た と

き は 、 過 失 の あ る 連 帯 債 務 者 は 、 債 権 者 に 対 し 、 相 殺 に よ っ て 消 滅 す べ き で あ っ た

債務の履行を請求することができる。

2 連 帯 債 務 者 の 1人 が 弁 済 をし 、 そ の 他 自 己の 財 産 を も って 共同 の 免責 を 得た こと を

他 の 連 帯 債 務 者 に 通 知 す る こ と を 怠 っ た た め 、 他 の 連 帯 債 務 者 が 善 意 で 弁 済 を し 、

そ の 他 有 償 の 行 為 を も っ て 免 責 を 得 た と き は 、 そ の 免 責 を 得 た 連 帯 債 務 者 は 、 自 己

の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。

（償還をする資力のない者の負担部分の分担）

第 444条 連 帯 債 務 者 の中 に償還 をす る資力 のない 者が あると きは 、その 償還を する こと

が で き な い 部 分 は 、 求 償 者 及 び 他 の 資 力 の あ る 者 の 間 で 、 各 自 の 負 担 部 分 に 応 じ て

分 割 し て 負 担 す る 。 た だ し 、 求 償 者 に 過 失 が あ る と き は 、 他 の 連 帯 債 務 者 に 対 し て

分担を請求することができない。

（連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担）

第 445条 連 帯 債 務 者 の 1人 が 連 帯 の 免 除 を 得 た 場 合 に お い て 、 他 の 連 帯 債 務 者 の 中 に 弁
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済 を す る 資 力 の な い 者 が あ る と き は 、 債 権 者 は 、 そ の 資 力 の な い 者 が 弁 済 を す る こ

とができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。

第 4款 保 証債務

第 1目 総 則

（保証人の責任等）

第 446条 保 証 人 は 、 主た る債務 者が その債 務を履 行し ないと きに 、その 履行を する 責任

を負う。

2 保 証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3 保 証 契 約 が そ の 内 容 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の

知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機

に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。） に よ っ て さ れ た と き は 、 そ の 保 証 契

約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

（保証債務の範囲）

第 447条 保 証 債 務 は 、主 たる債 務に 関する 利息、 違約 金、損 害賠 償その 他その 債務 に従

たるすべてのものを包含する。

2 保 証 人 は 、 そ の 保 証 債 務 に つ い て の み 、 違 約 金 又 は 損 害 賠 償 の 額 を 約 定 す る こ と

ができる。

（保証人の負担が主たる債務より重い場合）

第 448条 保 証 人 の 負 担が 債務の 目的 又は態 様にお いて 主たる 債務 より重 いとき は、 これ

を主たる債務の限度に減縮する。

（取り消すことができる債務の保証）

第 449条 行 為 能 力 の 制限 によっ て取 り消す ことが でき る債務 を保 証した 者は、 保証 契約

の 時 に お い て そ の 取 消 し の 原 因 を 知 っ て い た と き は 、 主 た る 債 務 の 不 履 行 の 場 合 又

は そ の 債 務 の 取 消 し の 場 合 に お い て こ れ と 同 一 の 目 的 を 有 す る 独 立 の 債 務 を 負 担 し

たものと推定する。

（保証人の要件）

第 450条 債 務 者 が 保 証人 を立て る義 務を負 う場合 には 、その 保証 人は、 次に掲 げる 要件

を具備する者でなければならない。

一 行為能力者であること。

二 弁済をする資力を有すること。

2 保 証 人 が 前 項 第 2号 に 掲 げ る 要 件 を 欠 く に至 っ た と き は、 債権 者 は、 同 項各 号に 掲

げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

3 前 2項 の 規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
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（他の担保の供与）

第 451条 債 務 者 は 、 前 条 第 1項 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 具 備 す る 保 証 人 を 立 て る こ と が で き

ないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

（催告の抗弁）

第 452条 債 権 者 が 保 証人 に債務 の履 行を請 求した とき は、保 証人 は、ま ず主た る債 務者

に 催 告 を す べ き 旨 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 主 た る 債 務 者 が 破 産 手 続 開 始

の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

（検索の抗弁）

第 453条 債 権 者 が 前 条の 規定に 従い 主たる 債務者 に催 告をし た後 であっ ても、 保証 人が

主 た る 債 務 者 に 弁 済 を す る 資 力 が あ り 、 か つ 、 執 行 が 容 易 で あ る こ と を 証 明 し た と

きは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

（連帯保証の場合の特則）

第 454条 保 証 人 は 、 主 た る 債 務 者 と 連 帯 し て 債 務 を 負 担 し た と き は 、 前 2条 の 権 利 を 有

しない。

（催告の抗弁及び検索の抗弁の効果）

第 455条 第 452条 又 は 第 453条 の 規 定 に よ り 保 証 人 の 請 求 又 は 証 明 が あ っ た に も か か わ

ら ず 、 債 権 者 が 催 告 又 は 執 行 を す る こ と を 怠 っ た た め に 主 た る 債 務 者 か ら 全 部 の 弁

済 を 得 ら れ な か っ た と き は 、 保 証 人 は 、 債 権 者 が 直 ち に 催 告 又 は 執 行 を す れ ば 弁 済

を得ることができた限度において、その義務を免れる。

（数人の保証人がある場合）

第 456条 数 人 の 保 証 人が ある場 合に は、そ れらの 保証 人が各 別の 行為に より債 務を 負担

したときであっても、第 427条 の 規定を適用する。

（主たる債務者について生じた事由の効力）

第 457条 主 た る 債 務 者に 対する 履行 の請求 その他 の事 由によ る時 効の中 断は、 保証 人に

対しても、その効力を生ずる。

2 保 証 人 は 、 主 た る 債 務 者 の 債 権 に よ る 相 殺 を も っ て 債 権 者 に 対 抗 す る こ と が で き

る。

（連帯保証人について生じた事由の効力）

第 458条 第 434条 か ら 第 440条 ま で の 規 定 は 、 主 た る 債 務 者 が 保 証 人 と 連 帯 し て 債 務 を

負担する場合について準用する。

（委託を受けた保証人の求償権）

第 459条 保 証 人 が 主 たる 債務者 の委 託を受 けて保 証を した場 合に おいて 、過失 なく 債権
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者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、

その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、

主たる債務者に対して求償権を有する。

2 第 442条 第 2項 の規 定は、前項の場合について準用する。

（委託を受けた保証人の事前の求償権）

第 460条 保 証 人 は 、 主た る債務 者の 委託を 受けて 保証 をした 場合 におい て、次 に掲 げる

ときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

一 主 た る 債 務 者 が 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け 、 か つ 、 債 権 者 が そ の 破 産 財 団 の 配

当に加入しないとき。

二 債 務 が 弁 済 期 に あ る と き 。 た だ し 、 保 証 契 約 の 後 に 債 権 者 が 主 た る 債 務 者 に 許

与した期限は、保証人に対抗することができない。

三 債 務 の 弁 済 期 が 不 確 定 で 、 か つ 、 そ の 最 長 期 を も 確 定 す る こ と が で き な い 場 合

において、保証契約の後 10年 を経過し たとき。

（主たる債務者が保証人に対して償還をする場合）

第 461条 前 2条 の 規 定 に よ り 主 た る 債 務 者 が 保 証 人 に 対 し て 償 還 を す る 場 合 に お い て 、

債 権 者 が 全 部 の 弁 済 を 受 け な い 間 は 、 主 た る 債 務 者 は 、 保 証 人 に 担 保 を 供 さ せ 、 又

は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2 前 項 に 規 定 す る 場 合 に お い て 、 主 た る 債 務 者 は 、 供 託 を し 、 担 保 を 供 し 、 又 は 保

証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

（委託を受けない保証人の求償権）

第 462条 主 た る 債 務 者の 委託を 受け ないで 保証を した 者が弁 済を し、そ の他自 己の 財産

を も っ て 主 た る 債 務 者 に そ の 債 務 を 免 れ さ せ た と き は 、 主 た る 債 務 者 は 、 そ の 当 時

利益を受けた限度において償還をしなければならない。

2 主 た る 債 務 者 の 意 思 に 反 し て 保 証 を し た 者 は 、 主 た る 債 務 者 が 現 に 利 益 を 受 け て

い る 限 度 に お い て の み 求 償 権 を 有 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 主 た る 債 務 者 が 求 償 の

日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、

その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

（通知を怠った保証人の求償の制限）

第 463条 第 443条 の 規定は、保証人について準用する。

2 保 証 人が 主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、

そ の 他 自 己 の 財 産 を も っ て 債 務 を 消 滅 さ せ る べ き 行 為 を し た と き は 、 第 443条 の 規

定は、主たる債務者についても準用する。

（連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権）

第 464条 連 帯 債 務 者 又 は 不 可 分 債 務 者 の 1人 の た め に 保 証 を し た 者 は 、 他 の 債 務 者 に 対

し、その負担部分のみについて求償権を有する。
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（共同保証人間の求償権）

第 465条 第 442条 か ら 第 444条 ま で の 規 定 は 、 数 人 の 保 証 人 が あ る 場 合 に お い て 、 そ の

う ち の 1人 の 保 証 人 が 、 主 た る 債 務 が 不 可 分 で あ る た め 又 は 各 保 証 人 が 全 額 を 弁 済

す べ き 旨 の 特 約 が あ る た め 、 そ の 全 額 又 は 自 己 の 負 担 部 分 を 超 え る 額 を 弁 済 し た と

きについて準用する。

2 第 462条 の 規 定 は 、 前 項 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 互 い に 連 帯 し な い 保 証 人 の 1人 が

全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

第 2目 貸 金等根保証契約

（貸金等根保証契約の保証人の責任等）

第 465条 の 2 一 定 の 範 囲 に 属 す る 不 特 定 の 債 務 を 主 た る 債 務 と す る 保 証 契 約 （ 以 下 「 根

保 証 契 約 」 と い う 。） で あ っ て そ の 債 務 の 範 囲 に 金 銭 の 貸 渡 し 又 は 手 形 の 割 引 を 受

けることによって負担する債務（以下「貸金等債務」という。）が含まれるもの（保

証 人 が 法 人 で あ る も の を 除 く 。 以 下 「 貸 金 等 根 保 証 契 約 」 と い う 。） の 保 証 人 は 、

主 た る 債 務 の 元 本 、 主 た る 債 務 に 関 す る 利 息 、 違 約 金 、 損 害 賠 償 そ の 他 そ の 債 務 に

従 た る す べ て の も の 及 び そ の 保 証 債 務 に つ い て 約 定 さ れ た 違 約 金 又 は 損 害 賠 償 の 額

について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

2 貸 金 等 根 保 証 契 約 は 、 前 項 に 規 定 す る 極 度 額 を 定 め な け れ ば 、 そ の 効 力 を 生 じ な

い。

3 第 446条 第 2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、 貸 金 等 根保 証 契 約に おけ る 第 1項 に 規 定 する 極

度額の定めについて準用する。

（貸金等根保証契約の元本確定期日）

第 465条 の 3 貸 金 等 根 保 証 契 約 に お い て 主 た る 債 務 の 元 本 の 確 定 す べ き 期 日 （ 以 下 「 元

本 確 定 期 日 」 と い う 。） の 定 め が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 元 本 確 定 期 日 が そ の 貸 金

等根保証契約の締結の日から 5年 を 経 過する日より後の日と定められているときは、

その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。

2 貸 金 等 根 保 証 契 約 に お い て 元 本 確 定 期 日 の 定 め が な い 場 合 （ 前 項 の 規 定 に よ り 元

本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。）には、その元本確定期日は、

その貸金等根保証契約の締結の日から 3年 を経 過する日とする。

3 貸 金 等 根 保 証 契 約 に お け る 元 本 確 定 期 日 の 変 更 を す る 場 合 に お い て 、 変 更 後 の 元

本 確 定 期 日 が そ の 変 更 を し た 日 か ら 5年 を 経 過 す る 日 よ り 後 の 日 と な る と き は 、 そ

の 元 本 確 定 期 日 の 変 更 は 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。 た だ し 、 元 本 確 定 期 日 の 前 2箇 月

以 内 に 元 本 確 定 期 日 の 変 更 を す る 場 合 に お い て 、 変 更 後 の 元 本 確 定 期 日 が 変 更 前 の

元本確定期日から 5年 以 内の日となるときは、この限りでない。

4 第 446条 第 2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、 貸 金 等 根 保 証 契 約 に お け る 元 本 確 定 期 日 の 定

め 及 び そ の 変 更 （ そ の 貸 金 等 根 保 証 契 約 の 締 結 の 日 か ら 3年 以 内 の 日 を 元 本 確 定 期

日 と す る 旨 の 定 め 及 び 元 本 確 定 期 日 よ り 前 の 日 を 変 更 後 の 元 本 確 定 期 日 と す る 変 更



- 71/161 -

powered by インターネット六法 .com

を除く。）について準用する。

（貸金等根保証契約の元本の確定事由）

第 465条 の 4 次 に 掲 げ る 場 合 に は 、 貸 金 等 根 保 証 契 約 に お け る 主 た る 債 務 の 元 本 は 、 確

定する。

一 債 権 者 が 、 主 た る 債 務 者 又 は 保 証 人 の 財 産 に つ い て 、 金 銭 の 支 払 を 目 的 と す る

債 権 に つ い て の 強 制 執 行 又 は 担 保 権 の 実 行 を 申 し 立 て た と き 。 た だ し 、 強 制 執 行

又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。

三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

（保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権）

第 465条 の 5 保 証 人 が 法 人 で あ る 根 保 証 契 約 で あ っ て そ の 主 た る 債 務 の 範 囲 に 貸 金 等 債

務が含まれるものにおいて、第 465条 の 2第 1項 に規定 する極度額の定めがないとき、

元本 確定 期 日の 定 めが ない と き、 又 は元本 確定期 日の 定め若 しく はその 変更 が第 46

5条 の 3第 1項 若 し く は 第 3項 の 規 定 を適用する とすればその 効力を生じない ものであ

る と き は 、 そ の 根 保 証 契 約 の 保 証 人 の 主 た る 債 務 者 に 対 す る 求 償 権 に つ い て の 保 証

契約（保証人が法人であるものを除く。）は、その効力を生じない。

第 4節 債 権の譲渡

（債権の譲渡性）

第 466条 債 権 は 、 譲 り渡 すこと がで きる。 ただし 、そ の性質 がこ れを許 さない とき は、

この限りでない。

2 前 項 の 規 定 は 、 当 事 者 が 反 対 の 意 思 を 表 示 し た 場 合 に は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、

その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

（指名債権の譲渡の対抗要件）

第 467条 指 名 債 権 の 譲渡 は、譲 渡人 が債務 者に通 知を し、又 は債 務者が 承諾を しな けれ

ば、債務者その他の第三者に対抗することができない。

2 前 項 の 通 知 又 は 承 諾 は 、 確 定 日 付 の あ る 証 書 に よ っ て し な け れ ば 、 債 務 者 以 外 の

第三者に対抗することができない。

（指名債権の譲渡における債務者の抗弁）

第 468条 債 務 者 が 異 議を とどめ ない で前条 の承諾 をし たとき は、 譲渡人 に対抗 する こと

が で き た 事 由 が あ っ て も 、 こ れ を も っ て 譲 受 人 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。 こ の 場

合 に お い て 、 債 務 者 が そ の 債 務 を 消 滅 さ せ る た め に 譲 渡 人 に 払 い 渡 し た も の が あ る

と き は こ れ を 取 り 戻 し 、 譲 渡 人 に 対 し て 負 担 し た 債 務 が あ る と き は こ れ を 成 立 し な

いものとみなすことができる。

2 譲 渡 人 が 譲 渡 の 通 知 を し た に と ど ま る と き は 、 債 務 者 は 、 そ の 通 知 を 受 け る ま で



- 72/161 -

powered by インターネット六法 .com

に譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

（指図債権の譲渡の対抗要件）

第 469条 指 図 債 権 の 譲渡 は、そ の証 書に譲 渡の裏 書を して譲 受人 に交付 しなけ れば 、債

務者その他の第三者に対抗することができない。

（指図債権の債務者の調査の権利等）

第 470条 指 図 債 権 の 債務 者は、 その 証書の 所持人 並び にその 署名 及び押 印の真 偽を 調査

す る 権 利 を 有 す る が 、 そ の 義 務 を 負 わ な い 。 た だ し 、 債 務 者 に 悪 意 又 は 重 大 な 過 失

があるときは、その弁済は、無効とする。

（記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等）

第 471条 前 条 の 規 定 は、 債権に 関す る証書 に債権 者を 指名す る記 載がさ れてい るが 、そ

の証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。

（指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限）

第 472条 指 図 債 権 の 債務 者は、 その 証書に 記載し た事 項及び その 証書の 性質か ら当 然に

生 ず る 結 果 を 除 き 、 そ の 指 図 債 権 の 譲 渡 前 の 債 権 者 に 対 抗 す る こ と が で き た 事 由 を

もって善意の譲受人に対抗することができない。

（無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限）

第 473条 前条の 規定は、無記名債権について準用する。

第 5節 債 権の消滅

第 1款 弁 済

第 1目 総 則

（第三者の弁済）

第 474条 債 務 の 弁 済 は、 第三者 もす ること ができ る。 ただし 、そ の債務 の性質 がこ れを

許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2 利 害 関係 を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

（弁済として引き渡した物の取戻し）

第 475条 弁済を した者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、

更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

第 476条 譲 渡 に つ き 行為 能力の 制限 を受け た所有 者が 弁済と して 物の引 渡しを した 場合

に お い て 、 そ の 弁 済 を 取 り 消 し た と き は 、 そ の 所 有 者 は 、 更 に 有 効 な 弁 済 を し な け

れば、その物を取り戻すことができない。
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（弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等）

第 477条 前 2条 の 場 合 に お い て 、 債 権 者 が 弁 済 と し て 受 領 し た 物 を 善 意 で 消 費 し 、 又 は

譲 り 渡 し た と き は 、 そ の 弁 済 は 、 有 効 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 債 権 者 が 第 三 者

から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

（債権の準占有者に対する弁済）

第 478条 債 権 の 準 占 有者 に対し てし た弁済 は、そ の弁 済をし た者 が善意 であり 、か つ、

過失がなかったときに限り、その効力を有する。

（受領する権限のない者に対する弁済）

第 479条 前 条 の 場 合 を除 き、弁 済を 受領す る権限 を有 しない 者に 対して した弁 済は 、債

権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

（受取証書の持参人に対する弁済）

第 480条 受 取 証 書 の 持参 人は、 弁済 を受領 する権 限が あるも のと みなす 。ただ し、 弁済

を し た 者 が そ の 権 限 が な い こ と を 知 っ て い た と き 、 又 は 過 失 に よ っ て 知 ら な か っ た

ときは、この限りでない。

（支払の差止めを受けた第三債務者の弁済）

第 481条 支 払 の 差 止 めを 受けた 第三 債務者 が自己 の債 権者に 弁済 をした ときは 、差 押債

権 者 は 、 そ の 受 け た 損 害 の 限 度 に お い て 更 に 弁 済 を す べ き 旨 を 第 三 債 務 者 に 請 求 す

ることができる。

2 前 項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

（代物弁済）

第 482条 債 務 者 が 、 債権 者の承 諾を 得て、 その負 担し た給付 に代 えて他 の給付 をし たと

きは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

（特定物の現状による引渡し）

第 483条 債 権 の 目 的 が特 定物の 引渡 しであ るとき は、 弁済を する 者は、 その引 渡し をす

べき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

（弁済の場所）

第 484条 弁 済 を す べ き場 所につ いて 別段の 意思表 示が ないと きは 、特定 物の引 渡し は債

権 発 生 の 時 に そ の 物 が 存 在 し た 場 所 に お い て 、 そ の 他 の 弁 済 は 債 権 者 の 現 在 の 住 所

において、それぞれしなければならない。

（弁済の費用）

第 485条 弁 済 の 費 用 につ いて別 段の 意思表 示がな いと きは、 その 費用は 、債務 者の 負担

と す る 。 た だ し 、 債 権 者 が 住 所 の 移 転 そ の 他 の 行 為 に よ っ て 弁 済 の 費 用 を 増 加 さ せ
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たときは、その増加額は、債権者の負担とする。

（受取証書の交付請求）

第 486条 弁 済 を し た 者は 、弁済 を受 領した 者に対 して 受取証 書の 交付を 請求す るこ とが

できる。

（債権証書の返還請求）

第 487条 債 権 に 関 す る証 書があ る場 合にお いて、 弁済 をした 者が 全部の 弁済を した とき

は、その証書の返還を請求することができる。

（弁済の充当の指定）

第 488条 債 務 者 が 同 一の 債権者 に対 して同 種の給 付を 目的と する 数個の 債務を 負担 する

場 合 に お い て 、 弁 済 と し て 提 供 し た 給 付 が す べ て の 債 務 を 消 滅 さ せ る の に 足 り な い

と き は 、 弁 済 を す る 者 は 、 給 付 の 時 に 、 そ の 弁 済 を 充 当 す べ き 債 務 を 指 定 す る こ と

ができる。

2 弁 済 を す る 者 が 前 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し な い と き は 、 弁 済 を 受 領 す る 者 は 、 そ

の 受 領 の 時 に 、 そ の 弁 済 を 充 当 す べ き 債 務 を 指 定 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 弁 済

をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。

3 前 2項 の 場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。

（法定充当）

第 489条 弁 済 を す る 者及 び弁済 を受 領する 者がい ずれ も前条 の規 定によ る弁済 の充 当の

指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。

一 債 務 の 中 に 弁 済 期 に あ る も の と 弁 済 期 に な い も の と が あ る と き は 、 弁 済 期 に あ

るものに先に充当する。

二 す べ て の 債 務 が 弁 済 期 に あ る と き 、 又 は 弁 済 期 に な い と き は 、 債 務 者 の た め に

弁済の利益が多いものに先に充当する。

三 債 務 者 の た め に 弁 済 の 利 益 が 相 等 し い と き は 、 弁 済 期 が 先 に 到 来 し た も の 又 は

先に到来すべきものに先に充当する。

四 前 2号 に掲 げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

（数個の給付をすべき場合の充当）

第 490条 1個 の 債 務 の 弁 済 と し て 数 個 の 給 付 を す べ き 場 合 に お い て 、 弁 済 を す る 者 が そ

の 債 務 の 全 部 を 消 滅 さ せ る の に 足 り な い 給 付 を し た と き は 、 前 2条 の 規 定 を 準 用 す

る。

（元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当）

第 491条 債 務 者 が 1個 又 は 数 個 の 債 務 に つ い て 元 本 の ほ か 利 息 及 び 費 用 を 支 払 う べ き 場

合 に お い て 、 弁 済 を す る 者 が そ の 債 務 の 全 部 を 消 滅 さ せ る の に 足 り な い 給 付 を し た

ときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
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2 第 489条 の 規定 は、前項の場合について準用する。

（弁済の提供の効果）

第 492条 債 務 者 は 、 弁済 の提供 の時 から、 債務の 不履 行によ って 生ずべ き一切 の責 任を

免れる。

（弁済の提供の方法）

第 493条 弁 済 の 提 供 は、 債務の 本旨 に従っ て現実 にし なけれ ばな らない 。ただ し、 債権

者 が あ ら か じ め そ の 受 領 を 拒 み 、 又 は 債 務 の 履 行 に つ い て 債 権 者 の 行 為 を 要 す る と

きは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

第 2目 弁 済の目的物の供託

（供託）

第 494条 債 権 者 が 弁 済の 受領を 拒み 、又は これを 受領 するこ とが できな いとき は、 弁済

を す る こ と が で き る 者 （ 以 下 こ の 目 に お い て 「 弁 済 者 」 と い う 。） は 、 債 権 者 の た

め に 弁 済 の 目 的 物 を 供 託 し て そ の 債 務 を 免 れ る こ と が で き る 。 弁 済 者 が 過 失 な く 債

権者を確知することができないときも、同様とする。

（供託の方法）

第 495条 前条の 規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2 供 託 所 に つ い て 法 令 に 特 別 の 定 め が な い 場 合 に は 、 裁 判 所 は 、 弁 済 者 の 請 求 に よ

り、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3 前 条 の 規 定 に よ り 供 託 を し た 者 は 、 遅 滞 な く 、 債 権 者 に 供 託 の 通 知 を し な け れ ば

ならない。

（供託物の取戻し）

第 496条 債 権 者 が 供 託を 受諾せ ず、 又は供 託を有 効と 宣告し た判 決が確 定しな い間 は、

弁 済 者 は 、 供 託 物 を 取 り 戻 す こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 供 託 を し な か っ

たものとみなす。

2 前 項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

（供託に適しない物等）

第 497条 弁 済 の 目 的 物が 供託に 適し ないと き、又 はそ の物に つい て滅失 若しく は損 傷の

お そ れ が あ る と き は 、 弁 済 者 は 、 裁 判 所 の 許 可 を 得 て 、 こ れ を 競 売 に 付 し 、 そ の 代

金 を 供 託 す る こ と が で き る 。 そ の 物 の 保 存 に つ い て 過 分 の 費 用 を 要 す る と き も 、 同

様とする。

（供託物の受領の要件）

第 498条 債 務 者 が 債 権者 の給付 に対 して弁 済をす べき 場合に は、 債権者 は、そ の給 付を
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しなければ、供託物を受け取ることができない。

第 3目 弁 済による代位

（任意代位）

第 499条 債 務 者 の た めに 弁済を した 者は、 その弁 済と 同時に 債権 者の承 諾を得 て、 債権

者に代位することができる。

2 第 467条 の 規定 は、前項の場合について準用する。

（法定代位）

第 500条 弁 済 を す る につ いて正 当な 利益を 有する 者は 、弁済 によ って当 然に債 権者 に代

位する。

（弁済による代位の効果）

第 501条 前 2条 の 規 定 に よ り 債 権 者 に 代 位 し た 者 は 、 自 己 の 権 利 に 基 づ い て 求 償 を す る

こ と が で き る 範 囲 内 に お い て 、 債 権 の 効 力 及 び 担 保 と し て そ の 債 権 者 が 有 し て い た

一 切 の 権 利 を 行 使 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 次 の 各 号 の 定 め る と こ

ろに従わなければならない。

一 保 証 人 は 、 あ ら か じ め 先 取 特 権 、 不 動 産 質 権 又 は 抵 当 権 の 登 記 に そ の 代 位 を 付

記 し な け れ ば 、 そ の 先 取 特 権 、 不 動 産 質 権 又 は 抵 当 権 の 目 的 で あ る 不 動 産 の 第 三

取得者に対して債権者に代位することができない。

二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。

三 第 三 取 得 者 の 1人 は 、 各 不 動 産 の 価 格 に 応 じ て 、 他 の 第 三 取 得 者 に 対 し て 債 権

者に代位する。

四 物 上 保 証 人 の 1人 は 、 各 財 産 の 価 格 に 応 じ て 、 他 の 物 上 保 証 人 に 対 し て 債 権 者

に代位する。

五 保 証 人 と 物 上 保 証 人 と の 間 に お い て は 、 そ の 数 に 応 じ て 、 債 権 者 に 代 位 す る 。

ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、

各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

六 前 号 の 場 合 に お い て 、 そ の 財 産 が 不 動 産 で あ る と き は 、 第 1号 の 規 定 を 準 用 す

る。

（一部弁済による代位）

第 502条 債 権 の 一 部 につ いて代 位弁 済があ ったと きは 、代位 者は 、その 弁済を した 価額

に応じて、債権者とともにその権利を行使する。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 債 務 の 不 履 行 に よ る 契 約 の 解 除 は 、 債 権 者 の み が す る こ と

が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 代 位 者 に 対 し 、 そ の 弁 済 を し た 価 額 及 び そ の 利 息

を償還しなければならない。

（債権者による債権証書の交付等）
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第 503条 代 位 弁 済 に よっ て全部 の弁 済を受 けた債 権者 は、債 権に 関する 証書及 び自 己の

占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

2 債 権 の 一 部 に つ い て 代 位 弁 済 が あ っ た 場 合 に は 、 債 権 者 は 、 債 権 に 関 す る 証 書 に

そ の 代 位 を 記 入 し 、 か つ 、 自 己 の 占 有 す る 担 保 物 の 保 存 を 代 位 者 に 監 督 さ せ な け れ

ばならない。

（債権者による担保の喪失等）

第 504条 第 500条 の 規 定 に よ り 代 位 を す る こ とが で き る 者 が ある 場 合 に お い て、 債 権 者

が 故 意 又 は 過 失 に よ っ て そ の 担 保 を 喪 失 し 、 又 は 減 少 さ せ た と き は 、 そ の 代 位 を す

る こ と が で き る 者 は 、 そ の 喪 失 又 は 減 少 に よ っ て 償 還 を 受 け る こ と が で き な く な っ

た限度において、その責任を免れる。

第 2款 相 殺

（相殺の要件等）

第 505条 2人 が 互 い に 同 種 の 目 的 を 有 す る 債 務 を 負 担 す る 場 合 に お い て 、 双 方 の 債 務 が

弁 済 期 に あ る と き は 、 各 債 務 者 は 、 そ の 対 当 額 に つ い て 相 殺 に よ っ て そ の 債 務 を 免

れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前 項 の 規 定 は 、 当 事 者 が 反 対 の 意 思 を 表 示 し た 場 合 に は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、

その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

（相殺の方法及び効力）

第 506条 相 殺 は 、 当 事者 の一方 から 相手方 に対す る意 思表示 によ ってす る。こ の場 合に

おいて、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2 前 項 の 意 思 表 示 は 、 双 方 の 債 務 が 互 い に 相 殺 に 適 す る よ う に な っ た 時 に さ か の ぼ

ってその効力を生ずる。

（履行地の異なる債務の相殺）

第 507条 相 殺 は 、 双 方の 債務の 履行 地が異 なると きで あって も、 するこ とがで きる 。こ

の 場 合 に お い て 、 相 殺 を す る 当 事 者 は 、 相 手 方 に 対 し 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 を

賠償しなければならない。

（時効により消滅した債権を自働債権とする相殺）

第 508条 時 効 に よ っ て消 滅した 債権 がその 消滅以 前に 相殺に 適す るよう になっ てい た場

合には、その債権者は、相殺をすることができる。

（不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止）

第 509条 債 務 が 不 法 行為 によっ て生 じたと きは、 その 債務者 は、 相殺を もって 債権 者に

対抗することができない。
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（差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止）

第 510条 債 権 が 差 押 えを 禁じた もの である ときは 、そ の債務 者は 、相殺 をもっ て債 権者

に対抗することができない。

（支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止）

第 511条 支 払 の 差 止 めを 受けた 第三 債務者 は、そ の後 に取得 した 債権に よる相 殺を もっ

て差押債権者に対抗することができない。

（相殺の充当）

第 512条 第 488条 か ら第 491条 までの規 定は、相殺について準用する。

第 3款 更 改

（更改）

第 513条 当 事 者 が 債 務の 要素を 変更 する契 約をし たと きは、 その 債務は 、更改 によ って

消滅する。

2 条 件 付 債 務 を 無 条 件 債 務 と し た と き 、 無 条 件 債 務 に 条 件 を 付 し た と き 、 又 は 債 務

の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

（債務者の交替による更改）

第 514条 債 務 者 の 交 替に よる更 改は 、債権 者と更 改後 に債務 者と なる者 との契 約に よっ

て す る こ と が で き る 。 た だ し 、 更 改 前 の 債 務 者 の 意 思 に 反 す る と き は 、 こ の 限 り で

ない。

（債権者の交替による更改）

第 515条 債 権 者 の 交 替に よる更 改は 、確定 日付の ある 証書に よっ てしな ければ 、第 三者

に対抗することができない。

第 516条 第 468条 第 1項 の規定 は、債権者の交替による更改について準用する。

（更改前の債務が消滅しない場合）

第 517条 更 改 に よ っ て生 じた債 務が 、不法 な原因 のた め又は 当事 者の知 らない 事由 によ

って成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。

（更改後の債務への担保の移転）

第 518条 更 改 の 当 事 者は 、更改 前の 債務の 目的の 限度 におい て、 その債 務の担 保と して

設 定 さ れ た 質 権 又 は 抵 当 権 を 更 改 後 の 債 務 に 移 す こ と が で き る 。 た だ し 、 第 三 者 が

これを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

第 4款 免 除
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第 519条 債 権 者 が 債 務者 に対し て債 務を免 除する 意思 を表示 した ときは 、その 債権 は、

消滅する。

第 5款 混 同

第 520条 債 権 及 び 債 務が 同一人 に帰 属した ときは 、そ の債権 は、 消滅す る。た だし 、そ

の債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

第 2章 契 約

第 1節 総 則

第 1款 契 約の成立

（承諾の期間の定めのある申込み）

第 521条 承諾の 期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

2 申 込 者が 前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、

その申込みは、その効力を失う。

（承諾の通知の延着）

第 522条 前 条 第 1項 の 申 込 み に 対 す る 承 諾 の 通 知 が 同 項 の 期 間 の 経 過 後 に 到 達 し た 場 合

で あ っ て も 、 通 常 の 場 合 に は そ の 期 間 内 に 到 達 す べ き 時 に 発 送 し た も の で あ る こ と

を 知 る こ と が で き る と き は 、 申 込 者 は 、 遅 滞 な く 、 相 手 方 に 対 し て そ の 延 着 の 通 知

を 発 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 到 達 前 に 遅 延 の 通 知 を 発 し た と き は 、 こ の

限りでない。

2 申 込 者 が 前 項 本 文 の延 着 の 通 知 を 怠 った と き は 、 承 諾の 通知 は 、前 条第 1項 の 期 間

内に到達したものとみなす。

（遅延した承諾の効力）

第 523条 申込者 は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

（承諾の期間の定めのない申込み）

第 524条 承 諾 の 期 間 を定 めない で隔 地者に 対して した 申込み は、 申込者 が承諾 の通 知を

受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。

（申込者の死亡又は行為能力の喪失）

第 525条 第 97条 第 2項 の 規 定 は 、 申 込 者 が 反 対の 意 思 を 表 示 した 場 合 又 は そ の相 手 方 が

申 込 者 の 死 亡 若 し く は 行 為 能 力 の 喪 失 の 事 実 を 知 っ て い た 場 合 に は 、 適 用 し な い 。

（隔地者間の契約の成立時期）

第 526条 隔地者 間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
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2 申 込 者 の 意 思 表 示 又 は 取 引 上 の 慣 習 に よ り 承 諾 の 通 知 を 必 要 と し な い 場 合 に は 、

契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

（申込みの撤回の通知の延着）

第 527条 申 込 み の 撤 回の 通知が 承諾 の通知 を発し た後 に到達 した 場合で あって も、 通常

の 場 合 に は そ の 前 に 到 達 す べ き 時 に 発 送 し た も の で あ る こ と を 知 る こ と が で き る と

き は 、 承 諾 者 は 、 遅 滞 な く 、 申 込 者 に 対 し て そ の 延 着 の 通 知 を 発 し な け れ ば な ら な

い。

2 承 諾 者 が 前 項 の 延 着 の 通 知 を 怠 っ た と き は 、 契 約 は 、 成 立 し な か っ た も の と み な

す。

（申込みに変更を加えた承諾）

第 528条 承 諾 者 が 、 申込 みに条 件を 付し、 その他 変更 を加え てこ れを承 諾した とき は、

その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

（懸賞広告）

第 529条 あ る 行 為 を した 者に一 定の 報酬を 与える 旨を 広告し た者 （以下 この款 にお いて

「 懸 賞 広 告 者 」 と い う 。） は 、 そ の 行 為 を し た 者 に 対 し て そ の 報 酬 を 与 え る 義 務 を

負う。

（懸賞広告の撤回）

第 530条 前 条 の 場 合 にお いて、 懸賞 広告者 は、そ の指 定した 行為 を完了 する者 がな い間

は 、 前 の 広 告 と 同 一 の 方 法 に よ っ て そ の 広 告 を 撤 回 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ

の広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。

2 前 項 本 文 に 規 定 す る 方 法 に よ っ て 撤 回 を す る こ と が で き な い 場 合 に は 、 他 の 方 法

に よ っ て 撤 回 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 撤 回 は 、 こ れ を 知 っ た

者に対してのみ、その効力を有する。

3 懸 賞 広 告 者 が そ の 指 定 し た 行 為 を す る 期 間 を 定 め た と き は 、 そ の 撤 回 を す る 権 利

を放棄したものと推定する。

（懸賞広告の報酬を受ける権利）

第 531条 広 告 に 定 め た行 為をし た者 が数人 あると きは 、最初 にそ の行為 をした 者の みが

報酬を受ける権利を有する。

2 数 人 が 同 時 に 前 項 の 行 為 を し た 場 合 に は 、 各 自 が 等 し い 割 合 で 報 酬 を 受 け る 権 利

を 有 す る 。 た だ し 、 報 酬 が そ の 性 質 上 分 割 に 適 し な い と き 、 又 は 広 告 に お い て 1人

のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3 前 2項 の 規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

（優等懸賞広告）

第 532条 広 告 に 定 め た行 為をし た者 が数人 ある場 合に おいて 、そ の優等 者のみ に報 酬を
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与 え る べ き と き は 、 そ の 広 告 は 、 応 募 の 期 間 を 定 め た と き に 限 り 、 そ の 効 力 を 有 す

る。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 応 募 者 中 い ず れ の 者 の 行 為 が 優 等 で あ る か は 、 広 告 中 に 定

め た 者 が 判 定 し 、 広 告 中 に 判 定 を す る 者 を 定 め な か っ た と き は 懸 賞 広 告 者 が 判 定 す

る。

3 応 募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。

4 前 条第 2項 の規定 は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。

第 2款 契 約の効力

（同時履行の抗弁）

第 533条 双 務 契 約 の 当事 者の一 方は 、相手 方がそ の債 務の履 行を 提供す るまで は、 自己

の 債 務 の 履 行 を 拒 む こ と が で き る 。 た だ し 、 相 手 方 の 債 務 が 弁 済 期 に な い と き は 、

この限りでない。

（債権者の危険負担）

第 534条 特 定 物 に 関 する 物権の 設定 又は移 転を双 務契 約の目 的と した場 合にお いて 、そ

の 物 が 債 務 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ っ て 滅 失 し 、 又 は 損 傷 し た と

きは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。

2 不 特 定 物 に 関 す る 契 約 に つ い て は 、 第 401条 第 2項 の 規 定 に よ り そ の 物 が 確 定 し た

時から、前項の規定を適用する。

（停止条件付双務契約における危険負担）

第 535条 前 条 の 規 定 は、 停止条 件付 双務契 約の目 的物 が条件 の成 否が未 定であ る間 に滅

失した場合には、適用しない。

2 停 止 条 件 付 双 務 契 約 の 目 的 物 が 債 務 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ っ

て損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。

3 停 止 条 件 付 双 務 契 約 の 目 的 物 が 債 務 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 損 傷 し た 場

合 に お い て 、 条 件 が 成 就 し た と き は 、 債 権 者 は 、 そ の 選 択 に 従 い 、 契 約 の 履 行 の 請

求 又 は 解 除 権 の 行 使 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 損 害 賠 償 の 請 求 を

妨げない。

（債務者の危険負担等）

第 536条 前 2条 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、 当 事 者 双 方 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由

に よ っ て 債 務 を 履 行 す る こ と が で き な く な っ た と き は 、 債 務 者 は 、 反 対 給 付 を 受 け

る権利を有しない。

2 債 権 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 債 務 を 履 行 す る こ と が で き な く な っ た と き

は 、 債 務 者 は 、 反 対 給 付 を 受 け る 権 利 を 失 わ な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 自 己 の 債 務

を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。



- 82/161 -

powered by インターネット六法 .com

（第三者のためにする契約）

第 537条 契 約 に よ り 当 事 者 の 一 方 が 第 三 者 に 対 し て あ る 給 付 を す る こ と を 約 し た と き

は、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 第 三 者 の 権 利 は 、 そ の 第 三 者 が 債 務 者 に 対 し て 同 項 の 契 約

の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

（第三者の権利の確定）

第 538条 前 条 の 規 定 によ り第三 者の 権利が 発生し た後 は、当 事者 は、こ れを変 更し 、又

は消滅させることができない。

（債務者の抗弁）

第 539条 債 務 者 は 、 第 537条 第 1項 の 契 約 に 基 づ く 抗 弁 を も っ て 、 そ の 契 約 の 利 益 を 受

ける第三者に対抗することができる。

第 3款 契 約の解除

（解除権の行使）

第 540条 契約又 は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、

相手方に対する意思表示によってする。

2 前 項の意思表示は、撤回することができない。

（履行遅滞等による解除権）

第 541条 当 事 者 の 一 方が その債 務を 履行し ない場 合に おいて 、相 手方が 相当の 期間 を定

め て そ の 履 行 の 催 告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 相 手 方 は 、 契 約 の 解 除

をすることができる。

（定期行為の履行遅滞による解除権）

第 542条 契 約 の 性 質 又は 当事者 の意 思表示 により 、特 定の日 時又 は一定 の期間 内に 履行

を し な け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い 場 合 に お い て 、 当 事 者 の 一 方

が 履 行 を し な い で そ の 時 期 を 経 過 し た と き は 、 相 手 方 は 、 前 条 の 催 告 を す る こ と な

く、直ちにその契約の解除をすることができる。

（履行不能による解除権）

第 543条 履 行 の 全 部 又は 一部が 不能 となっ たとき は、 債権者 は、 契約の 解除を する こと

が で き る 。 た だ し 、 そ の 債 務 の 不 履 行 が 債 務 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由

によるものであるときは、この限りでない。

（解除権の不可分性）

第 544条 当 事 者 の 一 方が 数人あ る場 合には 、契約 の解 除は、 その 全員か ら又は その 全員

に対してのみ、することができる。
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2 前 項 の 場 合 に お い て、 解 除 権 が 当 事 者の う ち の 1人 に つ い て消 滅 した と きは 、他 の

者についても消滅する。

（解除の効果）

第 545条 当 事 者 の 一 方が その解 除権 を行使 したと きは 、各当 事者 は、そ の相手 方を 原状

に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前 項 本 文 の 場 合 に お い て 、 金 銭 を 返 還 す る と き は 、 そ の 受 領 の 時 か ら 利 息 を 付 さ

なければならない。

3 解 除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

（契約の解除と同時履行）

第 546条 第 533条 の 規定は、前条の場合について準用する。

（催告による解除権の消滅）

第 547条 解 除 権 の 行 使に ついて 期間 の定め がない とき は、相 手方 は、解 除権を 有す る者

に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 期 間 内 に 解 除 を す る か ど う か を 確 答 す べ き 旨 の

催 告 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 期 間 内 に 解 除 の 通 知 を 受 け な い

ときは、解除権は、消滅する。

（解除権者の行為等による解除権の消滅）

第 548条 解 除 権 を 有 する 者が自 己の 行為若 しくは 過失 によっ て契 約の目 的物を 著し く損

傷 し 、 若 し く は 返 還 す る こ と が で き な く な っ た と き 、 又 は 加 工 若 し く は 改 造 に よ っ

てこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。

2 契 約 の 目 的 物 が 解 除 権 を 有 す る 者 の 行 為 又 は 過 失 に よ ら な い で 滅 失 し 、 又 は 損 傷

したときは、解除権は、消滅しない。

第 2節 贈 与

（贈与）

第 549条 贈 与 は 、 当 事者 の一方 が自 己の財 産を無 償で 相手方 に与 える意 思を表 示し 、相

手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

（書面によらない贈与の撤回）

第 550条 書 面 に よ ら ない 贈与は 、各 当事者 が撤回 する ことが でき る。た だし、 履行 の終

わった部分については、この限りでない。

（贈与者の担保責任）

第 551条 贈 与 者 は 、 贈与 の目的 であ る物又 は権利 の瑕 疵又は 不存 在につ いて、 その 責任

を 負 わ な い 。 た だ し 、 贈 与 者 が そ の 瑕 疵 又 は 不 存 在 を 知 り な が ら 受 贈 者 に 告 げ な か

ったときは、この限りでない。



- 84/161 -

powered by インターネット六法 .com

2 負 担 付 贈 与 に つ い て は 、 贈 与 者 は 、 そ の 負 担 の 限 度 に お い て 、 売 主 と 同 じ く 担 保

の責任を負う。

（定期贈与）

第 552条 定 期 の 給 付 を目 的とす る贈 与は、 贈与者 又は 受贈者 の死 亡によ って、 その 効力

を失う。

（負担付贈与）

第 553条 負担付 贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、

双務契約に関する規定を準用する。

（死因贈与）

第 554条 贈与者 の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、

遺贈に関する規定を準用する。

第 3節 売 買

第 1款 総 則

（売買）

第 555条 売 買 は 、 当 事者 の一方 があ る財産 権を相 手方 に移転 する ことを 約し、 相手 方が

これに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

（売買の一方の予約）

第 556条 売 買 の 一 方 の予 約は、 相手 方が売 買を完 結す る意思 を表 示した 時から 、売 買の

効力を生ずる。

2 前 項 の 意 思 表 示 に つ い て 期 間 を 定 め な か っ た と き は 、 予 約 者 は 、 相 手 方 に 対 し 、

相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 期 間 内 に 売 買 を 完 結 す る か ど う か を 確 答 す べ き 旨 の 催 告

を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 相 手 方 が そ の 期 間 内 に 確 答 を し な い と き

は、売買の一方の予約は、その効力を失う。

（手付）

第 557条 買 主 が 売 主 に手 付を交 付し たとき は、当 事者 の一方 が契 約の履 行に着 手す るま

で は 、 買 主 は そ の 手 付 を 放 棄 し 、 売 主 は そ の 倍 額 を 償 還 し て 、 契 約 の 解 除 を す る こ

とができる。

2 第 545条 第 3項 の規 定は、前項の場合には、適用しない。

（売買契約に関する費用）

第 558条 売買契 約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

（有償契約への準用）
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第 559条 こ の 節 の 規 定は 、売買 以外 の有償 契約に つい て準用 する 。ただ し、そ の有 償契

約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

第 2款 売 買の効力

（他人の権利の売買における売主の義務）

第 560条 他 人 の 権 利 を売 買の目 的と したと きは、 売主 は、そ の権 利を取 得して 買主 に移

転する義務を負う。

（他人の権利の売買における売主の担保責任）

第 561条 前 条 の 場 合 にお いて、 売主 がその 売却し た権 利を取 得し て買主 に移転 する こと

が で き な い と き は 、 買 主 は 、 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

契 約 の 時 に お い て そ の 権 利 が 売 主 に 属 し な い こ と を 知 っ て い た と き は 、 損 害 賠 償 の

請求をすることができない。

（他人の権利の売買における善意の売主の解除権）

第 562条 売 主 が 契 約 の時 におい てそ の売却 した権 利が 自己に 属し ないこ とを知 らな かっ

た 場 合 に お い て 、 そ の 権 利 を 取 得 し て 買 主 に 移 転 す る こ と が で き な い と き は 、 売 主

は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 買 主 が 契 約 の 時 に お い て そ の 買 い 受 け た 権 利 が 売 主 に 属 し

な い こ と を 知 っ て い た と き は 、 売 主 は 、 買 主 に 対 し 、 単 に そ の 売 却 し た 権 利 を 移 転

することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。

（権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任）

第 563条 売 買 の 目 的 であ る権利 の一 部が他 人に属 する ことに より 、売主 がこれ を買 主に

移 転 す る こ と が で き な い と き は 、 買 主 は 、 そ の 不 足 す る 部 分 の 割 合 に 応 じ て 代 金 の

減額を請求することができる。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 残 存 す る 部 分 の み で あ れ ば 買 主 が こ れ を 買 い 受 け な か っ た

ときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

3 代 金 減 額 の 請 求 又 は 契 約 の 解 除 は 、 善 意 の 買 主 が 損 害 賠 償 の 請 求 を す る こ と を 妨

げない。

第 564条 前 条 の 規 定 によ る権利 は、 買主が 善意で あっ たとき は事 実を知 った時 から 、悪

意であったときは契約の時から、それぞれ 1年 以内に行使しなければならない。

（数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任）

第 565条 前 2条 の 規 定 は 、 数 量 を 指 示 し て 売 買 を し た 物 に 不 足 が あ る 場 合 又 は 物 の 一 部

が 契 約 の 時 に 既 に 滅 失 し て い た 場 合 に お い て 、 買 主 が そ の 不 足 又 は 滅 失 を 知 ら な か

ったときについて準用する。
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（地上権等がある場合等における売主の担保責任）

第 566条 売 買 の 目 的 物が 地上権 、永 小作権 、地役 権、 留置権 又は 質権の 目的で ある 場合

に お い て 、 買 主 が こ れ を 知 ら ず 、 か つ 、 そ の た め に 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が

で き な い と き は 、 買 主 は 、 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 契

約 の 解 除 を す る こ と が で き な い と き は 、 損 害 賠 償 の 請 求 の み を す る こ と が で き る 。

2 前 項 の 規 定 は 、 売 買 の 目 的 で あ る 不 動 産 の た め に 存 す る と 称 し た 地 役 権 が 存 し な

か っ た 場 合 及 び そ の 不 動 産 に つ い て 登 記 を し た 賃 貸 借 が あ っ た 場 合 に つ い て 準 用 す

る。

3 前 2項 の 場 合 に お い て 、 契約 の 解 除 又 は 損害 賠 償 の 請 求は 、買 主 が事 実 を知 った 時

から 1年 以内に しなければならない。

（抵当権等がある場合における売主の担保責任）

第 567条 売 買 の 目 的 であ る不動 産に ついて 存した 先取 特権又 は抵 当権の 行使に より 買主

がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2 買 主 は 、 費 用 を 支 出 し て そ の 所 有 権 を 保 存 し た と き は 、 売 主 に 対 し 、 そ の 費 用 の

償還を請求することができる。

3 前 2項 の 場 合 に お い て 、 買主 は 、 損 害 を 受け た と き は 、そ の賠 償 を請 求 する こと が

できる。

（強制競売における担保責任）

第 568条 強 制 競 売 に お け る 買 受 人 は 、 第 561条 か ら 前 条 ま で の規 定 に よ り 、 債務 者 に 対

し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 債 務 者 が 無 資 力 で あ る と き は 、 買 受 人 は 、 代 金 の 配 当 を 受

けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

3 前 2項 の 場 合 に お い て 、 債務 者 が 物 若 し くは 権 利 の 不 存在 を知 り なが ら 申し 出な か

っ た と き 、 又 は 債 権 者 が こ れ を 知 り な が ら 競 売 を 請 求 し た と き は 、 買 受 人 は 、 こ れ

らの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。

（債権の売主の担保責任）

第 569条 債 権 の 売 主 が債 務者の 資力 を担保 したと きは 、契約 の時 におけ る資力 を担 保し

たものと推定する。

2 弁 済 期 に 至 ら な い 債 権 の 売 主 が 債 務 者 の 将 来 の 資 力 を 担 保 し た と き は 、 弁 済 期 に

おける資力を担保したものと推定する。

（売主の瑕疵担保責任）

第 570条 売 買 の 目 的 物 に 隠 れ た 瑕 疵 が あ っ た と き は 、第 566条 の 規 定 を 準 用 する 。 た だ

し、強制競売の場合は、この限りでない。

（売主の担保責任と同時履行）

第 571条 第 533条 の 規 定 は 、 第 563条 か ら 第 566条 ま で 及 び 前 条 の 場 合 に つ い て 準 用 す
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る。

（担保責任を負わない旨の特約）

第 572条 売 主 は 、 第 560条 か ら 前 条 ま で の 規 定に よ る 担 保 の 責任 を 負 わ な い 旨の 特 約 を

し た と き で あ っ て も 、 知 り な が ら 告 げ な か っ た 事 実 及 び 自 ら 第 三 者 の た め に 設 定 し

又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。

（代金の支払期限）

第 573条 売 買 の 目 的 物の 引渡し につ いて期 限があ ると きは、 代金 の支払 につい ても 同一

の期限を付したものと推定する。

（代金の支払場所）

第 574条 売 買 の 目 的 物の 引渡し と同 時に代 金を支 払う べきと きは 、その 引渡し の場 所に

おいて支払わなければならない。

（果実の帰属及び代金の利息の支払）

第 575条 ま だ 引 き 渡 され ていな い売 買の目 的物が 果実 を生じ たと きは、 その果 実は 、売

主に帰属する。

2 買 主 は 、 引 渡 し の 日 か ら 、 代 金 の 利 息 を 支 払 う 義 務 を 負 う 。 た だ し 、 代 金 の 支 払

に つ い て 期 限 が あ る と き は 、 そ の 期 限 が 到 来 す る ま で は 、 利 息 を 支 払 う こ と を 要 し

ない。

（権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶）

第 576条 売 買 の 目 的 につ いて権 利を 主張す る者が ある ために 買主 がその 買い受 けた 権利

の 全 部 又 は 一 部 を 失 う お そ れ が あ る と き は 、 買 主 は 、 そ の 危 険 の 限 度 に 応 じ て 、 代

金 の 全 部 又 は 一 部 の 支 払 を 拒 む こ と が で き る 。 た だ し 、 売 主 が 相 当 の 担 保 を 供 し た

ときは、この限りでない。

（抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶）

第 577条 買 い 受 け た 不動 産につ いて 抵当権 の登記 があ るとき は、 買主は 、抵当 権消 滅請

求 の 手 続 が 終 わ る ま で 、 そ の 代 金 の 支 払 を 拒 む こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。

2 前 項 の 規 定 は 、 買 い 受 け た 不 動 産 に つ い て 先 取 特 権 又 は 質 権 の 登 記 が あ る 場 合 に

ついて準用する。

（売主による代金の供託の請求）

第 578条 前 2条 の 場 合 に お い て は 、 売 主 は 、 買 主 に 対 し て 代 金 の 供 託 を 請 求 す る こ と が

できる。

第 3款 買 戻し
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（買戻しの特約）

第 579条 不 動 産 の 売 主は 、売買 契約 と同時 にした 買戻 しの特 約に より、 買主が 支払 った

代 金 及 び 契 約 の 費 用 を 返 還 し て 、 売 買 の 解 除 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 当 事 者 が 別 段 の 意 思 を 表 示 し な か っ た と き は 、 不 動 産 の 果 実 と 代 金 の 利 息 と は

相殺したものとみなす。

（買戻しの期間）

第 580条 買 戻 し の 期間は、 10年 を 超 え る ことができない。特約でこれより長い期間を定

めたときは、その期間は、 10年 とする。

2 買 戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3 買 戻 し に つ い て 期 間を 定 め な か っ た とき は 、 5年 以 内 に 買 戻し を しな け れば なら な

い。

（買戻しの特約の対抗力）

第 581条 売 買 契 約 と 同時 に買戻 しの 特約を 登記し たと きは、 買戻 しは、 第三者 に対 して

も、その効力を生ずる。

2 登 記 を し た 賃 借 人 の権 利 は 、 そ の 残 存期 間 中 1年 を 超 え な い期 間 に限 り 、売 主に 対

抗 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 売 主 を 害 す る 目 的 で 賃 貸 借 を し た と き は 、 こ の 限 り

でない。

（買戻権の代位行使）

第 582条 売 主 の 債 権 者 が 第 423条 の 規 定 に よ り売 主 に 代 わ っ て買 戻 し を し よ うと す る と

き は 、 買 主 は 、 裁 判 所 に お い て 選 任 し た 鑑 定 人 の 評 価 に 従 い 、 不 動 産 の 現 在 の 価 額

か ら 売 主 が 返 還 す べ き 金 額 を 控 除 し た 残 額 に 達 す る ま で 売 主 の 債 務 を 弁 済 し 、 な お

残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。

（買戻しの実行）

第 583条 売 主 は 、 第 580条 に 規 定 す る 期 間 内 に代 金 及 び 契 約 の費 用 を 提 供 し なけ れ ば 、

買戻しをすることができない。

2 買 主 又 は 転 得者が不動 産について費用 を支出したとき は、売主は、第 196条 の 規 定

に 従 い 、 そ の 償 還 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 有 益 費 に つ い て は 、 裁 判 所 は 、

売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

（共有持分の買戻特約付売買）

第 584条 不 動 産 の 共 有 者 の 1人 が 買 戻 し の 特 約 を 付 し て そ の 持 分 を 売 却 し た 後 に 、 そ の

不 動 産 の 分 割 又 は 競 売 が あ っ た と き は 、 売 主 は 、 買 主 が 受 け 、 若 し く は 受 け る べ き

部 分 又 は 代 金 に つ い て 、 買 戻 し を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 売 主 に 通 知 を し な い

でした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
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第 585条 前 条 の 場 合 にお いて、 買主 が不動 産の競 売に おける 買受 人とな ったと きは 、売

主 は 、 競 売 の 代 金 及 び 第 583条 に 規 定 す る 費 用 を 支 払 っ て 買 戻 し を す る こ と が で き

る。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。

2 他 の 共 有 者 が 分 割 を 請 求 し た こ と に よ り 買 主 が 競 売 に お け る 買 受 人 と な っ た と き

は、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。

第 4節 交 換

第 586条 交 換 は 、 当 事者 が互い に金 銭の所 有権以 外の 財産権 を移 転する ことを 約す るこ

とによって、その効力を生ずる。

2 当 事 者 の 一 方 が 他 の 権 利 と と も に 金 銭 の 所 有 権 を 移 転 す る こ と を 約 し た 場 合 に お

けるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。

第 5節 消 費貸借

（消費貸借）

第 587条 消 費 貸 借 は 、当 事者の 一方 が種類 、品質 及び 数量の 同じ 物をも って返 還を する

こ と を 約 し て 相 手 方 か ら 金 銭 そ の 他 の 物 を 受 け 取 る こ と に よ っ て 、 そ の 効 力 を 生 ず

る。

（準消費貸借）

第 588条 消 費 貸 借 に よら ないで 金銭 その他 の物を 給付 する義 務を 負う者 がある 場合 にお

い て 、 当 事 者 が そ の 物 を 消 費 貸 借 の 目 的 と す る こ と を 約 し た と き は 、 消 費 貸 借 は 、

これによって成立したものとみなす。

（消費貸借の予約と破産手続の開始）

第 589条 消 費 貸 借 の 予約 は、そ の後 に当事 者の一 方が 破産手 続開 始の決 定を受 けた とき

は、その効力を失う。

（貸主の担保責任）

第 590条 利 息 付 き の 消費 貸借に おい て、物 に隠れ た瑕 疵があ った ときは 、貸主 は、 瑕疵

が な い 物 を も っ て こ れ に 代 え な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て は 、 損 害 賠 償 の

請求を妨げない。

2 無 利 息 の 消 費 貸 借 に お い て は 、 借 主 は 、 瑕 疵 が あ る 物 の 価 額 を 返 還 す る こ と が で

きる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、

前項の規定を準用する。

（返還の時期）

第 591条 当 事 者 が 返 還の 時期を 定め なかっ たとき は、 貸主は 、相 当の期 間を定 めて 返還

の催告をすることができる。
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2 借 主 は、いつでも返還をすることができる。

（価額の償還）

第 592条 借 主 が 貸 主 から 受け取 った 物と種 類、品 質及 び数量 の同 じ物を もって 返還 をす

る こ と が で き な く な っ た と き は 、 そ の 時 に お け る 物 の 価 額 を 償 還 し な け れ ば な ら な

い。ただし、第 402条 第 2項 に規定する場合は、この限りでない。

第 6節 使 用貸借

（使用貸借）

第 593条 使 用 貸 借 は 、当 事者の 一方 が無償 で使用 及び 収益を した 後に返 還をす るこ とを

約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

（借主による使用及び収益）

第 594条 借 主 は 、 契 約又 はその 目的 物の性 質によ って 定まっ た用 法に従 い、そ の物 の使

用及び収益をしなければならない。

2 借 主 は 、 貸 主 の 承 諾 を 得 な け れ ば 、 第 三 者 に 借 用 物 の 使 用 又 は 収 益 を さ せ る こ と

ができない。

3 借 主 が 前 2項 の 規 定 に 違 反し て 使 用 又 は 収益 を し た と きは 、貸 主 は、 契 約の 解除 を

することができる。

（借用物の費用の負担）

第 595条 借主は 、借用物の通常の必要費を負担する。

2 第 583条 第 2項 の規 定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

（貸主の担保責任）

第 596条 第 551条 の 規定は、使用貸借について準用する。

（借用物の返還の時期）

第 597条 借主は 、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2 当 事 者 が 返 還 の 時 期 を 定 め な か っ た と き は 、 借 主 は 、 契 約 に 定 め た 目 的 に 従 い 使

用 及 び 収 益 を 終 わ っ た 時 に 、 返 還 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 使 用 及 び 収

益 を 終 わ る 前 で あ っ て も 、 使 用 及 び 収 益 を す る の に 足 り る 期 間 を 経 過 し た と き は 、

貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3 当 事 者 が 返 還 の 時 期 並 び に 使 用 及 び 収 益 の 目 的 を 定 め な か っ た と き は 、 貸 主 は 、

いつでも返還を請求することができる。

（借主による収去）

第 598条 借主は 、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
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（借主の死亡による使用貸借の終了）

第 599条 使用貸 借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

（損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限）

第 600条 契 約 の 本 旨 に反 する使 用又 は収益 によっ て生 じた損 害の 賠償及 び借主 が支 出し

た費用の償還は、貸主が返還を受けた時から 1年 以内に請求しなければならない。

第 7節 賃 貸借

第 1款 総 則

（賃貸借）

第 601条 賃貸借 は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、

相 手 方 が こ れ に 対 し て そ の 賃 料 を 支 払 う こ と を 約 す る こ と に よ っ て 、 そ の 効 力 を 生

ずる。

（短期賃貸借）

第 602条 処 分 に つ き 行為 能力の 制限 を受け た者又 は処 分の権 限を 有しな い者が 賃貸 借を

す る 場 合 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 賃 貸 借 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 期 間 を 超 え

ることができない。

一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年

二 前号に 掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年

三 建物の賃貸借 3年

四 動産の賃貸借 6箇 月

（短 期賃貸借の更新）

第 603条 前 条 に 定 め る期 間は、 更新 するこ とがで きる 。ただ し、 その期 間満了 前、 土地

に つ い て は 1年 以 内 、 建 物 に つ い て は 3箇 月 以 内 、 動 産 に つ い て は 1箇 月 以 内 に 、 そ

の更新をしなければならない。

（賃貸借の存続期間）

第 604条 賃 貸 借 の 存続期間は、 20年 を 超 え る ことができない。契約でこれより長い期間

を定めたときであっても、その期間は、 20年 とする 。

2 賃 貸 借 の 存 続 期 間 は 、 更 新 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 期 間 は 、 更 新 の 時 か

ら 20年 を 超えることができない。

第 2款 賃 貸借の効力

（不動産賃貸借の対抗力）

第 605条 不 動 産 の 賃 貸借 は、こ れを 登記し たとき は、 その後 その 不動産 につい て物 権を

取得した者に対しても、その効力を生ずる。
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（賃貸物の修繕等）

第 606条 賃貸人 は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

2 賃 貸 人 が 賃 貸 物 の 保 存 に 必 要 な 行 為 を し よ う と す る と き は 、 賃 借 人 は 、 こ れ を 拒

むことができない。

（賃借人の意思に反する保存行為）

第 607条 賃 貸 人 が 賃 借人 の意思 に反 して保 存行為 をし ようと する 場合に おいて 、そ のた

め に 賃 借 人 が 賃 借 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な く な る と き は 、 賃 借 人 は 、 契 約

の解除をすることができる。

（賃借人による費用の償還請求）

第 608条 賃 借 人 は 、 賃借 物につ いて 賃貸人 の負担 に属 する必 要費 を支出 したと きは 、賃

貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

2 賃 借 人 が 賃 借 物 に つ い て 有 益 費 を 支 出 し た と き は 、 賃 貸 人 は 、 賃 貸 借 の 終 了 の 時

に、第 196条 第 2項 の 規 定 に従 い、その償還を しなければな らない。ただし 、裁判所

は 、 賃 貸 人 の 請 求 に よ り 、 そ の 償 還 に つ い て 相 当 の 期 限 を 許 与 す る こ と が で き る 。

（減収による賃料の減額請求）

第 609条 収 益 を 目 的 とす る土地 の賃 借人は 、不可 抗力 によっ て賃 料より 少ない 収益 を得

たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、

宅地の賃貸借については、この限りでない。

（減収による解除）

第 610条 前 条 の 場 合 に お い て 、 同 条 の 賃 借 人 は 、 不 可 抗 力 に よ っ て 引 き 続 き 2年 以 上 賃

料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

（賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等）

第 611条 賃 借 物 の 一 部が 賃借人 の過 失によ らない で滅 失した とき は、賃 借人は 、そ の滅

失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 残 存 す る 部 分 の み で は 賃 借 人 が 賃 借 を し た 目 的 を 達 す る こ

とができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

（賃借権の譲渡及び転貸の制限）

第 612条 賃 借 人 は 、 賃貸 人の承 諾を 得なけ れば、 その 賃借権 を譲 り渡し 、又は 賃借 物を

転貸することができない。

2 賃 借 人 が 前 項 の 規 定 に 違 反 し て 第 三 者 に 賃 借 物 の 使 用 又 は 収 益 を さ せ た と き は 、

賃貸人は、契約の解除をすることができる。

（転貸の効果）
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第 613条 賃 借 人 が 適 法に 賃借物 を転 貸した ときは 、転 借人は 、賃 貸人に 対して 直接 に義

務 を 負 う 。 こ の 場 合 に お い て は 、 賃 料 の 前 払 を も っ て 賃 貸 人 に 対 抗 す る こ と が で き

ない。

2 前 項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。

（賃料の支払時期）

第 614条 賃 料 は 、 動 産、 建物及 び宅 地につ いては 毎月 末に、 その 他の土 地につ いて は毎

年 末 に 、 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 収 穫 の 季 節 が あ る も の に つ い て は 、 そ

の季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

（賃借人の通知義務）

第 615条 賃 借 物 が 修 繕を 要し、 又は 賃借物 につい て権 利を主 張す る者が あると きは 、賃

借 人 は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 賃 貸 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 賃 貸 人 が 既

にこれを知っているときは、この限りでない。

（使用貸借の規定の準用）

第 616条 第 594条 第 1項 、 第 597条 第 1項 及 び 第 598条 の 規 定 は 、 賃 貸 借 に つ い て 準 用 す

る。

第 3款 賃 貸借の終了

（期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ）

第 617条 当 事 者 が 賃 貸借 の期間 を定 めなか ったと きは 、各当 事者 は、い つでも 解約 の申

入 れ を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 賃 貸 借 は 、 解 約

の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 土地の賃貸借 1年

二 建物の賃貸借 3箇 月

三 動産及び貸席の賃貸借 1日

2 収 穫 の 季 節 が あ る 土 地 の 賃 貸 借 に つ い て は 、 そ の 季 節 の 後 次 の 耕 作 に 着 手 す る 前

に、解約の申入れをしなければならない。

（期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保）

第 618条 当 事 者 が 賃 貸借 の期間 を定 めた場 合であ って も、そ の一 方又は 双方が その 期間

内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

（賃貸借の更新の推定等）

第 619条 賃 貸 借 の 期 間が 満了し た後 賃借人 が賃借 物の 使用又 は収 益を継 続する 場合 にお

い て 、 賃 貸 人 が こ れ を 知 り な が ら 異 議 を 述 べ な い と き は 、 従 前 の 賃 貸 借 と 同 一 の 条

件 で 更 に 賃 貸 借 を し た も の と 推 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 各 当 事 者 は 、 第 617条

の規定により解約の申入れをすることができる。
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2 従 前 の 賃 貸 借 に つ い て 当 事 者 が 担 保 を 供 し て い た と き は 、 そ の 担 保 は 、 期 間 の 満

了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。

（賃貸借の解除の効力）

第 620条 賃 貸 借 の 解 除を した場 合に は、そ の解除 は、 将来に 向か っての みその 効力 を生

ず る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 事 者 の 一 方 に 過 失 が あ っ た と き は 、 そ の 者 に 対 す る 損

害賠償の請求を妨げない。

（損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限）

第 621条 第 600条 の 規定は、賃貸借について準用する。

第 622条 削除

第 8節 雇 用

（雇用）

第 623条 雇 用 は 、 当 事者 の一方 が相 手方に 対して 労働 に従事 する ことを 約し、 相手 方が

これに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

（報酬の支払時期）

第 624条 労 働 者 は 、 その 約した 労働 を終わ った後 でな ければ 、報 酬を請 求する こと がで

きない。

2 期 間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。

（使用者の権利の譲渡の制限等）

第 625条 使 用 者 は 、 労働 者の承 諾を 得なけ れば、 その 権利を 第三 者に譲 り渡す こと がで

きない。

2 労 働 者 は 、 使 用 者 の 承 諾 を 得 な け れ ば 、 自 己 に 代 わ っ て 第 三 者 を 労 働 に 従 事 さ せ

ることができない。

3 労 働 者 が 前 項 の 規 定 に 違 反 し て 第 三 者 を 労 働 に 従 事 さ せ た と き は 、 使 用 者 は 、 契

約の解除をすることができる。

（期間の定めのある雇用の解除）

第 626条 雇 用 の 期 間 が 5年 を 超 え 、 又 は 雇 用 が 当 事 者 の 一 方 若 し く は 第 三 者 の 終 身 の 間

継 続 す べ き と き は 、 当 事 者 の 一 方 は 、 5年 を 経 過 し た 後 、 い つ で も 契 約 の 解 除 を す

ることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、

10年 とす る。

2 前 項 の 規 定 に よ り 契約 の 解 除 を し よ うと す る と き は 、 3箇 月 前 に その 予 告を しな け

ればならない。
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（期間の定めのない雇用の解約の申入れ）

第 627条 当 事 者 が 雇 用の 期間を 定め なかっ たとき は、 各当事 者は 、いつ でも解 約の 申入

れ を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 雇 用 は 、 解 約 の 申 入 れ の 日 か ら 2週 間

を経過することによって終了する。

2 期 間 に よ っ て 報 酬 を 定 め た 場 合 に は 、 解 約 の 申 入 れ は 、 次 期 以 後 に つ い て す る こ

とができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 6箇 月 以 上 の 期 間 に よ っ て 報 酬 を 定 め た 場 合 に は 、 前 項 の 解 約 の 申 入 れ は 、 3箇 月

前にしなければならない。

（やむを得ない事由による雇用の解除）

第 628条 当事者 が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、

各 当 事 者 は 、 直 ち に 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 事 由

が 当 事 者 の 一 方 の 過 失 に よ っ て 生 じ た も の で あ る と き は 、 相 手 方 に 対 し て 損 害 賠 償

の責任を負う。

（雇用の更新の推定等）

第 629条 雇 用 の 期 間 が満 了した 後労 働者が 引き続 きそ の労働 に従 事する 場合に おい て、

使 用 者 が こ れ を 知 り な が ら 異 議 を 述 べ な い と き は 、 従 前 の 雇 用 と 同 一 の 条 件 で 更 に

雇 用 を し た も の と 推 定 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 各 当 事 者 は 、 第 627条 の 規 定 に よ

り解約の申入れをすることができる。

2 従 前 の 雇 用 に つ い て 当 事 者 が 担 保 を 供 し て い た と き は 、 そ の 担 保 は 、 期 間 の 満 了

によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。

（雇用の解除の効力）

第 630条 第 620条 の 規定は、雇用について準用する。

（使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ）

第 631条 使 用 者 が 破 産手 続開始 の決 定を受 けた場 合に は、雇 用に 期間の 定めが ある とき

で あ っ て も 、 労 働 者 又 は 破 産 管 財 人 は 、 第 627条 の 規 定 に よ り 解 約 の 申 入 れ を す る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 各 当 事 者 は 、 相 手 方 に 対 し 、 解 約 に よ っ て 生 じ

た損害の賠償を請求することができない。

第 9節 請 負

（請負）

第 632条 請 負 は 、 当 事者 の一方 があ る仕事 を完成 する ことを 約し 、相手 方がそ の仕 事の

結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

（報酬の支払時期）

第 633条 報 酬 は 、 仕 事の 目的物 の引 渡しと 同時に 、支 払わな けれ ばなら ない。 ただ し、
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物の引渡しを要しないときは、第 624条 第 1項 の規 定を準用する。

（請負人の担保責任）

第 634条 仕 事 の 目 的 物に 瑕疵が ある ときは 、注文 者は 、請負 人に 対し、 相当の 期間 を定

め て 、 そ の 瑕 疵 の 修 補 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 瑕 疵 が 重 要 で な い 場 合 に

おいて、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

2 注 文 者 は 、 瑕 疵 の 修 補 に 代 え て 、 又 は そ の 修 補 と と も に 、 損 害 賠 償 の 請 求 を す る

ことができる。この場合においては、第 533条 の規定を 準用する。

第 635条 仕 事 の 目 的 物に 瑕疵が あり 、その ために 契約 をした 目的 を達す ること がで きな

い と き は 、 注 文 者 は 、 契 約 の 解 除 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 建 物 そ の 他 の 土 地

の工作物については、この限りでない。

（請負人の担保責任に関する規定の不適用）

第 636条 前 2条 の 規 定 は 、 仕 事 の 目 的 物 の 瑕 疵 が 注 文 者 の 供 し た 材 料 の 性 質 又 は 注 文 者

の 与 え た 指 図 に よ っ て 生 じ た と き は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、 請 負 人 が そ の 材 料 又 は

指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

（請負人の担保責任の存続期間）

第 637条 前 3条 の 規 定 に よ る 瑕 疵 の 修 補 又 は 損 害 賠 償 の 請 求 及 び 契 約 の 解 除 は 、 仕 事 の

目的物を引き渡した時から 1年 以内 にしなければならない。

2 仕 事 の 目 的 物 の 引 渡 し を 要 し な い 場 合 に は 、 前 項 の 期 間 は 、 仕 事 が 終 了 し た 時 か

ら起算する。

第 638条 建 物 そ の 他 の土 地の工 作物 の請負 人は、 その 工作物 又は 地盤の 瑕疵に つい て、

引 渡 し の 後 5年 間 そ の 担 保 の 責 任 を 負 う 。 た だ し 、 こ の 期 間 は 、 石 造 、 土 造 、 れ ん

が造 、コ ン クリ ー ト造 、金 属 造そ の 他これ らに類 する 構造の 工作 物につ いて は、 10

年 とする。

2 工 作 物 が 前 項 の 瑕 疵 に よ っ て 滅 失 し 、 又 は 損 傷 し た と き は 、 注 文 者 は 、 そ の 滅 失

又は損傷の時から 1年 以 内に、第 634条 の規定に よる権利を行使しなければならない。

（担保責任の存続期間の伸長）

第 639条 第 637条 及 び前 条 第 1項 の 期 間は、第 167条 の 規 定 に よる消滅時効の期間内に限

り、契約で伸長することができる。

（担保責任を負わない旨の特約）

第 640条 請 負 人 は 、 第 634条 又 は 第 635条 の 規 定 に よ る 担 保 の 責 任 を 負 わ な い 旨 の 特 約

を し た と き で あ っ て も 、 知 り な が ら 告 げ な か っ た 事 実 に つ い て は 、 そ の 責 任 を 免 れ

ることができない。
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（注文者による契約の解除）

第 641条 請 負 人 が 仕 事を 完成し ない 間は、 注文者 は、 いつで も損 害を賠 償して 契約 の解

除をすることができる。

（注文者についての破産手続の開始による解除）

第 642条 注 文 者 が 破 産手 続開始 の決 定を受 けたと きは 、請負 人又 は破産 管財人 は、 契約

の 解 除 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 請 負 人 は 、 既 に し た 仕 事 の 報 酬 及

びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

2 前 項 の 場 合 に は 、 契 約 の 解 除 に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 は 、 破 産 管 財 人 が 契 約 の

解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、

請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。

第 10節 委 任

（委 任）

第 643条 委 任 は 、 当 事者 の一方 が法 律行為 をする こと を相手 方に 委託し 、相手 方が これ

を承諾することによって、その効力を生ずる。

（受任者の注意義務）

第 644条 受 任 者 は 、 委任 の本旨 に従 い、善 良な管 理者 の注意 をも って、 委任事 務を 処理

する義務を負う。

（受任者による報告）

第 645条 受 任 者 は 、 委任 者の請 求が あると きは、 いつ でも委 任事 務の処 理の状 況を 報告

し 、 委 任 が 終 了 し た 後 は 、 遅 滞 な く そ の 経 過 及 び 結 果 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（受任者による受取物の引渡し等）

第 646条 受 任 者 は 、 委任 事務を 処理 するに 当たっ て受 け取っ た金 銭その 他の物 を委 任者

に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2 受 任 者 は 、 委 任 者 の た め に 自 己 の 名 で 取 得 し た 権 利 を 委 任 者 に 移 転 し な け れ ば な

らない。

（受任者の金銭の消費についての責任）

第 647条 受 任 者 は 、 委任 者に引 き渡 すべき 金額又 はそ の利益 のた めに用 いるべ き金 額を

自 己 の た め に 消 費 し た と き は 、 そ の 消 費 し た 日 以 後 の 利 息 を 支 払 わ な け れ ば な ら な

い。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

（受任者の報酬）

第 648条 受 任 者 は 、 特約 がなけ れば 、委任 者に対 して 報酬を 請求 するこ とがで きな い。

2 受 任 者 は 、 報 酬 を 受 け る べ き 場 合 に は 、 委 任 事 務 を 履 行 し た 後 で な け れ ば 、 こ れ
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を 請 求 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 期 間 に よ っ て 報 酬 を 定 め た と き は 、 第 624条

第 2項 の規定を準用する。

3 委 任 が 受 任 者 の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ っ て 履 行 の 中 途 で 終 了 し た

ときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

（受任者による費用の前払請求）

第 649条 委 任 事 務 を 処理 するに つい て費用 を要す ると きは、 委任 者は、 受任者 の請 求に

より、その前払をしなければならない。

（受任者による費用等の償還請求等）

第 650条 受 任 者 は 、 委任 事務を 処理 するの に必要 と認 められ る費 用を支 出した とき は、

委 任 者 に 対 し 、 そ の 費 用 及 び 支 出 の 日 以 後 に お け る そ の 利 息 の 償 還 を 請 求 す る こ と

ができる。

2 受 任 者 は 、 委 任 事 務 を 処 理 す る の に 必 要 と 認 め ら れ る 債 務 を 負 担 し た と き は 、 委

任 者 に 対 し 、 自 己 に 代 わ っ て そ の 弁 済 を す る こ と を 請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て 、 そ の 債 務 が 弁 済 期 に な い と き は 、 委 任 者 に 対 し 、 相 当 の 担 保 を 供 さ せ

ることができる。

3 受 任 者 は 、 委 任 事 務 を 処 理 す る た め 自 己 に 過 失 な く 損 害 を 受 け た と き は 、 委 任 者

に対し、その賠償を請求することができる。

（委任の解除）

第 651条 委任は 、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2 当 事 者 の 一 方 が 相 手 方 に 不 利 な 時 期 に 委 任 の 解 除 を し た と き は 、 そ の 当 事 者 の 一

方 は 、 相 手 方 の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い 事 由 が あ っ

たときは、この限りでない。

（委任の解除の効力）

第 652条 第 620条 の 規定は、委任について準用する。

（委任の終了事由）

第 653条 委任は 、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

（委任の終了後の処分）

第 654条 委 任 が 終 了 した 場合に おい て、急 迫の事 情が あると きは 、受任 者又は その 相続

人 若 し く は 法 定 代 理 人 は 、 委 任 者 又 は そ の 相 続 人 若 し く は 法 定 代 理 人 が 委 任 事 務 を

処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
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（委任の終了の対抗要件）

第 655条 委 任 の 終 了 事由 は、こ れを 相手方 に通知 した とき、 又は 相手方 がこれ を知 って

いたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

（準委任）

第 656条 この節 の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

第 11節 寄 託

（寄 託）

第 657条 寄 託 は 、 当 事者 の一方 が相 手方の ために 保管 をする こと を約し てある 物を 受け

取ることによって、その効力を生ずる。

（寄託物の使用及び第三者による保管）

第 658条 受 寄 者 は 、 寄託 者の承 諾を 得なけ れば、 寄託 物を使 用し 、又は 第三者 にこ れを

保管させることができない。

2 第 105条 及 び 第 107条 第 2項 の 規 定 は 、 受 寄 者 が 第 三 者 に 寄 託 物 を 保 管 さ せ る こ と

ができる場合について準用する。

（無償受寄者の注意義務）

第 659条 無 報 酬 で 寄 託を 受けた 者は 、自己 の財産 に対 するの と同 一の注 意をも って 、寄

託物を保管する義務を負う。

（受寄者の通知義務）

第 660条 寄 託 物 に つ いて 権利を 主張 する第 三者が 受寄 者に対 して 訴えを 提起し 、又 は差

押 え 、 仮 差 押 え 若 し く は 仮 処 分 を し た と き は 、 受 寄 者 は 、 遅 滞 な く そ の 事 実 を 寄 託

者に通知しなければならない。

（寄託者による損害賠償）

第 661条 寄 託 者 は 、 寄託 物の性 質又 は瑕疵 によっ て生 じた損 害を 受寄者 に賠償 しな けれ

ばならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、

又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。

（寄託者による返還請求）

第 662条 当 事 者 が 寄 託物 の返還 の時 期を定 めたと きで あって も、 寄託者 は、い つで もそ

の返還を請求することができる。

（寄託物の返還の時期）

第 663条 当 事 者 が 寄 託物 の返還 の時 期を定 めなか った ときは 、受 寄者は 、いつ でも その

返還をすることができる。
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2 返 還 の 時 期 の 定 め が あ る と き は 、 受 寄 者 は 、 や む を 得 な い 事 由 が な け れ ば 、 そ の

期限前に返還をすることができない。

（寄託物の返還の場所）

第 664条 寄 託 物 の 返 還は 、その 保管 をすべ き場所 でし なけれ ばな らない 。ただ し、 受寄

者 が 正 当 な 事 由 に よ っ て そ の 物 を 保 管 す る 場 所 を 変 更 し た と き は 、 そ の 現 在 の 場 所

で返還をすることができる。

（委任の規定の準用）

第 665条 第 646条 か ら 第 650条 ま で （ 同 条 第 3項 を 除 く 。） の 規定 は 、 寄 託 に つい て 準 用

する。

（消費寄託）

第 666条 第 5節 （ 消 費 貸 借 ） の 規 定 は 、 受 寄 者 が 契 約 に よ り 寄 託 物 を 消 費 す る こ と が で

きる場合について準用する。

2 前 項 に お い て 準 用 す る 第 591条 第 1項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 前 項 の 契 約 に 返 還 の 時

期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。

第 12節 組 合

（組 合契約）

第 667条 組 合 契 約 は 、各 当事者 が出 資をし て共同 の事 業を営 むこ とを約 するこ とに よっ

て、その効力を生ずる。

2 出 資は、労務をその目的とすることができる。

（組合財産の共有）

第 668条 各組合 員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

（金銭出資の不履行の責任）

第 669条 金 銭 を 出 資 の目 的とし た場 合にお いて、 組合 員がそ の出 資をす ること を怠 った

ときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

（業務の執行の方法）

第 670条 組合の 業務の執行は、組合員の過半数で決する。

2 前 項 の業 務の執行は、組合契約でこれを委任した者（次項において「業務執行者」

という。）が数人あるときは、その過半数で決する。

3 組 合 の 常 務 は 、 前 2項 の 規 定 に か か わ ら ず、 各 組 合 員 又は 各業 務 執行 者 が単 独で 行

う こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 完 了 前 に 他 の 組 合 員 又 は 業 務 執 行 者 が 異 議 を 述 べ た

ときは、この限りでない。
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（委任の規定の準用）

第 671条 第 644条 か ら 第 650条 ま で の 規 定 は 、 組 合 の 業 務 を 執 行 す る 組 合 員 に つ い て 準

用する。

（業務執行組合員の辞任及び解任）

第 672条 組 合 契 約 で 1人 又 は 数 人 の 組 合 員 に 業 務 の 執 行 を 委 任 し た と き は 、 そ の 組 合 員

は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

2 前 項 の 組 合 員 は 、 正 当 な 事 由 が あ る 場 合 に 限 り 、 他 の 組 合 員 の 一 致 に よ っ て 解 任

することができる。

（組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査）

第 673条 各 組 合 員 は 、組 合の業 務を 執行す る権利 を有 しない とき であっ ても、 その 業務

及び組合財産の状況を検査することができる。

（組合員の損益分配の割合）

第 674条 当 事 者 が 損 益分 配の割 合を 定めな かった とき は、そ の割 合は、 各組合 員の 出資

の価額に応じて定める。

2 利 益 又 は 損 失 に つ い て の み 分 配 の 割 合 を 定 め た と き は 、 そ の 割 合 は 、 利 益 及 び 損

失に共通であるものと推定する。

（組合員に対する組合の債権者の権利の行使）

第 675条 組 合 の 債 権 者は 、その 債権 の発生 の時に 組合 員の損 失分 担の割 合を知 らな かっ

たときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

（組合員の持分の処分及び組合財産の分割）

第 676条 組 合 員 は 、 組合 財産に つい てその 持分を 処分 したと きは 、その 処分を もっ て組

合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。

2 組 合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

（組合の債務者による相殺の禁止）

第 677条 組合の 債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

（組合員の脱退）

第 678条 組 合 契 約 で 組合 の存続 期間 を定め なかっ たと き、又 はあ る組合 員の終 身の 間組

合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。

た だ し 、 や む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 組 合 に 不 利 な 時 期 に 脱 退 す る こ と が

できない。

2 組 合 の 存 続 期 間 を 定 め た 場 合 で あ っ て も 、 各 組 合 員 は 、 や む を 得 な い 事 由 が あ る

ときは、脱退することができる。
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第 679条 前条の 場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。

一 死亡

二 破産手続開始の決定を受けたこと。

三 後見開始の審判を受けたこと。

四 除名

（組合員の除名）

第 680条 組 合 員 の 除 名は 、正当 な事 由があ る場合 に限 り、他 の組 合員の 一致に よっ てす

る こ と が で き る 。 た だ し 、 除 名 し た 組 合 員 に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば 、 こ れ を も っ

てその組合員に対抗することができない。

（脱退した組合員の持分の払戻し）

第 681条 脱 退 し た 組 合員 と他の 組合 員との 間の計 算は 、脱退 の時 におけ る組合 財産 の状

況に従ってしなければならない。

2 脱 退 し た 組 合 員 の 持 分 は 、 そ の 出 資 の 種 類 を 問 わ ず 、 金 銭 で 払 い 戻 す こ と が で き

る。

3 脱 退 の 時 に ま だ 完 了 し て い な い 事 項 に つ い て は 、 そ の 完 了 後 に 計 算 を す る こ と が

できる。

（組合の解散事由）

第 682条 組合は 、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

（組合の解散の請求）

第 683条 や む を 得 な い事 由があ ると きは、 各組合 員は 、組合 の解 散を請 求する こと がで

きる。

（組合契約の解除の効力）

第 684条 第 620条 の 規定は、組合契約について準用する。

（組合の清算及び清算人の選任）

第 685条 組 合 が 解 散 した ときは 、清 算は、 総組合 員が 共同し て、 又はそ の選任 した 清算

人がこれをする。

2 清 算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

（清算人の業務の執行の方法）

第 686条 第 670条 の 規定は、清算人が数人ある場合について準用する。

（組合員である清算人の辞任及び解任）

第 687条 第 672条 の 規 定 は 、 組 合 契 約 で 組 合 員の 中 か ら 清 算 人を 選 任 し た 場 合に つ い て

準用する。
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（清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法）

第 688条 清算人 の職務は、次のとおりとする。

一 現務の結了

二 債権の取立て及び債務の弁済

三 残余財産の引渡し

2 清 算 人 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 職 務 を 行 う た め に 必 要 な 一 切 の 行 為 を す る こ と が で

きる。

3 残 余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

第 13節 終 身定期金

（終身定期金契約）

第 689条 終 身 定 期 金 契約 は、当 事者 の一方 が、自 己、 相手方 又は 第三者 の死亡 に至 るま

で 、 定 期 に 金 銭 そ の 他 の 物 を 相 手 方 又 は 第 三 者 に 給 付 す る こ と を 約 す る こ と に よ っ

て、その効力を生ずる。

（終身定期金の計算）

第 690条 終身定 期金は、日割りで計算する。

（終身定期金契約の解除）

第 691条 終 身 定 期 金 債務 者が終 身定 期金の 元本を 受領 した場 合に おいて 、その 終身 定期

金 の 給 付 を 怠 り 、 又 は そ の 他 の 義 務 を 履 行 し な い と き は 、 相 手 方 は 、 元 本 の 返 還 を

請 求 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 相 手 方 は 、 既 に 受 け 取 っ た 終 身 定 期 金

の 中 か ら そ の 元 本 の 利 息 を 控 除 し た 残 額 を 終 身 定 期 金 債 務 者 に 返 還 し な け れ ば な ら

ない。

2 前 項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

（終身定期金契約の解除と同時履行）

第 692条 第 533条 の 規定は、前条の場合について準用する。

（終身定期金債権の存続の宣告）

第 693条 終 身 定 期 金 債 務 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よっ て 第 689条 に 規 定 す る死 亡 が 生

じ た と き は 、 裁 判 所 は 、 終 身 定 期 金 債 権 者 又 は そ の 相 続 人 の 請 求 に よ り 、 終 身 定 期

金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。

2 前 項の規定は、第 691条 の 権利の行使を妨げない。

（終身定期金の遺贈）

第 694条 この節 の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
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第 14節 和 解

（和 解）

第 695条 和 解 は 、 当 事者 が互い に譲 歩をし てその 間に 存する 争い をやめ ること を約 する

ことによって、その効力を生ずる。

（和解の効力）

第 696条 当 事 者 の 一 方が 和解に よっ て争い の目的 であ る権利 を有 するも のと認 めら れ、

又 は 相 手 方 が こ れ を 有 し な い も の と 認 め ら れ た 場 合 に お い て 、 そ の 当 事 者 の 一 方 が

従 来 そ の 権 利 を 有 し て い な か っ た 旨 の 確 証 又 は 相 手 方 が こ れ を 有 し て い た 旨 の 確 証

が 得 ら れ た と き は 、 そ の 権 利 は 、 和 解 に よ っ て そ の 当 事 者 の 一 方 に 移 転 し 、 又 は 消

滅したものとする。

第 3章 事 務管理

（事務管理）

第 697条 義 務 な く 他 人の ために 事務 の管理 を始め た者 （以下 この 章にお いて「 管理 者」

と い う 。） は 、 そ の 事 務 の 性 質 に 従 い 、 最 も 本 人 の 利 益 に 適 合 す る 方 法 に よ っ て 、

その事務の管理（以下「事務管理」という。）をしなければならない。

2 管 理 者 は 、 本 人 の 意 思 を 知 っ て い る と き 、 又 は こ れ を 推 知 す る こ と が で き る と き

は、その意思に従って事務管理をしなければならない。

（緊急事務管理）

第 698条 管 理 者 は 、 本人 の身体 、名 誉又は 財産に 対す る急迫 の危 害を免 れさせ るた めに

事 務 管 理 を し た と き は 、 悪 意 又 は 重 大 な 過 失 が あ る の で な け れ ば 、 こ れ に よ っ て 生

じた損害を賠償する責任を負わない。

（管理者の通知義務）

第 699条 管 理 者 は 、 事務 管理を 始め たこと を遅滞 なく 本人に 通知 しなけ ればな らな い。

ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

（管理者による事務管理の継続）

第 700条 管 理 者 は 、 本人 又はそ の相 続人若 しくは 法定 代理人 が管 理をす ること がで きる

に 至 る ま で 、 事 務 管 理 を 継 続 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 事 務 管 理 の 継 続 が 本 人

の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。

（委任の規定の準用）

第 701条 第 645条 か ら第 647条 までの規 定は、事務管理について準用する。

（管理者による費用の償還請求等）
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第 702条 管 理 者 は 、 本人 のため に有 益な費 用を支 出し たとき は、 本人に 対し、 その 償還

を請求することができる。

2 第 650条 第 2項 の 規 定 は 、 管 理 者 が 本 人 の た め に 有 益 な 債 務 を 負 担 し た 場 合 に つ い

て準用する。

3 管 理 者 が 本 人 の 意 思 に 反 し て 事 務 管 理 を し た と き は 、 本 人 が 現 に 利 益 を 受 け て い

る限度においてのみ、前 2項 の規定 を適用する。

第 4章 不 当利得

（不当利得の返還義務）

第 703条 法 律 上 の 原 因な く他人 の財 産又は 労務に よっ て利益 を受 け、そ のため に他 人に

損 失 を 及 ぼ し た 者 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 受 益 者 」 と い う 。） は 、 そ の 利 益 の 存 す

る限度において、これを返還する義務を負う。

（悪意の受益者の返還義務等）

第 704条 悪 意 の 受 益 者は 、その 受け た利益 に利息 を付 して返 還し なけれ ばなら ない 。こ

の場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

（債務の不存在を知ってした弁済）

第 705条 債 務 の 弁 済 とし て給付 をし た者は 、その 時に おいて 債務 の存在 しない こと を知

っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。

（期限前の弁済）

第 706条 債 務 者 は 、 弁済 期にな い債 務の弁 済とし て給 付をし たと きは、 その給 付し たも

の の 返 還 を 請 求 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 債 務 者 が 錯 誤 に よ っ て そ の 給 付 を し

たときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

（他人の債務の弁済）

第 707条 債 務 者 で な い者 が錯誤 によ って債 務の弁 済を した場 合に おいて 、債権 者が 善意

で 証 書 を 滅 失 さ せ 若 し く は 損 傷 し 、 担 保 を 放 棄 し 、 又 は 時 効 に よ っ て そ の 債 権 を 失

ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

2 前 項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。

（不法原因給付）

第 708条 不 法 な 原 因 のた めに給 付を した者 は、そ の給 付した もの の返還 を請求 する こと

が で き な い 。 た だ し 、 不 法 な 原 因 が 受 益 者 に つ い て の み 存 し た と き は 、 こ の 限 り で

ない。

第 5章 不 法行為
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（不法行為による損害賠償）

第 709条 故 意 又 は 過 失に よって 他人 の権利 又は法 律上 保護さ れる 利益を 侵害し た者 は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

（財産以外の損害の賠償）

第 710条 他 人 の 身 体 、自 由若し くは 名誉を 侵害し た場 合又は 他人 の財産 権を侵 害し た場

合 の い ず れ で あ る か を 問 わ ず 、 前 条 の 規 定 に よ り 損 害 賠 償 の 責 任 を 負 う 者 は 、 財 産

以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

（近親者に対する損害の賠償）

第 711条 他 人 の 生 命 を侵 害した 者は 、被害 者の父 母、 配偶者 及び 子に対 しては 、そ の財

産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

（責任能力）

第 712条 未 成 年 者 は 、他 人に損 害を 加えた 場合に おい て、自 己の 行為の 責任を 弁識 する

に足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第 713条 精 神 上 の 障 害に より自 己の 行為の 責任を 弁識 する能 力を 欠く状 態にあ る間 に他

人 に 損 害 を 加 え た 者 は 、 そ の 賠 償 の 責 任 を 負 わ な い 。 た だ し 、 故 意 又 は 過 失 に よ っ

て一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

（責任無能力者の監督義務者等の責任）

第 714条 前 2条 の 規 定 に よ り 責 任 無 能 力 者 が そ の 責 任 を 負 わ な い 場 合 に お い て 、 そ の 責

任 無 能 力 者 を 監 督 す る 法 定 の 義 務 を 負 う 者 は 、 そ の 責 任 無 能 力 者 が 第 三 者 に 加 え た

損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。 た だ し 、 監 督 義 務 者 が そ の 義 務 を 怠 ら な か っ た と き 、

又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

2 監 督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

（使用者等の責任）

第 715条 あ る 事 業 の ため に他人 を使 用する 者は、 被用 者がそ の事 業の執 行につ いて 第三

者 に 加 え た 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。 た だ し 、 使 用 者 が 被 用 者 の 選 任 及 び そ の 事

業 の 監 督 に つ い て 相 当 の 注 意 を し た と き 、 又 は 相 当 の 注 意 を し て も 損 害 が 生 ず べ き

であったときは、この限りでない。

2 使 用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

3 前 2項 の 規 定 は 、 使 用 者 又は 監 督 者 か ら 被用 者 に 対 す る求 償権 の 行使 を 妨げ ない 。

（注文者の責任）

第 716条 注 文 者 は 、 請負 人がそ の仕 事につ いて第 三者 に加え た損 害を賠 償する 責任 を負

わ な い 。 た だ し 、 注 文 又 は 指 図 に つ い て そ の 注 文 者 に 過 失 が あ っ た と き は 、 こ の 限

りでない。
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（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任）

第 717条 土 地 の 工 作 物の 設置又 は保 存に瑕 疵があ るこ とによ って 他人に 損害を 生じ たと

き は 、 そ の 工 作 物 の 占 有 者 は 、 被 害 者 に 対 し て そ の 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。 た

だ し 、 占 有 者 が 損 害 の 発 生 を 防 止 す る の に 必 要 な 注 意 を し た と き は 、 所 有 者 が そ の

損害を賠償しなければならない。

2 前 項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前 2項 の 場 合 に お い て 、 損害 の 原 因 に つ いて 他 に そ の 責任 を負 う 者が あ ると きは 、

占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

（動物の占有者等の責任）

第 718条 動物の 占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、

動 物 の 種 類 及 び 性 質 に 従 い 相 当 の 注 意 を も っ て そ の 管 理 を し た と き は 、 こ の 限 り で

ない。

2 占 有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

（共同不法行為者の責任）

第 719条 数 人 が 共 同 の不 法行為 によ って他 人に損 害を 加えた とき は、各 自が連 帯し てそ

の 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。 共 同 行 為 者 の う ち い ず れ の 者 が そ の 損 害 を 加 え た か

を知ることができないときも、同様とする。

2 行 為 者 を 教 唆 し た 者 及 び 幇 助 し た 者 は 、 共 同 行 為 者 と み な し て 、 前 項 の 規 定 を 適

用する。

（正当防衛及び緊急避難）

第 720条 他 人 の 不 法 行為 に対し 、自 己又は 第三者 の権 利又は 法律 上保護 される 利益 を防

衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、

被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。

2 前 項 の 規 定 は 、 他 人 の 物 か ら 生 じ た 急 迫 の 危 難 を 避 け る た め そ の 物 を 損 傷 し た 場

合について準用する。

（損害賠償請求権に関する胎児の権利能力）

第 721条 胎児は 、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

（損害賠償の方法及び過失相殺）

第 722条 第 417条 の 規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被 害 者 に 過 失 が あ っ た と き は 、 裁 判 所 は 、 こ れ を 考 慮 し て 、 損 害 賠 償 の 額 を 定 め

ることができる。

（名誉毀損における原状回復）

第 723条 他 人 の 名 誉 を毀 損した 者に 対して は、裁 判所 は、被 害者 の請求 により 、損 害賠
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償 に 代 え て 、 又 は 損 害 賠 償 と と も に 、 名 誉 を 回 復 す る の に 適 当 な 処 分 を 命 ず る こ と

ができる。

（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）

第 724条 不 法 行 為 に よる 損害賠 償の 請求権 は、被 害者 又はそ の法 定代理 人が損 害及 び加

害 者 を 知 っ た 時 か ら 3年 間 行 使 し な い と き は 、 時 効 に よ っ て 消 滅 す る 。 不 法 行 為 の

時から 20年 を経過 したときも、同様とする。

第 4編 親 族

第 1章 総 則

（親族の範囲）

第 725条 次に掲 げる者は、親族とする。

一 6親 等内の 血族

二 配偶者

三 3親 等内の 姻族

（親等の計算）

第 726条 親等は 、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2 傍 系 親 族 の 親 等 を 定め る に は 、 そ の 1人 又 は そ の 配 偶 者か ら同 一 の祖 先 にさ かの ぼ

り、その祖先から他の 1人 に下るまでの世代数による。

（縁組による親族関係の発生）

第 727条 養 子 と 養 親 及び その血 族と の間に おいて は、 養子縁 組の 日から 、血族 間に おけ

るのと同一の親族関係を生ずる。

（離婚等による姻族関係の終了）

第 728条 姻族関 係は、離婚によって終了する。

2 夫 婦 の 一 方 が 死 亡 し た 場 合 に お い て 、 生 存 配 偶 者 が 姻 族 関 係 を 終 了 さ せ る 意 思 を

表示したときも、前項と同様とする。

（離縁による親族関係の終了）

第 729条 養 子 及 び そ の配 偶者並 びに 養子の 直系卑 属及 びその 配偶 者と養 親及び その 血族

との親族関係は、離縁によって終了する。

（親族間の扶け合い）

第 730条 直系血 族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

第 2章 婚 姻

第 1節 婚 姻の成立
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第 1款 婚 姻の要件

（婚姻適齢）

第 731条 男は、 18歳 に、 女は、 16歳 にな らなければ、婚姻をすることができない。

（重婚の禁止）

第 732条 配偶者 のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

（再婚禁止期間）

第 733条 女は 、前婚の解消又は取消しの日から起算して 100日 を経 過した後でなければ、

再婚をすることができない。

2 前 項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合

二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

（近親者間の婚姻の禁止）

第 734条 直 系 血 族 又 は 3親 等 内 の 傍 系 血 族 の 間 で は 、 婚 姻 を す る こ と が で き な い 。 た だ

し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2 第 817条 の 9の 規定 により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

（直系姻族間の婚姻の禁止）

第 735条 直 系 姻 族 の間では、婚姻をすることができない。第 728条 又 は 第 817条 の 9の 規

定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

（養親子等の間の婚姻の禁止）

第 736条 養 子 若 し く はそ の配偶 者又 は養子 の直系 卑属 若しく はそ の配偶 者と養 親又 はそ

の 直 系 尊 属 と の 間 で は 、 第 729条 の 規 定 に よ り 親 族 関 係 が 終 了 し た 後 で も 、 婚 姻 を

することができない。

（未成年者の婚姻についての父母の同意）

第 737条 未成年 の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

2 父 母 の 一 方 が 同 意 し な い と き は 、 他 の 一 方 の 同 意 だ け で 足 り る 。 父 母 の 一 方 が 知

れ な い と き 、 死 亡 し た と き 、 又 は そ の 意 思 を 表 示 す る こ と が で き な い と き も 、 同 様

とする。

（成年被後見人の婚姻）

第 738条 成年被 後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

（婚姻の届出）

第 739条 婚 姻 は 、 戸籍 法（昭 和 22年 法 律 第 224号 ） の 定 め る とこ ろによ り届け 出る こと



- 110/161 -

powered by インターネット六法 .com

によって、その効力を生ずる。

2 前 項 の 届 出 は 、 当 事者 双 方 及 び 成 年 の証 人 2人 以 上 が 署名 した 書 面で 、 又は これ ら

の者から口頭で、しなければならない。

（婚姻の届出の受理）

第 740条 婚 姻 の 届 出は、その婚姻が第 731条 か ら第 737条 ま で 及び 前条第 2項 の 規 定 その

他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

（外国に在る日本人間の婚姻の方式）

第 741条 外 国 に 在 る 日本 人間で 婚姻 をしよ うとす ると きは、 その 国に駐 在する 日本 の大

使 、 公 使 又 は 領 事 に そ の 届 出 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 前 2条 の

規定を準用する。

第 2款 婚 姻の無効及び取消し

（婚姻の無効）

第 742条 婚姻は 、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

二 当 事者 が婚姻 の届出 をしないと き。ただし、 その届出が第 739条 第 2項 に 定 め る

方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

（婚姻の取消し）

第 743条 婚 姻 は 、 次 条 か ら 第 747条 ま で の 規 定に よ ら な け れ ば、 取 り 消 す こ とが で き な

い。

（不適法な婚姻の取消し）

第 744条 第 731条 か ら 第 736条 ま で の 規 定 に 違 反 し た 婚 姻 は 、 各 当 事 者 、 そ の 親 族 又 は

検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、

当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

2 第 732条 又 は 第 733条 の 規 定 に 違 反し た 婚 姻 に つい て は、 当事 者 の配 偶 者又 は前 配

偶者も、その取消しを請求することができる。

（不適齢者の婚姻の取消し）

第 745条 第 731条 の 規 定 に 違 反 し た 婚 姻 は 、 不適 齢 者 が 適 齢 に達 し た と き は 、そ の 取 消

しを請求することができない。

2 不 適 齢 者 は 、 適 齢 に達 し た 後 、 な お 3箇 月 間 は 、 そ の 婚姻 の取 消 しを 請 求す るこ と

ができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

（再婚禁止期間内にした婚姻の取消し）

第 746条 第 733条 の 規 定 に 違 反 し た 婚 姻 は 、 前婚 の 解 消 若 し くは 取 消 し の 日 から 起 算 し
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て 100日 を 経 過 し 、 又 は 女 が 再 婚 後 に 出 産 し た と き は 、 そ の 取 消 し を 請 求 す る こ と

ができない。

（詐欺又は強迫による婚姻の取消し）

第 747条 詐 欺 又 は 強 迫に よって 婚姻 をした 者は、 その 婚姻の 取消 しを家 庭裁判 所に 請求

することができる。

2 前 項 の 規 定に よ る取 消権 は、当 事者 が、詐 欺を 発見し 、若し くは 強迫を 免れ た後 3

箇 月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

（婚姻の取消しの効力）

第 748条 婚姻の 取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2 婚 姻 の 時 に お い て そ の 取 消 し の 原 因 が あ る こ と を 知 ら な か っ た 当 事 者 が 、 婚 姻 に

よ っ て 財 産 を 得 た と き は 、 現 に 利 益 を 受 け て い る 限 度 に お い て 、 そ の 返 還 を し な け

ればならない。

3 婚 姻 の 時 に お い て そ の 取 消 し の 原 因 が あ る こ と を 知 っ て い た 当 事 者 は 、 婚 姻 に よ

っ て 得 た 利 益 の 全 部 を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 相 手 方 が 善 意

であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

（離婚の規定の準用）

第 749条 第 728条 第 1項 、 第 766条 か ら 第 769条 ま で 、 第 790条 第 1項 た だ し 書並びに第 8

19条 第 2項 、第 3項 、第 5項 及び 第 6項 の規定 は、婚姻の取消しについて準用する。

第 2節 婚 姻の効力

（夫婦の氏）

第 750条 夫婦は 、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

（生存配偶者の復氏等）

第 751条 夫 婦 の 一 方 が死 亡した とき は、生 存配偶 者は 、婚姻 前の 氏に復 するこ とが でき

る。

2 第 769条 の 規定 は、前項及び第 728条 第 2項 の場合について準用する。

（同居、協力及び扶助の義務）

第 752条 夫婦は 同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

（婚姻による成年擬制）

第 753条 未成年 者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

（夫婦間の契約の取消権）

第 754条 夫 婦 間 で し た契 約は、 婚姻 中、い つでも 、夫 婦の一 方か らこれ を取り 消す こと
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ができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

第 3節 夫 婦財産制

第 1款 総 則

（夫婦の財産関係）

第 755条 夫 婦 が 、 婚 姻の 届出前 に、 その財 産につ いて 別段の 契約 をしな かった とき は、

その財産関係は、次款に定めるところによる。

（夫婦財産契約の対抗要件）

第 756条 夫 婦 が 法 定 財産 制と異 なる 契約を したと きは 、婚姻 の届 出まで にその 登記 をし

なければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第 757条 削除

（夫 婦の財産関係の変更の制限等）

第 758条 夫婦の 財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2 夫 婦 の 一 方 が 、 他 の 一 方 の 財 産 を 管 理 す る 場 合 に お い て 、 管 理 が 失 当 で あ っ た こ

と に よ っ て そ の 財 産 を 危 う く し た と き は 、 他 の 一 方 は 、 自 ら そ の 管 理 を す る こ と を

家庭裁判所に請求することができる。

3 共 有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

（財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件）

第 759条 前 条 の 規 定 又 は 第 755条 の 契 約 の 結 果に よ り 、 財 産 の管 理 者 を 変 更 し、 又 は 共

有 財 産 の 分 割 を し た と き は 、 そ の 登 記 を し な け れ ば 、 こ れ を 夫 婦 の 承 継 人 及 び 第 三

者に対抗することができない。

第 2款 法 定財産制

（婚姻費用の分担）

第 760条 夫 婦 は 、 そ の資 産、収 入そ の他一 切の事 情を 考慮し て、 婚姻か ら生ず る費 用を

分担する。

（日常の家事に関する債務の連帯責任）

第 761条 夫婦の 一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、

こ れ に よ っ て 生 じ た 債 務 に つ い て 、 連 帯 し て そ の 責 任 を 負 う 。 た だ し 、 第 三 者 に 対

し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

（夫婦間における財産の帰属）

第 762条 夫 婦 の 一 方 が婚 姻前か ら有 する財 産及び 婚姻 中自己 の名 で得た 財産は 、そ の特
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有財産（夫婦の一方が単独で有する財産をいう。）とする。

2 夫 婦 のい ずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

第 4節 離 婚

第 1款 協 議上の離婚

（協議上の離婚）

第 763条 夫婦は 、その協議で、離婚をすることができる。

（婚姻の規定の準用）

第 764条 第 738条 、 第 739条 及び第 747条 の規定は 、協議上の離婚について準用する。

（離婚の届出の受理）

第 765条 離 婚 の 届 出は、 その離婚が前 条において準用 する第 739条 第 2項 の 規 定 及び第 8

19条 第 1項 の 規 定 そ の 他 の 法 令 の 規 定 に 違 反 し な い こ と を 認 め た 後 で な け れ ば 、 受

理することができない。

2 離 婚 の 届 出 が 前 項 の 規 定 に 違 反 し て 受 理 さ れ た と き で あ っ て も 、 離 婚 は 、 そ の た

めにその効力を妨げられない。

（離婚後の子の監護に関する事項の定め等）

第 766条 父 母 が 協 議 上の 離婚を する ときは 、子の 監護 をすべ き者 、父又 は母と 子と の面

会 及 び そ の 他 の 交 流 、 子 の 監 護 に 要 す る 費 用 の 分 担 そ の 他 の 子 の 監 護 に つ い て 必 要

な 事 項 は 、 そ の 協 議 で 定 め る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 子 の 利 益 を 最 も 優 先 し て 考 慮

しなければならない。

2 前 項 の 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 家 庭 裁 判 所

が、同項の事項を定める。

3 家 庭 裁 判 所 は 、 必 要が あ る と 認 め る とき は 、 前 2項 の 規 定 によ る 定め を 変更 し、 そ

の他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4 前 3項 の 規 定 に よ っ て は 、監 護 の 範 囲 外 では 、 父 母 の 権利 義務 に 変更 を 生じ ない 。

（離婚による復氏等）

第 767条 婚 姻 に よ っ て氏 を改め た夫 又は妻 は、協 議上 の離婚 によ って婚 姻前の 氏に 復す

る。

2 前 項 の 規 定 に よ り 婚姻 前 の 氏 に 復 し た夫 又 は 妻 は 、 離婚 の日 か ら 3箇 月 以 内 に戸 籍

法 の 定 め る と こ ろ に よ り 届 け 出 る こ と に よ っ て 、 離 婚 の 際 に 称 し て い た 氏 を 称 す る

ことができる。

（財産分与）

第 768条 協 議 上 の 離 婚を した者 の一 方は、 相手方 に対 して財 産の 分与を 請求す るこ とが

できる。
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2 前 項 の 規 定 に よ る 財 産 の 分 与 に つ い て 、 当 事 者 間 に 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協

議 を す る こ と が で き な い と き は 、 当 事 者 は 、 家 庭 裁 判 所 に 対 し て 協 議 に 代 わ る 処 分

を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 離 婚 の 時 か ら 2年 を 経 過 し た と き は 、 こ の 限 り

でない。

3 前 項 の 場 合 に は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 当 事 者 双 方 が そ の 協 力 に よ っ て 得 た 財 産 の 額 そ

の 他 一 切 の 事 情 を 考 慮 し て 、 分 与 を さ せ る べ き か ど う か 並 び に 分 与 の 額 及 び 方 法 を

定める。

（離婚による復氏の際の権利の承継）

第 769条 婚 姻 に よ っ て 氏 を 改 め た 夫 又 は 妻 が 、 第 897条 第 1項 の 権 利 を 承 継 し た 後 、 協

議 上 の 離 婚 を し た と き は 、 当 事 者 そ の 他 の 関 係 人 の 協 議 で 、 そ の 権 利 を 承 継 す べ き

者を定めなければならない。

2 前 項 の 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 同 項 の 権 利

を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

第 2款 裁 判上の離婚

（裁判上の離婚）

第 770条 夫 婦 の 一 方 は、 次に掲 げる 場合に 限り、 離婚 の訴え を提 起する ことが でき る。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が 3年 以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁 判 所 は 、 前 項 第 1号 か ら 第 4号 ま で に 掲 げ る 事 由 が あ る 場 合 で あ っ て も 、 一 切 の

事 情 を 考 慮 し て 婚 姻 の 継 続 を 相 当 と 認 め る と き は 、 離 婚 の 請 求 を 棄 却 す る こ と が で

きる。

（協議上の離婚の規定の準用）

第 771条 第 766条 か ら第 769条 までの規 定は、裁判上の離婚について準用する。

第 3章 親 子

第 1節 実 子

（嫡出の推定）

第 772条 妻が婚 姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚 姻 の 成 立 の 日 か ら 200日 を 経 過 し た 後 又 は 婚 姻 の 解 消 若 し く は 取 消 し の 日か ら 3

00日 以内 に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

（父を定めることを目的とする訴え）
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第 773条 第 733条 第 1項 の 規 定 に 違 反 し て 再 婚 を し た 女 が 出 産 し た 場 合 に お い て 、 前 条

の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

（嫡出の否認）

第 774条 第 772条 の 場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

（嫡出否認の訴え）

第 775条 前 条 の 規 定 によ る否認 権は 、子又 は親権 を行 う母に 対す る嫡出 否認の 訴え によ

っ て 行 う 。 親 権 を 行 う 母 が な い と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 特 別 代 理 人 を 選 任 し な け れ

ばならない。

（嫡出の承認）

第 776条 夫 は 、 子 の 出生 後にお いて 、その 嫡出で ある ことを 承認 したと きは、 その 否認

権を失う。

（嫡出否認の訴えの出訴期間）

第 777条 嫡 出 否 認 の 訴 え は 、 夫 が 子 の 出 生 を 知 っ た 時 か ら 1年 以 内 に 提 起 し な け れ ば な

らない。

第 778条 夫 が 成 年 被 後見 人であ ると きは、 前条の 期間 は、後 見開 始の審 判の取 消し があ

った後夫が子の出生を知った時から起算する。

（認知）

第 779条 嫡出で ない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

（認知能力）

第 780条 認知を するには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、

その法定代理人の同意を要しない。

（認知の方式）

第 781条 認知は 、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

2 認 知は、遺言によっても、することができる。

（成年の子の認知）

第 782条 成年の 子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

（胎児又は死亡した子の認知）

第 783条 父 は 、 胎 内 に在 る子で も、 認知す ること がで きる。 この 場合に おいて は、 母の

承諾を得なければならない。

2 父 又 は 母 は 、 死 亡 し た 子 で も 、 そ の 直 系 卑 属 が あ る と き に 限 り 、 認 知 す る こ と が
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で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 直 系 卑 属 が 成 年 者 で あ る と き は 、 そ の 承 諾 を 得 な

ければならない。

（認知の効力）

第 784条 認 知 は 、 出 生の 時にさ かの ぼって その効 力を 生ずる 。た だし、 第三者 が既 に取

得した権利を害することはできない。

（認知の取消しの禁止）

第 785条 認知を した父又は母は、その認知を取り消すことができない。

（認知に対する反対の事実の主張）

第 786条 子 そ の 他 の 利害 関係人 は、 認知に 対して 反対 の事実 を主 張する ことが でき る。

（認知の訴え）

第 787条 子 、 そ の 直 系卑 属又は これ らの者 の法定 代理 人は、 認知 の訴え を提起 する こと

が で き る 。 た だ し 、 父 又 は 母 の 死 亡 の 日 か ら 3年 を 経 過 し た と き は 、 こ の 限 り で な

い。

（認知後の子の監護に関する事項の定め等）

第 788条 第 766条 の 規定は、父が認知する場合について準用する。

（準正）

第 789条 父が認 知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚 姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3 前 2項 の 規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

（子の氏）

第 790条 嫡 出 で あ る 子は 、父母 の氏 を称す る。た だし 、子の 出生 前に父 母が離 婚し たと

きは、離婚の際における父母の氏を称する。

2 嫡 出でない子は、母の氏を称する。

（子の氏の変更）

第 791条 子 が 父 又 は 母と 氏を異 にす る場合 には、 子は 、家庭 裁判 所の許 可を得 て、 戸籍

法 の 定 め る と こ ろ に よ り 届 け 出 る こ と に よ っ て 、 そ の 父 又 は 母 の 氏 を 称 す る こ と が

できる。

2 父 又 は 母 が 氏 を 改 め た こ と に よ り 子 が 父 母 と 氏 を 異 に す る 場 合 に は 、 子 は 、 父 母

の 婚 姻 中 に 限 り 、 前 項 の 許 可 を 得 な い で 、 戸 籍 法 の 定 め る と こ ろ に よ り 届 け 出 る こ

とによって、その父母の氏を称することができる。

3 子 が 15歳 未 満 で あ る ときは、その法 定代理人が、 これに代わって 、前 2項 の 行 為 を

することができる。
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4 前 3項 の 規 定 に よ り 氏 を 改 め た 未 成 年 の 子 は 、 成 年 に 達 し た 時 か ら 1年 以 内 に 戸 籍

法 の 定 め る と こ ろ に よ り 届 け 出 る こ と に よ っ て 、 従 前 の 氏 に 復 す る こ と が で き る 。

第 2節 養 子

第 1款 縁 組の要件

（養親となる者の年齢）

第 792条 成年に 達した者は、養子をすることができる。

（尊属又は年長者を養子とすることの禁止）

第 793条 尊属又 は年長者は、これを養子とすることができない。

（後見人が被後見人を養子とする縁組）

第 794条 後 見 人 が 被 後 見 人 （ 未 成 年 被 後 見 人 及 び 成 年 被 後 見 人 を い う 。 以 下 同 じ 。） を

養 子 と す る に は 、 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 な け れ ば な ら な い 。 後 見 人 の 任 務 が 終 了 し

た後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

（配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組）

第 795条 配 偶 者 の あ る者 が未成 年者 を養子 とする には 、配偶 者と ともに しなけ れば なら

な い 。 た だ し 、 配 偶 者 の 嫡 出 で あ る 子 を 養 子 と す る 場 合 又 は 配 偶 者 が そ の 意 思 を 表

示することができない場合は、この限りでない。

（配偶者のある者の縁組）

第 796条 配 偶 者 の あ る者 が縁組 をす るには 、その 配偶 者の同 意を 得なけ ればな らな い。

た だ し 、 配 偶 者 と と も に 縁 組 を す る 場 合 又 は 配 偶 者 が そ の 意 思 を 表 示 す る こ と が で

きない場合は、この限りでない。

（ 15歳 未満 の者を養子とする縁組）

第 797条 養 子 と な る者が 15歳 未 満 で あ るときは、その法定代理人が、これに代わって、

縁組の承諾をすることができる。

2 法 定 代 理 人 が 前 項 の 承 諾 を す る に は 、 養 子 と な る 者 の 父 母 で そ の 監 護 を す べ き 者

で あ る も の が 他 に あ る と き は 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 養 子 と な る 者 の 父

母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

（未成年者を養子とする縁組）

第 798条 未成年 者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、

自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

（婚姻の規定の準用）

第 799条 第 738条 及 び第 739条 の規定は 、縁組について準用する。
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（縁組の届出の受理）

第 800条 縁 組 の 届 出 は 、 そ の 縁 組 が 第 792条 か ら 前 条 ま で の 規定 そ の 他 の 法 令の 規 定 に

違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

（外国に在る日本人間の縁組の方式）

第 801条 外 国 に 在 る 日本 人間で 縁組 をしよ うとす ると きは、 その 国に駐 在する 日本 の大

使 、 公 使 又 は 領 事 に そ の 届 出 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 第 799条

において準用する第 739条 の規定 及び前条の規定を準用する。

第 2款 縁 組の無効及び取消し

（縁組の無効）

第 802条 縁組は 、次に掲げる場合に限り、無効とする。

一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 当 事 者 が 縁 組 の 届 出 を し な い と き 。 た だ し 、 そ の 届 出 が 第 799条 に お い て 準 用

する 第 739条 第 2項 に 定 め る方 式を欠くだけ であるときは 、縁組は、その ためにそ

の効力を妨げられない。

（縁組の取消し）

第 803条 縁 組 は 、 次 条 か ら 第 808条 ま で の 規 定に よ ら な け れ ば、 取 り 消 す こ とが で き な

い。

（養親が未成年者である場合の縁組の取消し）

第 804条 第 792条 の 規 定 に 違 反 し た 縁 組 は 、 養親 又 は そ の 法 定代 理 人 か ら 、 その 取 消 し

を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 養 親 が 、 成 年 に 達 し た 後 6箇 月 を

経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

（養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し）

第 805条 第 793条 の 規 定 に 違 反 し た 縁 組 は 、 各当 事 者 又 は そ の親 族 か ら 、 そ の取 消 し を

家庭裁判所に請求することができる。

（後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し）

第 806条 第 794条 の 規 定 に 違 反 し た 縁 組 は 、 養子 又 は そ の 実 方の 親 族 か ら 、 その 取 消 し

を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 管 理 の 計 算 が 終 わ っ た 後 、 養 子 が

追認をし、又は 6箇 月を 経過したときは、この限りでない。

2 前 項 た だ し 書 の 追 認 は 、 養 子 が 、 成 年 に 達 し 、 又 は 行 為 能 力 を 回 復 し た 後 に し な

ければ、その効力を生じない。

3 養 子 が 、 成 年 に 達 せ ず 、 又 は 行 為 能 力 を 回 復 し な い 間 に 、 管 理 の 計 算 が 終 わ っ た

場 合 に は 、 第 1項 た だ し 書 の 期 間 は 、 養 子 が 、 成 年 に 達 し 、 又 は 行 為 能 力 を 回 復 し
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た時から起算する。

（配偶者の同意のない縁組等の取消し）

第 806条 の 2 第 796条 の 規 定 に 違 反 し た 縁 組 は 、 縁 組 の 同 意 を し て い な い 者 か ら 、 そ の

取 消 し を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 者 が 、 縁 組 を 知 っ た 後

6箇 月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

2 詐 欺 又 は 強 迫によって 第 796条 の 同 意 を した 者は、その縁 組の取消しを家 庭裁判所

に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 者 が 、 詐 欺 を 発 見 し 、 若 し く は 強 迫 を 免 れ

た後 6箇 月を経 過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

（子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し）

第 806条 の 3 第 797条 第 2項 の 規 定 に 違反し た縁組 は、 縁組の 同意 をして いない 者か ら、

そ の 取 消 し を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 者 が 追 認 を し た と

き 、 又 は 養 子 が 15歳 に 達 し た 後 6箇 月 を 経 過 し 、 若 し く は 追 認 を し た と き は 、 こ の

限りでない。

2 前 条 第 2項 の 規 定 は 、 詐 欺 又 は 強 迫 に よ っ て 第 797条 第 2項 の 同 意 を し た 者 に つ い

て準用する。

（養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し）

第 807条 第 798条 の 規 定 に 違 反 し た 縁 組 は 、 養子 、 そ の 実 方 の親 族 又 は 養 子 に代 わ っ て

縁 組 の 承 諾 を し た 者 か ら 、 そ の 取 消 し を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 養 子 が 、 成 年 に 達 し た 後 6箇 月 を 経 過 し 、 又 は 追 認 を し た と き は 、 こ の 限 り で

ない。

（婚姻の取消し等の規定の準用）

第 808条 第 747条 及 び 第 748条 の 規 定 は 、 縁 組 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、

第 747条 第 2項 中 「 3箇 月」とあるのは、「 6箇 月」と読み替えるものとする。

2 第 769条 及 び第 816条 の規定 は、縁組の取消しについて準用する。

第 3款 縁 組の効力

（嫡出子の身分の取得）

第 809条 養子は 、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

（養子の氏）

第 810条 養 子 は 、 養 親の 氏を称 する 。ただ し、婚 姻に よって 氏を 改めた 者につ いて は、

婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

第 4款 離 縁



- 120/161 -

powered by インターネット六法 .com

（協議上の離縁等）

第 811条 縁組の 当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

2 養 子 が 15歳 未 満 で あ る と き は 、 そ の 離 縁 は 、 養 親 と 養 子 の 離 縁 後 に そ の 法 定 代 理

人となるべき者との協議でこれをする。

3 前 項 の 場 合 に お い て 、 養 子 の 父 母 が 離 婚 し て い る と き は 、 そ の 協 議 で 、 そ の 一 方

を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

4 前 項 の 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 家 庭 裁 判 所

は 、 同 項 の 父 若 し く は 母 又 は 養 親 の 請 求 に よ っ て 、 協 議 に 代 わ る 審 判 を す る こ と が

できる。

5 第 2項 の 法 定 代 理 人 と な るべ き 者 が な い とき は 、 家 庭 裁判 所は 、 養子 の 親族 その 他

の 利 害 関 係 人 の 請 求 に よ っ て 、 養 子 の 離 縁 後 に そ の 未 成 年 後 見 人 と な る べ き 者 を 選

任する。

6 縁 組 の 当 事 者 の 一 方 が 死 亡 し た 後 に 生 存 当 事 者 が 離 縁 を し よ う と す る と き は 、 家

庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

（夫婦である養親と未成年者との離縁）

第 811条 の 2 養 親 が 夫 婦 で あ る 場 合 に お い て 未 成 年 者 と 離 縁 を す る に は 、 夫 婦 が 共 に し

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 夫 婦 の 一 方 が そ の 意 思 を 表 示 す る こ と が で き な い と き

は、この限りでない。

（婚姻の規定の準用）

第 812条 第 738条 、 第 739条 及 び 第 747条 の 規 定 は 、 協 議 上 の 離 縁 に つ い て 準 用 す る 。

この場 合におい て、同条第 2項 中 「 3箇 月 」 と あるのは 、「 6箇 月 」 と 読み替 えるもの

とする。

（離縁の届出の受理）

第 813条 離 縁 の 届 出 は 、 そ の 離 縁 が 前 条 に お い て 準 用 す る 第 739条 第 2項 の 規 定 並 び に

第 811条 及 び 第 811条 の 2の 規 定 そ の 他 の法 令 の 規 定 に 違反 し な い こと を 認め た後 で

なければ、受理することができない。

2 離 縁 の 届 出 が 前 項 の 規 定 に 違 反 し て 受 理 さ れ た と き で あ っ て も 、 離 縁 は 、 そ の た

めにその効力を妨げられない。

（裁判上の離縁）

第 814条 縁 組 の 当 事 者の 一方は 、次 に掲げ る場合 に限 り、離 縁の 訴えを 提起す るこ とが

できる。

一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。

二 他の一方の生死が 3年 以上明らかでないとき。

三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

2 第 770条 第 2項 の規 定は、前項第 1号 及び第 2号 に 掲げる場合について準用する。



- 121/161 -

powered by インターネット六法 .com

（養子が 15歳 未満であ る場合の離縁の訴えの当事者）

第 815条 養 子 が 15歳 に 達 し な い 間は、 第 811条 の 規 定 に より 養親 と離縁 の協議 をす るこ

とができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

（離縁による復氏等）

第 816条 養 子 は 、 離 縁に よって 縁組 前の氏 に復す る。 ただし 、配 偶者と ともに 養子 をし

た養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

2 縁 組 の 日 か ら 7年 を 経 過 した 後 に 前 項 の 規定 に よ り 縁 組前 の氏 に 復し た 者は 、離 縁

の 日 か ら 3箇 月 以 内 に 戸 籍 法 の 定 め る と こ ろ に よ り 届 け 出 る こ と に よ っ て 、 離 縁 の

際に称していた氏を称することができる。

（離縁による復氏の際の権利の承継）

第 817条 第 769条 の 規定は、離縁について準用する。

第 5款 特 別養子

（特別養子縁組の成立）

第 817条 の 2 家 庭 裁 判 所 は、次 条か ら第 817条 の 7ま で に 定 め る要 件があ るとき は、 養親

と な る 者 の 請 求 に よ り 、 実 方 の 血 族 と の 親 族 関 係 が 終 了 す る 縁 組 （ 以 下 こ の 款 に お

いて「特別養子縁組」という。）を成立させることができる。

2 前 項 に 規 定 す る 請 求を す る に は 、 第 794条 又 は 第 798条 の 許 可 を 得る こ とを 要し な

い。

（養親の夫婦共同縁組）

第 817条 の 3 養 親と なる者は、配偶者のある者でなければならない。

2 夫 婦 の 一 方 は 、 他 の 一 方 が 養 親 と な ら な い と き は 、 養 親 と な る こ と が で き な い 。

た だ し 、 夫 婦 の 一 方 が 他 の 一 方 の 嫡 出 で あ る 子 （ 特 別 養 子 縁 組 以 外 の 縁 組 に よ る 養

子を除く。）の養親となる場合は、この限りでない。

（養親となる者の年齢）

第 817条 の 4 25歳 に 達 し な い 者 は 、 養 親 と な るこ と が で き な い。 た だ し 、 養 親と な る 夫

婦の一方が 25歳 に 達していない場合においても、その者が 20歳 に達し ているときは、

この限りでない。

（養子となる者の年齢）

第 817条 の 5 第 817条 の 2に 規 定 す る 請 求 の 時 に 6歳 に 達 し て い る 者 は 、 養 子 と な る こ と

がで き な い 。 た だし 、 そ の 者 が 8歳 未 満 で あっ て 6歳 に 達 す る 前 から 引 き 続き 養親 と

なる者に監護されている場合は、この限りでない。

（父母の同意）
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第 817条 の 6 特 別養 子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。

た だ し 、 父 母 が そ の 意 思 を 表 示 す る こ と が で き な い 場 合 又 は 父 母 に よ る 虐 待 、 悪 意

の 遺 棄 そ の 他 養 子 と な る 者 の 利 益 を 著 し く 害 す る 事 由 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い。

（子の利益のための特別の必要性）

第 817条 の 7 特 別 養 子 縁 組 は 、 父 母 に よ る 養 子 と な る 者 の 監 護 が 著 し く 困 難 又 は 不 適 当

で あ る こ と そ の 他 特 別 の 事 情 が あ る 場 合 に お い て 、 子 の 利 益 の た め 特 に 必 要 が あ る

と認めるときに、これを成立させるものとする。

（監護の状況）

第 817条 の 8 特 別養 子 縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を 6箇 月以 上

の期間監護した状況を考慮しなければならない。

2 前 項 の 期 間 は 、 第 817条 の 2に 規 定 す る 請 求 の 時 か ら 起 算 す る 。 た だ し 、 そ の 請 求

前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

（実方との親族関係の終了）

第 817条 の 9 養 子 と 実 方 の 父 母 及 び そ の 血 族 と の 親 族 関 係 は 、 特 別 養 子 縁 組 に よ っ て 終

了 す る 。 た だ し 、 第 817条 の 3第 2項 た だ し 書 に 規 定 す る 他 の 一 方 及 び そ の 血 族 と の

親族関係については、この限りでない。

（特別養子縁組の離縁）

第 817条 の 10 次 の 各 号 の いずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要

が あ る と 認 め る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 養 子 、 実 父 母 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ り 、 特

別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二 実父母が相当の監護をすることができること。

2 離 縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

（離縁による実方との親族関係の回復）

第 817条 の 11 養 子 と 実 父 母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁

組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

第 4章 親 権

第 1節 総 則

（親権者）

第 818条 成年に 達しない子は、父母の親権に服する。

2 子 が養子であるときは、養親の親権に服する。

3 親 権 は 、 父 母 の 婚 姻 中 は 、 父 母 が 共 同 し て 行 う 。 た だ し 、 父 母 の 一 方 が 親 権 を 行
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うことができないときは、他の一方が行う。

（離婚又は認知の場合の親権者）

第 819条 父 母 が 協 議 上の 離婚を する ときは 、その 協議 で、そ の一 方を親 権者と 定め なけ

ればならない。

2 裁 判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3 子 の 出 生 前 に 父 母 が 離 婚 し た 場 合 に は 、 親 権 は 、 母 が 行 う 。 た だ し 、 子 の 出 生 後

に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4 父 が 認 知 し た 子 に 対 す る 親 権 は 、 父 母 の 協 議 で 父 を 親 権 者 と 定 め た と き に 限 り 、

父が行う。

5 第 1項 、 第 3項 又 は 前 項 の 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と

き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 父 又 は 母 の 請 求 に よ っ て 、 協 議 に 代 わ る 審 判 を す る こ と が で

きる。

6 子 の 利 益 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 子 の 親 族 の 請 求 に よ

って、親権者を他の一方に変更することができる。

第 2節 親 権の効力

（監護及び教育の権利義務）

第 820条 親 権 を 行 う 者は 、子の 利益 のため に子の 監護 及び教 育を する権 利を有 し、 義務

を負う。

（居所の指定）

第 821条 子は、 親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

（懲戒）

第 822条 親 権 を 行 う 者 は 、 第 820条 の 規 定 に よる 監 護 及 び 教 育に 必 要 な 範 囲 内で そ の 子

を懲戒することができる。

（職業の許可）

第 823条 子は、 親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2 親 権 を 行 う 者 は 、 第 6条 第 2項 の 場 合 に は 、 前 項 の 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は こ れ を 制

限することができる。

（財産の管理及び代表）

第 824条 親 権 を 行 う 者は 、子の 財産 を管理 し、か つ、 その財 産に 関する 法律行 為に つい

てその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、

本人の同意を得なければならない。

（父母の一方が共同の名義でした行為の効力）
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第 825条 父 母 が 共 同 して 親権を 行う 場合に おいて 、父 母の一 方が 、共同 の名義 で、 子に

代 わ っ て 法 律 行 為 を し 又 は 子 が こ れ を す る こ と に 同 意 し た と き は 、 そ の 行 為 は 、 他

の 一 方 の 意 思 に 反 し た と き で あ っ て も 、 そ の た め に そ の 効 力 を 妨 げ ら れ な い 。 た だ

し、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

（利益相反行為）

第 826条 親 権 を 行 う 父又 は母と その 子との 利益が 相反 する行 為に ついて は、親 権を 行う

者 は 、 そ の 子 の た め に 特 別 代 理 人 を 選 任 す る こ と を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し な け れ ば な

らない。

2 親 権 を 行 う 者 が 数 人の 子 に 対 し て 親 権を 行 う 場 合 に おい て、 そ の 1人 と 他 の 子と の

利 益 が 相 反 す る 行 為 に つ い て は 、 親 権 を 行 う 者 は 、 そ の 一 方 の た め に 特 別 代 理 人 を

選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

（財産の管理における注意義務）

第 827条 親 権 を 行 う 者は 、自己 のた めにす るのと 同一 の注意 をも って、 その管 理権 を行

わなければならない。

（財産の管理の計算）

第 828条 子 が 成 年 に 達し たとき は、 親権を 行った 者は 、遅滞 なく その管 理の計 算を しな

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 そ の 子 の 養 育 及 び 財 産 の 管 理 の 費 用 は 、 そ の 子 の 財 産 の

収益と相殺したものとみなす。

第 829条 前 条 た だ し 書の 規定は 、無 償で子 に財産 を与 える第 三者 が反対 の意思 を表 示し

たときは、その財産については、これを適用しない。

（第三者が無償で子に与えた財産の管理）

第 830条 無 償 で 子 に 財産 を与え る第 三者が 、親権 を行 う父又 は母 にこれ を管理 させ ない

意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

2 前 項 の 財 産 に つ き 父 母 が 共 に 管 理 権 を 有 し な い 場 合 に お い て 、 第 三 者 が 管 理 者 を

指 定 し な か っ た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 子 、 そ の 親 族 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ っ て 、

その管理者を選任する。

3 第 三 者 が 管 理 者 を 指 定 し た と き で あ っ て も 、 そ の 管 理 者 の 権 限 が 消 滅 し 、 又 は こ

れ を 改 任 す る 必 要 が あ る 場 合 に お い て 、 第 三 者 が 更 に 管 理 者 を 指 定 し な い と き も 、

前項と同様とする。

4 第 27条 か ら第 29条 までの規定は、前 2項 の 場合について準用する。

（委任の規定の準用）

第 831条 第 654条 及 び 第 655条 の 規 定 は 、 親 権 を 行 う 者 が 子 の 財 産 を 管 理 す る 場 合 及 び

前条の場合について準用する。
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（財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効）

第 832条 親 権 を 行 っ た者 とその 子と の間に 財産の 管理 につい て生 じた債 権は、 その 管理

権が消滅した時から 5年 間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

2 子 が ま だ 成 年 に 達 し な い 間 に 管 理 権 が 消 滅 し た 場 合 に お い て 子 に 法 定 代 理 人 が な

い と き は 、 前 項 の 期 間 は 、 そ の 子 が 成 年 に 達 し 、 又 は 後 任 の 法 定 代 理 人 が 就 職 し た

時から起算する。

（子に代わる親権の行使）

第 833条 親権を 行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

第 3節 親 権の喪失

（親権喪失の審判）

第 834条 父 又 は 母 に よる 虐待又 は悪 意の遺 棄があ ると きその 他父 又は母 による 親権 の行

使 が 著 し く 困 難 又 は 不 適 当 で あ る こ と に よ り 子 の 利 益 を 著 し く 害 す る と き は 、 家 庭

裁 判 所 は 、 子 、 そ の 親 族 、 未 成 年 後 見 人 、 未 成 年 後 見 監 督 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ

り 、 そ の 父 又 は 母 に つ い て 、 親 権 喪 失 の 審 判 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 2年 以

内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

（親権停止の審判）

第 834条 の 2 父 又 は 母 に よ る 親 権 の 行 使 が 困 難 又 は 不 適 当 で あ る こ と に よ り 子 の 利 益 を

害 す る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 子 、 そ の 親 族 、 未 成 年 後 見 人 、 未 成 年 後 見 監 督 人 又

は 検 察 官 の 請 求 に よ り 、 そ の 父 又 は 母 に つ い て 、 親 権 停 止 の 審 判 を す る こ と が で き

る。

2 家 庭 裁 判 所 は 、 親 権 停 止 の 審 判 を す る と き は 、 そ の 原 因 が 消 滅 す る ま で に 要 す る

と 見 込 ま れ る 期 間 、 子 の 心 身 の 状 態 及 び 生 活 の 状 況 そ の 他 一 切 の 事 情 を 考 慮 し て 、

2年 を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

（管理権喪失の審判）

第 835条 父 又 は 母 に よる 管理権 の行 使が困 難又は 不適 当であ るこ とによ り子の 利益 を害

す る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 子 、 そ の 親 族 、 未 成 年 後 見 人 、 未 成 年 後 見 監 督 人 又 は

検 察 官 の 請 求 に よ り 、 そ の 父 又 は 母 に つ い て 、 管 理 権 喪 失 の 審 判 を す る こ と が で き

る。

（親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し）

第 836条 第 834条 本 文 、 第 834条 の 2第 1項 又 は 前 条 に 規 定 す る原 因 が 消 滅 し たと き は 、

家 庭 裁 判 所 は 、 本 人 又 は そ の 親 族 の 請 求 に よ っ て 、 そ れ ぞ れ 親 権 喪 失 、 親 権 停 止 又

は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

（親権又は管理権の辞任及び回復）
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第 837条 親 権 を 行 う 父又 は母は 、や むを得 ない事 由が あると きは 、家庭 裁判所 の許 可を

得て、親権又は管理権を辞することができる。

2 前 項 の 事 由 が 消 滅 し た と き は 、 父 又 は 母 は 、 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 て 、 親 権 又 は

管理権を回復することができる。

第 5章 後 見

第 1節 後 見の開始

第 838条 後見は 、次に掲げる場合に開始する。

一 未 成 年 者 に 対 し て 親 権 を 行 う 者 が な い と き 、 又 は 親 権 を 行 う 者 が 管 理 権 を 有 し

ないとき。

二 後見開始の審判があったとき。

第 2節 後 見の機関

第 1款 後 見人

（未成年後見人の指定）

第 839条 未 成 年 者 に 対し て最後 に親 権を行 う者は 、遺 言で、 未成 年後見 人を指 定す るこ

とができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2 親 権 を 行 う 父 母 の 一 方 が 管 理 権 を 有 し な い と き は 、 他 の 一 方 は 、 前 項 の 規 定 に よ

り未成年後見人の指定をすることができる。

（未成年後見人の選任）

第 840条 前 条 の 規 定 によ り未成 年後 見人と なるべ き者 がない とき は、家 庭裁判 所は 、未

成 年 被 後 見 人 又 は そ の 親 族 そ の 他 の 利 害 関 係 人 の 請 求 に よ っ て 、 未 成 年 後 見 人 を 選

任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

2 未 成 年後 見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、

前 項 に 規 定 す る 者 若 し く は 未 成 年 後 見 人 の 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 更 に 未 成 年 後 見

人を選任することができる。

3 未 成 年 後 見 人 を 選 任 す る に は 、 未 成 年 被 後 見 人 の 年 齢 、 心 身 の 状 態 並 び に 生 活 及

び 財 産 の 状 況 、 未 成 年 後 見 人 と な る 者 の 職 業 及 び 経 歴 並 び に 未 成 年 被 後 見 人 と の 利

害 関 係 の 有 無 （ 未 成 年 後 見 人 と な る 者 が 法 人 で あ る と き は 、 そ の 事 業 の 種 類 及 び 内

容 並 び に そ の 法 人 及 び そ の 代 表 者 と 未 成 年 被 後 見 人 と の 利 害 関 係 の 有 無 ）、 未 成 年

被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

（父母による未成年後見人の選任の請求）

第 841条 父 若 し く は 母が 親権若 しく は管理 権を辞 し、 又は父 若し くは母 につい て親 権喪

失 、 親 権 停 止 若 し く は 管 理 権 喪 失 の 審 判 が あ っ た こ と に よ っ て 未 成 年 後 見 人 を 選 任

す る 必 要 が 生 じ た と き は 、 そ の 父 又 は 母 は 、 遅 滞 な く 未 成 年 後 見 人 の 選 任 を 家 庭 裁

判所に請求しなければならない。
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第 842条 削除

（成 年後見人の選任）

第 843条 家庭裁 判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

2 成 年 後 見 人 が 欠 け た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 成 年 被 後 見 人 若 し く は そ の 親 族 そ の

他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。

3 成 年 後 見 人 が 選 任 さ れ て い る 場 合 に お い て も 、 家 庭 裁 判 所 は 、 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 前 項 に 規 定 す る 者 若 し く は 成 年 後 見 人 の 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 更 に 成

年後見人を選任することができる。

4 成 年 後 見 人 を 選 任 す る に は 、 成 年 被 後 見 人 の 心 身 の 状 態 並 び に 生 活 及 び 財 産 の 状

況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無（成

年 後 見 人 と な る 者 が 法 人 で あ る と き は 、 そ の 事 業 の 種 類 及 び 内 容 並 び に そ の 法 人 及

び そ の 代 表 者 と 成 年 被 後 見 人 と の 利 害 関 係 の 有 無 ）、 成 年 被 後 見 人 の 意 見 そ の 他 一

切の事情を考慮しなければならない。

（後見人の辞任）

第 844条 後 見 人 は 、 正当 な事由 があ るとき は、家 庭裁 判所の 許可 を得て 、その 任務 を辞

することができる。

（辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求）

第 845条 後 見 人 が そ の任 務を辞 した ことに よって 新た に後見 人を 選任す る必要 が生 じた

と き は 、 そ の 後 見 人 は 、 遅 滞 な く 新 た な 後 見 人 の 選 任 を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し な け れ

ばならない。

（後見人の解任）

第 846条 後 見 人 に 不 正な 行為、 著し い不行 跡その 他後 見の任 務に 適しな い事由 があ ると

き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 後 見 監 督 人 、 被 後 見 人 若 し く は そ の 親 族 若 し く は 検 察 官 の 請

求により又は職権で、これを解任することができる。

（後見人の欠格事由）

第 847条 次に掲 げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

第 2款 後 見監督人
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（未成年後見監督人の指定）

第 848条 未 成 年 後 見 人を 指定す るこ とがで きる者 は、 遺言で 、未 成年後 見監督 人を 指定

することができる。

（後見監督人の選任）

第 849条 家 庭 裁 判 所 は、 必要が ある と認め るとき は、 被後見 人、 その親 族若し くは 後見

人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

（後見監督人の欠格事由）

第 850条 後見人 の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

（後見監督人の職務）

第 851条 後見監 督人の職務は、次のとおりとする。

一 後見人の事務を監督すること。

二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四 後 見 人 又 は そ の 代 表 す る 者 と 被 後 見 人 と の 利 益 が 相 反 す る 行 為 に つ い て 被 後 見

人を代表すること。

（委任及び後見人の規定の準用）

第 852条 第 644条 、 第 654条 、 第 655条 、 第 844条 、 第 846条 、 第 847条 、 第 861条 第 2項

及 び 第 862条 の 規 定 は 後 見 監 督 人 に つ い て 、 第 840条 第 3項 及 び 第 857条 の 2の 規 定

は 未 成 年 後 見 監 督人 に つ い て 、 第 843条 第 4項 、 第 859条 の 2及 び 第 859条 の 3の 規 定

は成年後見監督人について準用する。

第 3節 後 見の事務

（財産の調査及び目録の作成）

第 853条 後 見 人 は 、 遅 滞 な く 被 後 見 人 の 財 産 の 調 査 に 着 手 し 、 1箇 月 以 内 に 、 そ の 調 査

を 終 わ り 、 か つ 、 そ の 目 録 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ の 期 間 は 、 家 庭

裁判所において伸長することができる。

2 財 産 の 調 査 及 び そ の 目 録 の 作 成 は 、 後 見 監 督 人 が あ る と き は 、 そ の 立 会 い を も っ

てしなければ、その効力を生じない。

（財産の目録の作成前の権限）

第 854条 後 見 人 は 、 財産 の目録 の作 成を終 わるま では 、急迫 の必 要があ る行為 のみ をす

る 権 限 を 有 す る 。 た だ し 、 こ れ を も っ て 善 意 の 第 三 者 に 対 抗 す る こ と が で き な い 。

（後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務）

第 855条 後 見 人 が 、 被後 見人に 対し 、債権 を有し 、又 は債務 を負 う場合 におい て、 後見
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監 督 人 が あ る と き は 、 財 産 の 調 査 に 着 手 す る 前 に 、 こ れ を 後 見 監 督 人 に 申 し 出 な け

ればならない。

2 後 見 人 が 、 被 後 見 人 に 対 し 債 権 を 有 す る こ と を 知 っ て こ れ を 申 し 出 な い と き は 、

その債権を失う。

（被後見人が包括財産を取得した場合についての準用）

第 856条 前 3条 の 規 定 は 、 後 見 人 が 就 職 し た 後 被 後 見 人 が 包 括 財 産 を 取 得 し た 場 合 に つ

いて準用する。

（未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務）

第 857条 未 成 年 後 見 人 は 、 第 820条 か ら 第 823条 ま で に 規 定 す る 事 項 に つ い て 、 親 権 を

行 う 者 と 同 一 の 権 利 義 務 を 有 す る 。 た だ し 、 親 権 を 行 う 者 が 定 め た 教 育 の 方 法 及 び

居 所 を 変 更 し 、 営 業 を 許 可 し 、 そ の 許 可 を 取 り 消 し 、 又 は こ れ を 制 限 す る に は 、 未

成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

（未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等）

第 857条 の 2 未 成年 後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

2 未 成 年後 見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、

財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

3 未 成 年 後 見 人 が 数 人 あ る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 職 権 で 、 財 産 に 関 す る 権 限 に つ

い て 、 各 未 成 年 後 見 人 が 単 独 で 又 は 数 人 の 未 成 年 後 見 人 が 事 務 を 分 掌 し て 、 そ の 権

限を行使すべきことを定めることができる。

4 家 庭裁判所は、職権で、前 2項 の規定による定めを取り消すことができる。

5 未 成 年 後 見 人 が 数 人あ る と き は 、 第 三者 の 意 思 表 示 は、 その 1人 に 対 し てす れば 足

りる。

（成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮）

第 858条 成 年 後 見 人 は、 成年被 後見 人の生 活、療 養看 護及び 財産 の管理 に関す る事 務を

行 う に 当 た っ て は 、 成 年 被 後 見 人 の 意 思 を 尊 重 し 、 か つ 、 そ の 心 身 の 状 態 及 び 生 活

の状況に配慮しなければならない。

（財産の管理及び代表）

第 859条 後 見 人 は 、 被後 見人の 財産 を管理 し、か つ、 その財 産に 関する 法律行 為に つい

て被後見人を代表する。

2 第 824条 た だし 書の規定は、前項の場合について準用する。

（成年後見人が数人ある場合の権限の行使等）

第 859条 の 2 成 年 後 見 人 が 数 人 あ る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 職 権 で 、 数 人 の 成 年 後 見 人

が 、 共 同 し て 又 は 事 務 を 分 掌 し て 、 そ の 権 限 を 行 使 す べ き こ と を 定 め る こ と が で き

る。
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2 家 庭 裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3 成 年 後 見 人 が 数 人 ある と き は 、 第 三 者の 意 思 表 示 は 、そ の 1人 に 対 し て すれ ば足 り

る。

（成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可）

第 859条 の 3 成 年 後 見 人 は 、 成 年 被 後 見 人 に 代 わ っ て 、 そ の 居 住 の 用 に 供 す る 建 物 又 は

そ の 敷 地 に つ い て 、 売 却 、 賃 貸 、 賃 貸 借 の 解 除 又 は 抵 当 権 の 設 定 そ の 他 こ れ ら に 準

ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

（利益相反行為）

第 860条 第 826条 の 規 定 は 、 後 見 人 に つ い て 準用 す る 。 た だ し、 後 見 監 督 人 があ る 場 合

は、この限りでない。

（成年後見人による郵便物等の管理）

第 860条 の 2 家 庭 裁 判 所 は 、 成 年 後 見 人 が そ の 事 務 を 行 う に 当 た っ て 必 要 が あ る と 認 め

る と き は 、 成 年 後 見 人 の 請 求 に よ り 、 信 書 の 送 達 の 事 業 を 行 う 者 に 対 し 、 期 間 を 定

め て 、 成 年 被 後 見 人 に 宛 て た 郵 便 物 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律

（ 平 成 14年 法 律 第 99号 ） 第 2条 第 3項 に 規 定 す る 信 書 便 物 （ 次 条 に お い て 「 郵 便 物

等」という。）を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2 前 項に規定する嘱託の期間は、 6箇 月を 超えることができない。

3 家 庭 裁 判 所 は 、 第 1項 の 規 定 に よ る 審 判 があ っ た 後 事 情に 変更 を 生じ た とき は、 成

年 被 後 見 人 、 成 年 後 見 人 若 し く は 成 年 後 見 監 督 人 の 請 求 に よ り 又 は 職 権 で 、 同 項 に

規 定 す る 嘱 託 を 取 り 消 し 、 又 は 変 更 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 そ の 変 更 の 審 判 に

お い て は 、 同 項 の 規 定 に よ る 審 判 に お い て 定 め ら れ た 期 間 を 伸 長 す る こ と が で き な

い。

4 成 年 後 見 人 の 任 務 が終 了 し た と き は 、家 庭 裁 判 所 は 、第 1項 に 規 定 す る 嘱託 を取 り

消さなければならない。

第 860条 の 3 成 年 後 見 人 は 、 成 年 被 後 見 人 に 宛 て た 郵 便 物 等 を 受 け 取 っ た と き は 、 こ れ

を開いて見ることができる。

2 成 年 後 見 人 は 、 そ の 受 け 取 っ た 前 項 の 郵 便 物 等 で 成 年 後 見 人 の 事 務 に 関 し な い も

のは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

3 成 年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第 1項 の郵 便物等（前

項 の 規 定 に よ り 成 年 被 後 見 人 に 交 付 さ れ た も の を 除 く 。） の 閲 覧 を 求 め る こ と が で

きる。

（支出金額の予定及び後見の事務の費用）

第 861条 後 見 人 は 、 その 就職の 初め におい て、被 後見 人の生 活、 教育又 は療養 看護 及び

財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

2 後 見 人 が 後 見 の 事 務 を 行 う た め に 必 要 な 費 用 は 、 被 後 見 人 の 財 産 の 中 か ら 支 弁 す
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る。

（後見人の報酬）

第 862条 家 庭 裁 判 所 は、 後見人 及び 被後見 人の資 力そ の他の 事情 によっ て、被 後見 人の

財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

（後見の事務の監督）

第 863条 後 見 監 督 人 又は 家庭裁 判所 は、い つでも 、後 見人に 対し 後見の 事務の 報告 若し

く は 財 産 の 目 録 の 提 出 を 求 め 、 又 は 後 見 の 事 務 若 し く は 被 後 見 人 の 財 産 の 状 況 を 調

査することができる。

2 家 庭 裁 判 所 は 、 後 見 監 督 人 、 被 後 見 人 若 し く は そ の 親 族 そ の 他 の 利 害 関 係 人 の 請

求 に よ り 又 は 職 権 で 、 被 後 見 人 の 財 産 の 管 理 そ の 他 後 見 の 事 務 に つ い て 必 要 な 処 分

を命ずることができる。

（後見監督人の同意を要する行為）

第 864条 後 見 人 が 、 被 後 見 人 に 代 わ っ て 営 業 若 し く は第 13条 第 1項 各 号 に 掲 げる 行 為 を

し 、 又 は 未 成 年 被 後 見 人 が こ れ を す る こ と に 同 意 す る に は 、 後 見 監 督 人 が あ る と き

は 、 そ の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 同 項 第 1号 に 掲 げ る 元 本 の 領 収 に つ

いては、この限りでない。

第 865条 後 見 人 が 、 前条 の規定 に違 反して し又は 同意 を与え た行 為は、 被後見 人又 は後

見人が取り消すことができる。この場合においては、第 20条 の 規定を準用する。

2 前 項の規定は、第 121条 か ら第 126条 までの規定の適用を妨げない。

（被後見人の財産等の譲受けの取消し）

第 866条 後 見 人 が 被 後見 人の財 産又 は被後 見人に 対す る第三 者の 権利を 譲り受 けた とき

は、 被 後 見 人 は 、こ れ を 取 り 消 すこ と が で き る 。こ の 場 合 に お い ては 、 第 20条 の 規

定を準用する。

2 前 項の規定は、第 121条 か ら第 126条 までの規定の適用を妨げない。

（未成年被後見人に代わる親権の行使）

第 867条 未成年 後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

2 第 853条 か ら 第 857条 ま で 及 び 第 861条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い

て準用する。

（財産に関する権限のみを有する未成年後見人）

第 868条 親 権 を 行 う 者が 管理権 を有 しない 場合に は、 未成年 後見 人は、 財産に 関す る権

限のみを有する。

（委任及び親権の規定の準用）
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第 869条 第 644条 及 び第 830条 の規定は 、後見について準用する。

第 4節 後 見の終了

（後見の計算）

第 870条 後 見 人 の 任 務 が 終 了 し た と き は 、 後 見 人 又 は そ の 相 続 人 は 、 2箇 月 以 内 に そ の

管 理 の 計 算 （ 以 下 「 後 見 の 計 算 」 と い う 。） を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ の

期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

第 871条 後 見 の 計 算 は、 後見監 督人 がある ときは 、そ の立会 いを もって しなけ れば なら

ない。

（未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し）

第 872条 未 成 年 被 後 見人 が成年 に達 した後 後見の 計算 の終了 前に 、その 者と未 成年 後見

人 又 は そ の 相 続 人 と の 間 で し た 契 約 は 、 そ の 者 が 取 り 消 す こ と が で き る 。 そ の 者 が

未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2 第 20条 及 び第 121条 か ら第 126条 ま での規定は、前項の場合について準用する。

（返還金に対する利息の支払等）

第 873条 後 見 人 が 被 後見 人に返 還す べき金 額及び 被後 見人が 後見 人に返 還すべ き金 額に

は、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

2 後 見 人 は 、 自 己 の た め に 被 後 見 人 の 金 銭 を 消 費 し た と き は 、 そ の 消 費 の 時 か ら 、

こ れ に 利 息 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 な お 損 害 が あ る と き は 、

その賠償の責任を負う。

（成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限）

第 873条 の 2 成 年後 見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、

成 年 被 後 見 人 の 相 続 人 の 意 思 に 反 す る こ と が 明 ら か な と き を 除 き 、 相 続 人 が 相 続 財

産 を 管 理 す る こ と が で き る に 至 る ま で 、 次 に 掲 げ る 行 為 を す る こ と が で き る 。 た だ

し、第 3号 に掲 げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務（弁済期が到来しているものに限る。）の弁済

三 そ の 死 体 の 火 葬 又 は 埋 葬 に 関 す る 契 約 の 締 結 そ の 他 相 続 財 産 の 保 存 に 必 要 な 行

為（前 2号 に 掲げる行為を除く。）

（委任の規定の準用）

第 874条 第 654条 及 び第 655条 の規定は 、後見について準用する。

（後見に関して生じた債権の消滅時効）

第 875条 第 832条 の 規 定 は 、 後 見 人 又 は 後 見 監督 人 と 被 後 見 人と の 間 に お い て後 見 に 関
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して生じた債権の消滅時効について準用する。

2 前 項 の 消 滅 時効は、第 872条 の 規 定 に より法 律行為を取り 消した場合には 、その取

消しの時から起算する。

第 6章 保 佐及び補助

第 1節 保 佐

（保佐の開始）

第 876条 保佐は 、保佐開始の審判によって開始する。

（保佐人及び臨時保佐人の選任等）

第 876条 の 2 家 庭裁 判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

2 第 843条 第 2項 か ら 第 4項 ま で 及 び 第 844条 か ら 第 847条 ま で の 規 定は 、 保佐 人に つ

いて準用する。

3 保 佐 人 又 は そ の 代 表 す る 者 と 被 保 佐 人 と の 利 益 が 相 反 す る 行 為 に つ い て は 、 保 佐

人 は 、 臨 時 保 佐 人 の 選 任 を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 保 佐 監

督人がある場合は、この限りでない。

（保佐監督人）

第 876条 の 3 家 庭 裁 判 所 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 被 保 佐 人 、 そ の 親 族 若 し く は

保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

2 第 644条 、 第 654条 、 第 655条 、 第 843条 第 4項 、 第 844条 、 第 846条 、 第 847条 、

第 850条 、 第 851条 、 第 859条 の 2、 第 859条 の 3、 第 861条 第 2項 及 び 第 862条 の規 定

は 、保 佐監 督人に ついて 準用する。 この場合にお いて、第 851条 第 4号 中 「 被 後見人

を 代 表 す る 」 と あ る の は 、「 被 保 佐 人 を 代 表 し 、 又 は 被 保 佐 人 が こ れ を す る こ と に

同意する」と読み替えるものとする。

（保佐人に代理権を付与する旨の審判）

第 876条 の 4 家 庭 裁 判 所 は 、 第 11条 本 文 に 規 定す る 者 又 は 保 佐人 若 し く は 保 佐監 督 人 の

請 求 に よ っ て 、 被 保 佐 人 の た め に 特 定 の 法 律 行 為 に つ い て 保 佐 人 に 代 理 権 を 付 与 す

る旨の審判をすることができる。

2 本 人 以 外 の 者 の 請 求 に よ っ て 前 項 の 審 判 を す る に は 、 本 人 の 同 意 が な け れ ば な ら

ない。

3 家 庭 裁 判 所 は 、 第 1項 に 規 定 す る 者 の 請 求に よ っ て 、 同項 の審 判 の全 部 又は 一部 を

取り消すことができる。

（保佐の事務及び保佐人の任務の終了等）

第 876条 の 5 保 佐 人 は 、 保 佐 の 事 務 を 行 う に 当 た っ て は 、 被 保 佐 人 の 意 思 を 尊 重 し 、 か

つ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

2 第 644条 、 第 859条 の 2、 第 859条 の 3、 第 861条 第 2項 、 第 862条 及 び 第 863条 の 規
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定は保 佐の 事務に ついて 、第 824条 た だ し 書 の規定 は保佐人が前条 第 1項 の 代 理 権を

付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。

3 第 654条 、 第 655条 、 第 870条 、 第 871条 及 び 第 873条 の 規 定 は 保 佐 人 の 任 務 が 終

了 し た 場 合 に つ い て 、 第 832条 の 規 定 は 保 佐 人 又 は 保 佐 監 督 人 と 被 保 佐 人 と の 間 に

おいて保佐に関して生じた債権について準用する。

第 2節 補 助

（補助の開始）

第 876条 の 6 補 助は 、補助開始の審判によって開始する。

（補助人及び臨時補助人の選任等）

第 876条 の 7 家 庭裁 判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

2 第 843条 第 2項 か ら 第 4項 ま で 及 び 第 844条 か ら 第 847条 ま で の 規 定 は 、 補 助 人 に つ

いて準用する。

3 補 助 人 又 は そ の 代 表 す る 者 と 被 補 助 人 と の 利 益 が 相 反 す る 行 為 に つ い て は、 補 助 人

は 、 臨 時 補 助 人 の 選 任 を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 補 助 監 督

人がある場合は、この限りでない。

（補助監督人）

第 876条 の 8 家 庭 裁 判 所 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 被 補 助 人 、 そ の 親 族 若 し く は

補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。

2 第 644条 、 第 654条 、 第 655条 、 第 843条 第 4項 、 第 844条 、 第 846条 、 第 847条 、

第 850条 、 第 851条 、 第 859条 の 2、 第 859条 の 3、 第 861条 第 2項 及 び 第 862条 の規 定

は 、補 助監 督人に ついて 準用する。 この場合にお いて、第 851条 第 4号 中 「 被 後見人

を 代 表 す る 」 と あ る の は 、「 被 補 助 人 を 代 表 し 、 又 は 被 補 助 人 が こ れ を す る こ と に

同意する」と読み替えるものとする。

（補助人に代理権を付与する旨の審判）

第 876条 の 9 家 庭 裁 判 所 は 、 第 15条 第 1項 本 文 に 規 定 す る 者 又 は 補 助 人 若 し く は 補 助 監

督 人 の 請 求 に よ っ て 、 被 補 助 人 の た め に 特 定 の 法 律 行 為 に つ い て 補 助 人 に 代 理 権 を

付与する旨の審判をすることができる。

2 第 876条 の 4第 2項 及び 第 3項 の規定は、前項の審判について準用する。

（補助の事務及び補助人の任務の終了等）

第 876条 の 10 第 644条 、 第 859条 の 2、 第 859条 の 3、 第 861条 第 2項 、 第 862条 、 第 863

条 及 び 第 876条 の 5第 1項 の 規 定 は 補 助 の 事 務 に つ い て 、 第 824条 た だ し 書 の 規 定 は

補 助 人 が 前 条 第 1項 の 代 理 権 を 付 与 す る 旨 の 審 判 に 基 づ き 被 補 助 人 を 代 表 す る 場 合

について準用する。

2 第 654条 、 第 655条 、 第 870条 、 第 871条 及 び 第 873条 の 規 定 は 補 助 人 の 任 務 が 終
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了 し た 場 合 に つ い て 、 第 832条 の 規 定 は 補 助 人 又 は 補 助 監 督 人 と 被 補 助 人 と の 間 に

おいて補助に関して生じた債権について準用する。

第 7章 扶 養

（扶養義務者）

第 877条 直系血 族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家 庭 裁 判 所 は 、 特 別の 事 情 が あ る と きは 、 前 項 に 規 定す る場 合 のほ か、 3親 等 内 の

親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前 項 の 規 定 に よ る 審 判 が あ っ た 後 事 情 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 そ

の審判を取り消すことができる。

（扶養の順位）

第 878条 扶 養 を す る 義務 のある 者が 数人あ る場合 にお いて、 扶養 をすべ き者の 順序 につ

い て 、 当 事 者 間 に 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 家

庭 裁 判 所 が 、 こ れ を 定 め る 。 扶 養 を 受 け る 権 利 の あ る 者 が 数 人 あ る 場 合 に お い て 、

扶 養 義 務 者 の 資 力 が そ の 全 員 を 扶 養 す る の に 足 り な い と き の 扶 養 を 受 け る べ き 者 の

順序についても、同様とする。

（扶養の程度又は方法）

第 879条 扶 養 の 程 度 又は 方法に つい て、当 事者間 に協 議が調 わな いとき 、又は 協議 をす

る こ と が で き な い と き は 、 扶 養 権 利 者 の 需 要 、 扶 養 義 務 者 の 資 力 そ の 他 一 切 の 事 情

を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

（扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し）

第 880条 扶 養 を す べ き者 若しく は扶 養を受 けるべ き者 の順序 又は 扶養の 程度若 しく は方

法 に つ い て 協 議 又 は 審 判 が あ っ た 後 事 情 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 そ

の協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

（扶養請求権の処分の禁止）

第 881条 扶養を 受ける権利は、処分することができない。

第 5編 相 続

第 1章 総 則

（相続開始の原因）

第 882条 相続は 、死亡によって開始する。

（相続開始の場所）

第 883条 相続は 、被相続人の住所において開始する。
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（相続回復請求権）

第 884条 相 続 回 復 の 請求 権は、 相続 人又は その法 定代 理人が 相続 権を侵 害され た事 実を

知っ た時 か ら 5年 間 行 使 し ない と きは 、時効 によ って消 滅する 。相 続開始 の時 から 2

0年 を経過したときも、同様とする。

（相続財産に関する費用）

第 885条 相 続 財 産 に 関す る費用 は、 その財 産の中 から 支弁す る。 ただし 、相続 人の 過失

によるものは、この限りでない。

2 前 項 の 費 用 は 、 遺 留 分 権 利 者 が 贈 与 の 減 殺 に よ っ て 得 た 財 産 を も っ て 支 弁 す る こ

とを要しない。

第 2章 相 続人

（相続に関する胎児の権利能力）

第 886条 胎児は 、相続については、既に生まれたものとみなす。

2 前 項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

（子及びその代襲者等の相続権）

第 887条 被相続 人の子は、相続人となる。

2 被 相 続 人 の 子が、相続 の開始以前に死 亡したとき、又 は第 891条 の 規 定 に 該当し、

若 し く は 廃 除 に よ っ て 、 そ の 相 続 権 を 失 っ た と き は 、 そ の 者 の 子 が こ れ を 代 襲 し て

相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前 項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第 891条 の規定 に該当し、

若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第 888条 削除

（直 系尊属及び兄弟姉妹の相続権）

第 889条 次 に 掲 げ る 者 は 、 第 887条 の 規 定 に より 相 続 人 と な るべ き 者 が な い 場合 に は 、

次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被 相 続 人 の 直 系 尊 属 。 た だ し 、 親 等 の 異 な る 者 の 間 で は 、 そ の 近 い 者 を 先 に す

る。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第 887条 第 2項 の規 定は、前項第 2号 の場合 について準用する。

（配偶者の相続権）

第 890条 被 相 続 人 の 配 偶 者 は 、 常 に 相 続 人 と な る 。 この 場 合 に お い て、 第 887条 又 は 前

条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
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（相続人の欠格事由）

第 891条 次に掲 げる者は、相続人となることができない。

一 故 意 に 被 相 続 人 又 は 相 続 に つ い て 先 順 位 若 し く は 同 順 位 に あ る 者 を 死 亡 す る に

至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。

た だ し 、 そ の 者 に 是 非 の 弁 別 が な い と き 、 又 は 殺 害 者 が 自 己 の 配 偶 者 若 し く は 直

系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、

又は変更することを妨げた者

四 詐 欺 又 は 強 迫 に よ っ て 、 被 相 続 人 に 相 続 に 関 す る 遺 言 を さ せ 、 撤 回 さ せ 、 取 り

消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

（推定相続人の廃除）

第 892条 遺留分 を有する推定相続人（相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。

以 下 同 じ 。） が 、 被 相 続 人 に 対 し て 虐 待 を し 、 若 し く は こ れ に 重 大 な 侮 辱 を 加 え た

と き 、 又 は 推 定 相 続 人 に そ の 他 の 著 し い 非 行 が あ っ た と き は 、 被 相 続 人 は 、 そ の 推

定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

（遺言による推定相続人の廃除）

第 893条 被相続 人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、

そ の 遺 言 が 効 力 を 生 じ た 後 、 遅 滞 な く 、 そ の 推 定 相 続 人 の 廃 除 を 家 庭 裁 判 所 に 請 求

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 推 定 相 続 人 の 廃 除 は 、 被 相 続 人 の 死

亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

（推定相続人の廃除の取消し）

第 894条 被 相 続 人 は 、い つでも 、推 定相続 人の廃 除の 取消し を家 庭裁判 所に請 求す るこ

とができる。

2 前 条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

（推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理）

第 895条 推 定 相 続 人 の廃 除又は その 取消し の請求 があ った後 その 審判が 確定す る前 に相

続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、

遺 産 の 管 理 に つ い て 必 要 な 処 分 を 命 ず る こ と が で き る 。 推 定 相 続 人 の 廃 除 の 遺 言 が

あったときも、同様とする。

2 第 27条 か ら 第 29条 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 家 庭 裁 判 所 が 遺 産 の 管 理 人 を

選任した場合について準用する。

第 3章 相 続の効力

第 1節 総 則
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（相続の一般的効力）

第 896条 相 続 人 は 、 相続 開始の 時か ら、被 相続人 の財 産に属 した 一切の 権利義 務を 承継

する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

（祭祀に関する権利の承継）

第 897条 系 譜 、 祭 具 及び 墳墓の 所有 権は、 前条の 規定 にかか わら ず、慣 習に従 って 祖先

の 祭 祀 を 主 宰 す べ き 者 が 承 継 す る 。 た だ し 、 被 相 続 人 の 指 定 に 従 っ て 祖 先 の 祭 祀 を

主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2 前 項 本 文 の 場 合 に お い て 慣 習 が 明 ら か で な い と き は 、 同 項 の 権 利 を 承 継 す べ き 者

は、家庭裁判所が定める。

（共同相続の効力）

第 898条 相続人 が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

第 899条 各共同 相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

第 2節 相 続分

（法定相続分）

第 900条 同 順 位 の 相 続人 が数人 ある ときは 、その 相続 分は、 次の 各号の 定める とこ ろに

よる。

一 子 及 び 配 偶 者 が 相 続 人 で あ る と き は 、 子 の 相 続 分 及 び 配 偶 者 の 相 続 分 は 、 各 2

分 の 1と する 。

二 配 偶 者 及 び 直系 尊 属 が 相 続 人で あ る と き は 、配 偶 者 の 相 続 分 は、 3分 の 2と し 、

直系尊属の相続分は、 3分 の 1と する。

三 配 偶 者 及 び 兄弟 姉 妹 が 相 続 人で あ る と き は 、配 偶 者 の 相 続 分 は、 4分 の 3と し 、

兄弟姉妹の相続分は、 4分 の 1と する。

四 子 、 直 系 尊 属 又 は 兄 弟 姉 妹 が 数 人 あ る と き は 、 各 自 の 相 続 分 は 、 相 等 し い も の

と す る 。 た だ し 、 父 母 の 一 方 の み を 同 じ く す る 兄 弟 姉 妹 の 相 続 分 は 、 父 母 の 双 方

を同じくする兄弟姉妹の相続分の 2分 の 1と する。

（代襲相続人の相続分）

第 901条 第 887条 第 2項 又 は 第 3項 の 規 定 に より相 続人 となる 直系 卑属の 相続分 は、 その

直 系 尊 属 が 受 け る べ き で あ っ た も の と 同 じ と す る 。 た だ し 、 直 系 卑 属 が 数 人 あ る と

き は 、 そ の 各 自 の 直 系 尊 属 が 受 け る べ き で あ っ た 部 分 に つ い て 、 前 条 の 規 定 に 従 っ

てその相続分を定める。

2 前 項 の 規 定 は 、 第 889条 第 2項 の 規 定 に よ り 兄 弟 姉 妹 の 子 が 相 続 人 と な る 場 合 に つ

いて準用する。
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（遺言による相続分の指定）

第 902条 被相続 人は、前 2条 の規定 にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、

又 は こ れ を 定 め る こ と を 第 三 者 に 委 託 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 被 相 続 人 又 は 第

三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

2 被 相 続 人 が 、 共 同 相続 人 中 の 1人 若 し く は数 人 の 相 続 分の みを 定 め、 又 はこ れを 第

三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前 2条 の規 定により定める。

（特別受益者の相続分）

第 903条 共 同 相 続 人 中に 、被相 続人 から、 遺贈を 受け 、又は 婚姻 若しく は養子 縁組 のた

め 若 し く は 生 計 の 資 本 と し て 贈 与 を 受 け た 者 が あ る と き は 、 被 相 続 人 が 相 続 開 始 の

時 に お い て 有 し た 財 産 の 価 額 に そ の 贈 与 の 価 額 を 加 え た も の を 相 続 財 産 と み な し 、

前 3条 の 規 定 に よ り 算 定 し た 相 続 分 の 中 か ら そ の 遺 贈 又 は 贈 与 の 価 額 を 控 除 し た 残

額をもってその者の相続分とする。

2 遺 贈 又 は 贈 与 の 価 額 が 、 相 続 分 の 価 額 に 等 し く 、 又 は こ れ を 超 え る と き は 、 受 遺

者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 被 相 続 人 が 前 2項 の 規 定 と異 な っ た 意 思 を表 示 し た と きは 、そ の 意思 表 示は 、遺 留

分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

第 904条 前 条 に 規 定 する 贈与の 価額 は、受 贈者の 行為 によっ て、 その目 的であ る財 産が

滅 失 し 、 又 は そ の 価 格 の 増 減 が あ っ た と き で あ っ て も 、 相 続 開 始 の 時 に お い て な お

原状のままであるものとみなしてこれを定める。

（寄与分）

第 904条 の 2 共 同 相 続 人 中 に 、 被 相 続 人 の 事 業 に 関 す る 労 務 の 提 供 又 は 財 産 上 の 給 付 、

被 相 続 人 の 療 養 看 護 そ の 他 の 方 法 に よ り 被 相 続 人 の 財 産 の 維 持 又 は 増 加 に つ い て 特

別 の 寄 与 を し た 者 が あ る と き は 、 被 相 続 人 が 相 続 開 始 の 時 に お い て 有 し た 財 産 の 価

額 か ら 共 同 相 続 人 の 協 議 で 定 め た そ の 者 の 寄 与 分 を 控 除 し た も の を 相 続 財 産 と み な

し 、 第 900条 か ら 第 902条 ま で の 規 定 に よ り 算 定 し た 相 続 分 に 寄 与 分 を 加 え た 額 を

もってその者の相続分とする。

2 前 項 の 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協 議 を す る こ と が で き な い と き は 、 家 庭 裁 判 所

は 、 同 項 に 規 定 す る 寄 与 を し た 者 の 請 求 に よ り 、 寄 与 の 時 期 、 方 法 及 び 程 度 、 相 続

財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3 寄 与 分 は 、 被 相 続 人 が 相 続 開 始 の 時 に お い て 有 し た 財 産 の 価 額 か ら 遺 贈 の 価 額 を

控除した残額を超えることができない。

4 第 2項 の 請 求 は、第 907条 第 2項 の 規 定 による請求があ った場合又は第 910条 に 規 定

する場合にすることができる。

（相続分の取戻権）

第 905条 共 同 相 続 人 の 1人 が 遺 産 の 分 割 前 に そ の 相 続 分 を 第 三 者 に 譲 り 渡 し た と き は 、

他 の 共 同 相 続 人 は 、 そ の 価 額 及 び 費 用 を 償 還 し て 、 そ の 相 続 分 を 譲 り 受 け る こ と が
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できる。

2 前 項の権利は、 1箇 月以内に行使しなければならない。

第 3節 遺 産の分割

（遺産の分割の基準）

第 906条 遺 産 の 分 割 は、 遺産に 属す る物又 は権利 の種 類及び 性質 、各相 続人の 年齢 、職

業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

（遺産の分割の協議又は審判等）

第 907条 共 同 相 続 人 は、 次条の 規定 により 被相続 人が 遺言で 禁じ た場合 を除き 、い つで

も、その協議で、遺産の分割をすることができる。

2 遺 産 の 分 割 に つ い て 、 共 同 相 続 人 間 に 協 議 が 調 わ な い と き 、 又 は 協 議 を す る こ と

が で き な い と き は 、 各 共 同 相 続 人 は 、 そ の 分 割 を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き

る。

3 前 項 の 場 合 に お い て 特 別 の 事 由 が あ る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 期 間 を 定 め て 、 遺

産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

（遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止）

第 908条 被 相 続 人 は 、遺 言で、 遺産 の分割 の方法 を定 め、若 しく はこれ を定め るこ とを

第 三 者 に 委 託 し 、 又 は 相 続 開 始 の 時 か ら 5年 を 超 え な い 期 間 を 定 め て 、 遺 産 の 分 割

を禁ずることができる。

（遺産の分割の効力）

第 909条 遺 産 の 分 割 は、 相続開 始の 時にさ かのぼ って その効 力を 生ずる 。ただ し、 第三

者の権利を害することはできない。

（相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権）

第 910条 相 続 の 開 始 後認 知によ って 相続人 となっ た者 が遺産 の分 割を請 求しよ うと する

場 合 に お い て 、 他 の 共 同 相 続 人 が 既 に そ の 分 割 そ の 他 の 処 分 を し た と き は 、 価 額 の

みによる支払の請求権を有する。

（共同相続人間の担保責任）

第 911条 各 共 同 相 続 人は 、他の 共同 相続人 に対し て、 売主と 同じ く、そ の相続 分に 応じ

て担保の責任を負う。

（遺産の分割によって受けた債権についての担保責任）

第 912条 各 共 同 相 続 人は 、その 相続 分に応 じ、他 の共 同相続 人が 遺産の 分割に よっ て受

けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2 弁 済 期 に 至 ら な い 債 権 及 び 停 止 条 件 付 き の 債 権 に つ い て は 、 各 共 同 相 続 人 は 、 弁
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済をすべき時における債務者の資力を担保する。

（資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担）

第 913条 担 保 の 責 任 を負 う共同 相続 人中に 償還を する 資力の ない 者があ るとき は、 その

償 還 す る こ と が で き な い 部 分 は 、 求 償 者 及 び 他 の 資 力 の あ る 者 が 、 そ れ ぞ れ そ の 相

続 分 に 応 じ て 分 担 す る 。 た だ し 、 求 償 者 に 過 失 が あ る と き は 、 他 の 共 同 相 続 人 に 対

して分担を請求することができない。

（遺言による担保責任の定め）

第 914条 前 3条 の規 定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

第 4章 相 続の承認及び放棄

第 1節 総 則

（相続の承認又は放棄をすべき期間）

第 915条 相続人 は、自己のために相続の開始があったことを知った時から 3箇 月以内 に、

相 続 に つ い て 、 単 純 若 し く は 限 定 の 承 認 又 は 放 棄 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

こ の 期 間 は 、 利 害 関 係 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ っ て 、 家 庭 裁 判 所 に お い て 伸 長 す る

ことができる。

2 相 続 人は 、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第 916条 相続人 が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第 1項 の期間 は、

そ の 者 の 相 続 人 が 自 己 の た め に 相 続 の 開 始 が あ っ た こ と を 知 っ た 時 か ら 起 算 す る 。

第 917条 相 続 人 が 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 人 で あ る と き は 、 第 915条 第 1項 の 期 間 は 、

そ の 法 定 代 理 人 が 未 成 年 者 又 は 成 年 被 後 見 人 の た め に 相 続 の 開 始 が あ っ た こ と を 知

った時から起算する。

（相続財産の管理）

第 918条 相 続 人 は 、 その 固有財 産に おける のと同 一の 注意を もっ て、相 続財産 を管 理し

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 相 続 の 承 認 又 は 放 棄 を し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

2 家 庭 裁 判 所 は 、 利 害 関 係 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ っ て 、 い つ で も 、 相 続 財 産 の 保

存に必要な処分を命ずることができる。

3 第 27条 か ら 第 29条 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 家 庭 裁 判 所 が 相 続 財 産 の 管 理

人を選任した場合について準用する。

（相続の承認及び放棄の撤回及び取消し）

第 919条 相 続 の 承 認 及 び 放 棄 は 、 第 915条 第 1項 の 期 間 内 で も 、 撤 回 す る こ と が で き な

い。

2 前 項 の 規 定 は 、 第 1編 （ 総 則 ） 及 び 前 編 （親 族 ） の 規 定に より 相 続の 承 認又 は放 棄
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の取消しをすることを妨げない。

3 前 項 の 取 消 権 は 、 追認 を す る こ と が でき る 時 か ら 6箇 月 間 行 使 し ない と きは 、時 効

によ っ て 消 滅 す る。 相 続 の 承 認 又は 放 棄 の 時 か ら 10年 を 経 過 し たと き も 、同 様と す

る。

4 第 2項 の 規 定 に よ り 限 定 承認 又 は 相 続 の 放棄 の 取 消 し をし よう と する 者 は、 その 旨

を家庭裁判所に申述しなければならない。

第 2節 相 続の承認

第 1款 単 純承認

（単純承認の効力）

第 920条 相続人 は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

（法定単純承認）

第 921条 次に掲 げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続 人 が相 続 財産 の全 部 又は 一 部を処 分した とき 。ただ し、 保存行 為及 び第 60

2条 に定める 期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相 続人 が第 915条 第 1項 の 期 間 内に限定承 認又は相続の 放棄をしなかっ たとき。

三 相 続 人 が 、 限 定 承 認 又 は 相 続 の 放 棄 を し た 後 で あ っ て も 、 相 続 財 産 の 全 部 若 し

く は 一 部 を 隠 匿 し 、 私 に こ れ を 消 費 し 、 又 は 悪 意 で こ れ を 相 続 財 産 の 目 録 中 に 記

載 し な か っ た と き 。 た だ し 、 そ の 相 続 人 が 相 続 の 放 棄 を し た こ と に よ っ て 相 続 人

となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

第 2款 限 定承認

（限定承認）

第 922条 相 続 人 は 、 相続 によっ て得 た財産 の限度 にお いての み被 相続人 の債務 及び 遺贈

を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

（共同相続人の限定承認）

第 923条 相 続 人 が 数 人あ るとき は、 限定承 認は、 共同 相続人 の全 員が共 同して のみ これ

をすることができる。

（限定承認の方式）

第 924条 相 続 人 は 、 限 定 承 認 を し よ う と す る と き は 、 第 915条 第 1項 の 期 間 内 に 、 相 続

財 産 の 目 録 を 作 成 し て 家 庭 裁 判 所 に 提 出 し 、 限 定 承 認 を す る 旨 を 申 述 し な け れ ば な

らない。

（限定承認をしたときの権利義務）

第 925条 相 続 人 が 限 定承 認をし たと きは、 その被 相続 人に対 して 有した 権利義 務は 、消
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滅しなかったものとみなす。

（限定承認者による管理）

第 926条 限 定 承 認 者 は、 その固 有財 産にお けるの と同 一の注 意を もって 、相続 財産 の管

理を継続しなければならない。

2 第 645条 、 第 646条 、 第 650条 第 1項 及 び 第 2項 並 び に 第 918条 第 2項 及 び 第 3項 の 規

定は、前項の場合について準用する。

（相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告）

第 927条 限 定 承 認 者 は 、 限 定 承 認 を し た 後 5日 以 内 に 、 す べ て の 相 続 債 権 者 （ 相 続 財 産

に 属 す る 債 務 の 債 権 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） 及 び 受 遺 者 に 対 し 、 限 定 承 認 を し た こ

と 及 び 一 定 の 期 間 内 に そ の 請 求 の 申 出 を す べ き 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。 こ の

場合において、その期間は、 2箇 月 を下ることができない。

2 前 項 の 規 定 に よ る 公 告 に は 、 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者 が そ の 期 間 内 に 申 出 を し な い

と き は 弁 済 か ら 除 斥 さ れ る べ き 旨 を 付 記 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 限 定 承 認 者

は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

3 限 定 承 認 者 は 、 知 れ て い る 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者 に は 、 各 別 に そ の 申 出 の 催 告 を

しなければならない。

4 第 1項 の 規定による公告は、官報に掲載してする。

（公告期間満了前の弁済の拒絶）

第 928条 限 定 承 認 者 は 、 前 条 第 1項 の 期 間 の 満 了 前 に は 、 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者 に 対 し

て弁済を拒むことができる。

（公告期間満了後の弁済）

第 929条 第 927条 第 1項 の 期 間 が 満 了 し た 後 は 、 限 定 承 認 者 は 、 相 続 財 産 を も っ て 、 そ

の 期 間 内 に 同 項 の 申 出 を し た 相 続 債 権 者 そ の 他 知 れ て い る 相 続 債 権 者 に 、 そ れ ぞ れ

そ の 債 権 額 の 割 合 に 応 じ て 弁 済 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 優 先 権 を 有 す る 債

権者の権利を害することはできない。

（期限前の債務等の弁済）

第 930条 限 定 承 認 者 は、 弁済期 に至 らない 債権で あっ ても、 前条 の規定 に従っ て弁 済を

しなければならない。

2 条 件 付 き の 債 権 又 は 存 続 期 間 の 不 確 定 な 債 権 は 、 家 庭 裁 判 所 が 選 任 し た 鑑 定 人 の

評価に従って弁済をしなければならない。

（受遺者に対する弁済）

第 931条 限定承 認者は、前 2条 の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、

受遺者に弁済をすることができない。
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（弁済のための相続財産の換価）

第 932条 前 3条 の規 定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、

限 定 承 認 者 は 、 こ れ を 競 売 に 付 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 家 庭 裁 判 所 が 選 任 し

た 鑑 定 人 の 評 価 に 従 い 相 続 財 産 の 全 部 又 は 一 部 の 価 額 を 弁 済 し て 、 そ の 競 売 を 止 め

ることができる。

（相続債権者及び受遺者の換価手続への参加）

第 933条 相 続 債 権 者 及び 受遺者 は、 自己の 費用で 、相 続財産 の競 売又は 鑑定に 参加 する

ことができる。この場合においては、第 260条 第 2項 の規定を準用する。

（不当な弁済をした限定承認者の責任等）

第 934条 限 定 承 認 者 は 、 第 927条 の 公 告 若 し く は 催 告 を す る こ と を 怠 り 、 又 は 同 条 第 1

項 の 期 間 内 に 相 続 債 権 者 若 し く は 受 遺 者 に 弁 済 を し た こ と に よ っ て 他 の 相 続 債 権 者

若 し く は 受 遺 者 に 弁 済 を す る こ と が で き な く な っ た と き は 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損

害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う 。 第 929条 か ら 第 931条 ま で の 規 定 に 違 反 し て 弁 済 を し た

ときも、同様とする。

2 前 項 の 規 定 は 、 情 を 知 っ て 不 当 に 弁 済 を 受 け た 相 続 債 権 者 又 は 受 遺 者 に 対 す る 他

の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。

3 第 724条 の 規定 は、前 2項 の場 合について準用する。

（公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者）

第 935条 第 927条 第 1項 の 期 間 内 に 同 項 の 申 出 を し な か っ た 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者 で 限

定 承 認 者 に 知 れ な か っ た も の は 、 残 余 財 産 に つ い て の み そ の 権 利 を 行 使 す る こ と が

できる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

（相続人が数人ある場合の相続財産の管理人）

第 936条 相 続 人 が 数 人あ る場合 には 、家庭 裁判所 は、 相続人 の中 から、 相続財 産の 管理

人を選任しなければならない。

2 前 項 の 相 続 財 産 の 管 理 人 は 、 相 続 人 の た め に 、 こ れ に 代 わ っ て 、 相 続 財 産 の 管 理

及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

3 第 926条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 第 1項 の 相 続 財 産 の 管 理 人 に つ い て 準 用 す る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 第 927条 第 1項 中 「 限 定 承 認 を し た 後 5日 以 内 」 と あ る の は 、「 そ

の相続財産の管理人の選任があった後 10日 以内」と 読み替えるものとする。

（法定単純承認の事由がある場合の相続債権者）

第 937条 限 定 承 認 を し た 共 同 相 続 人 の 1人 又 は 数 人 に つ い て 第 921条 第 1号 又 は 第 3号 に

掲 げ る 事 由 が あ る と き は 、 相 続 債 権 者 は 、 相 続 財 産 を も っ て 弁 済 を 受 け る こ と が で

き な か っ た 債 権 額 に つ い て 、 当 該 共 同 相 続 人 に 対 し 、 そ の 相 続 分 に 応 じ て 権 利 を 行

使することができる。
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第 3節 相 続の放棄

（相続の放棄の方式）

第 938条 相 続 の 放 棄 をし ようと する 者は、 その旨 を家 庭裁判 所に 申述し なけれ ばな らな

い。

（相続の放棄の効力）

第 939条 相 続 の 放 棄 をし た者は 、そ の相続 に関し ては 、初め から 相続人 となら なか った

ものとみなす。

（相続の放棄をした者による管理）

第 940条 相 続 の 放 棄 をし た者は 、そ の放棄 によっ て相 続人と なっ た者が 相続財 産の 管理

を 始 め る こ と が で き る ま で 、 自 己 の 財 産 に お け る の と 同 一 の 注 意 を も っ て 、 そ の 財

産の管理を継続しなければならない。

2 第 645条 、 第 646条 、 第 650条 第 1項 及 び 第 2項 並 び に 第 918条 第 2項 及 び 第 3項 の 規

定は、前項の場合について準用する。

第 5章 財 産分離

（相続債権者又は受遺者の請求による財産分離）

第 941条 相 続 債 権 者 又 は 受 遺 者 は 、 相 続 開 始 の 時 か ら 3箇 月 以 内 に 、 相 続 人 の 財 産 の 中

か ら 相 続 財 産 を 分 離 す る こ と を 家 庭 裁 判 所 に 請 求 す る こ と が で き る 。 相 続 財 産 が 相

続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。

2 家 庭 裁判 所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、

5日 以 内 に 、 他 の 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者 に 対 し 、 財 産 分 離 の 命 令 が あ っ た こ と 及 び

一 定 の 期 間 内 に 配 当 加 入 の 申 出 を す べ き 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

おいて、その期間は、 2箇 月を下ることができない。

3 前 項の規定による公告は、官報に掲載してする。

（財産分離の効力）

第 942条 財 産 分 離 の 請 求 を し た 者 及 び 前 条 第 2項 の 規 定 に よ り 配 当 加 入 の 申 出 を し た 者

は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

（財産分離の請求後の相続財産の管理）

第 943条 財 産 分 離 の 請求 があっ たと きは、 家庭裁 判所 は、相 続財 産の管 理につ いて 必要

な処分を命ずることができる。

2 第 27条 か ら 第 29条 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 家 庭 裁 判 所 が 相 続 財 産 の 管 理

人を選任した場合について準用する。

（財産分離の請求後の相続人による管理）



- 146/161 -

powered by インターネット六法 .com

第 944条 相 続 人 は 、 単純 承認を した 後でも 、財産 分離 の請求 があ ったと きは、 以後 、そ

の 固 有 財 産 に お け る の と 同 一 の 注 意 を も っ て 、 相 続 財 産 の 管 理 を し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 家 庭 裁 判 所 が 相 続 財 産 の 管 理 人 を 選 任 し た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

2 第 645条 か ら 第 647条 ま で 並 び に 第 650条 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 は、 前 項の 場合 に

ついて準用する。

（不動産についての財産分離の対抗要件）

第 945条 財 産 分 離 は 、不 動産に つい ては、 その登 記を しなけ れば 、第三 者に対 抗す るこ

とができない。

（物上代位の規定の準用）

第 946条 第 304条 の 規定は、財産分離の場合について準用する。

（相続債権者及び受遺者に対する弁済）

第 947条 相 続 人 は 、第 941条 第 1項 及 び 第 2項 の 期 間 の 満了前 には 、相続 債権者 及び 受遺

者に対して弁済を拒むことができる。

2 財 産 分 離 の 請 求 が あ っ た と き は 、 相 続 人 は 、 第 941条 第 2項 の 期 間 の 満 了 後 に 、 相

続 財 産 を も っ て 、 財 産 分 離 の 請 求 又 は 配 当 加 入 の 申 出 を し た 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者

に 、 そ れ ぞ れ そ の 債 権 額 の 割 合 に 応 じ て 弁 済 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 優 先

権を有する債権者の権利を害することはできない。

3 第 930条 か ら第 934条 までの 規定は、前項の場合について準用する。

（相続人の固有財産からの弁済）

第 948条 財 産 分 離 の 請求 をした 者及 び配当 加入の 申出 をした 者は 、相続 財産を もっ て全

部 の 弁 済 を 受 け る こ と が で き な か っ た 場 合 に 限 り 、 相 続 人 の 固 有 財 産 に つ い て そ の

権 利 を 行 使 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 相 続 人 の 債 権 者 は 、 そ の 者 に

先立って弁済を受けることができる。

（財産分離の請求の防止等）

第 949条 相 続 人 は 、 その 固有財 産を もって 相続債 権者 若しく は受 遺者に 弁済を し、 又は

こ れ に 相 当 の 担 保 を 供 し て 、 財 産 分 離 の 請 求 を 防 止 し 、 又 は そ の 効 力 を 消 滅 さ せ る

こ と が で き る 。 た だ し 、 相 続 人 の 債 権 者 が 、 こ れ に よ っ て 損 害 を 受 け る べ き こ と を

証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

（相続人の債権者の請求による財産分離）

第 950条 相 続 人 が 限 定承 認をす るこ とがで きる間 又は 相続財 産が 相続人 の固有 財産 と混

合 し な い 間 は 、 相 続 人 の 債 権 者 は 、 家 庭 裁 判 所 に 対 し て 財 産 分 離 の 請 求 を す る こ と

ができる。

2 第 304条 、 第 925条 、 第 927条 か ら 第 934条 ま で 、 第 943条 か ら 第 945条 ま で 及 び 第

948条 の 規 定 は 、 前 項 の 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 た だ し 、 第 927条 の 公 告 及 び 催 告
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は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

第 6章 相 続人の不存在

（相続財産法人の成立）

第 951条 相続人 のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

（相続財産の管理人の選任）

第 952条 前 条 の 場 合 には 、家庭 裁判 所は、 利害関 係人 又は検 察官 の請求 によっ て、 相続

財産の管理人を選任しなければならない。

2 前 項 の 規 定 に よ り 相 続 財 産 の 管 理 人 を 選 任 し た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 遅 滞 な く

これを公告しなければならない。

（不在者の財産の管理人に関する規定の準用）

第 953条 第 27条 か ら 第 29条 ま で の 規 定は 、前 条第 1項 の 相 続 財産 の管理 人（以 下こ の章

において単に「相続財産の管理人」という。）について準用する。

（相続財産の管理人の報告）

第 954条 相 続 財 産 の 管理 人は、 相続 債権者 又は受 遺者 の請求 があ るとき は、そ の請 求を

した者に相続財産の状況を報告しなければならない。

（相続財産法人の不成立）

第 955条 相 続 人 の あ る こ と が 明 ら か に な っ た と き は 、第 951条 の 法 人 は 、 成 立し な か っ

た も の と み な す 。 た だ し 、 相 続 財 産 の 管 理 人 が そ の 権 限 内 で し た 行 為 の 効 力 を 妨 げ

ない。

（相続財産の管理人の代理権の消滅）

第 956条 相続財 産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2 前 項 の 場 合 に は 、 相 続 財 産 の 管 理 人 は 、 遅 滞 な く 相 続 人 に 対 し て 管 理 の 計 算 を し

なければならない。

（相続債権者及び受遺者に対する弁済）

第 957条 第 952条 第 2項 の 公 告 があ った後 2箇 月 以 内 に 相続人 のあ ること が明ら かに なら

な か っ た と き は 、 相 続 財 産 の 管 理 人 は 、 遅 滞 な く 、 す べ て の 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者

に 対 し 、 一 定 の 期 間 内 に そ の 請 求 の 申 出 を す べ き 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。 こ

の場合において、その期間は、 2箇 月を下ることができない。

2 第 927条 第 2項 か ら 第 4項 ま で 及 び 第 928条 か ら 第 935条 ま で （ 第 932条 た だ し 書 を

除く。）の規定は、前項の場合について準用する。

（相続人の捜索の公告）
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第 958条 前 条 第 1項 の 期 間 の 満 了 後 、 な お 相 続 人 の あ る こ と が 明 ら か で な い と き は 、 家

庭 裁 判 所 は 、 相 続 財 産 の 管 理 人 又 は 検 察 官 の 請 求 に よ っ て 、 相 続 人 が あ る な ら ば 一

定 の 期 間 内 に そ の 権 利 を 主 張 す べ き 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い

て、その期間は、 6箇 月 を下ることができない。

（権利を主張する者がない場合）

第 958条 の 2 前 条 の 期 間 内 に 相 続 人 と し て の 権 利 を 主 張 す る 者 が な い と き は 、 相 続 人 並

び に 相 続 財 産 の 管 理 人 に 知 れ な か っ た 相 続 債 権 者 及 び 受 遺 者 は 、 そ の 権 利 を 行 使 す

ることができない。

（特別縁故者に対する相続財産の分与）

第 958条 の 3 前 条 の 場 合 に お い て 、 相 当 と 認 め る と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 被 相 続 人 と 生

計 を 同 じ く し て い た 者 、 被 相 続 人 の 療 養 看 護 に 努 め た 者 そ の 他 被 相 続 人 と 特 別 の 縁

故 が あ っ た 者 の 請 求 に よ っ て 、 こ れ ら の 者 に 、 清 算 後 残 存 す べ き 相 続 財 産 の 全 部 又

は一部を与えることができる。

2 前 項の請求は、第 958条 の 期間の満了後 3箇 月以内にしなければならない。

（残余財産の国庫への帰属）

第 959条 前 条 の 規 定 によ り処分 され なかっ た相続 財産 は、国 庫に 帰属す る。こ の場 合に

おいては、第 956条 第 2項 の 規定を準用する。

第 7章 遺 言

第 1節 総 則

（遺言の方式）

第 960条 遺言は 、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

（遺言能力）

第 961条 15歳 に達した者は、遺言をすることができる。

第 962条 第 5条 、 第 9条 、 第 13条 及 び 第 17条 の 規 定 は 、 遺 言 に つ い て は 、 適 用 し な い 。

第 963条 遺言者 は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

（包括遺贈及び特定遺贈）

第 964条 遺 言 者 は 、 包括 又は特 定の 名義で 、その 財産 の全部 又は 一部を 処分す るこ とが

できる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

（相続人に関する規定の準用）

第 965条 第 886条 及 び第 891条 の規定は 、受遺者について準用する。
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（被後見人の遺言の制限）

第 966条 被 後 見 人 が 、後 見の計 算の 終了前 に、後 見人 又はそ の配 偶者若 しくは 直系 卑属

の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

2 前 項 の 規 定 は 、 直 系 血 族 、 配 偶 者 又 は 兄 弟 姉 妹 が 後 見 人 で あ る 場 合 に は 、 適 用 し

ない。

第 2節 遺 言の方式

第 1款 普 通の方式

（普通の方式による遺言の種類）

第 967条 遺 言 は 、 自 筆証 書、公 正証 書又は 秘密証 書に よって しな ければ ならな い。 ただ

し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

（自筆証書遺言）

第 968条 自 筆 証 書 に よっ て遺言 をす るには 、遺言 者が 、その 全文 、日付 及び氏 名を 自書

し、これに印を押さなければならない。

2 前 項 の 規 定 にかかわら ず、自筆証書に これと一体のも のとして相続財 産（第 997条

第 1項 に 規 定 す る 場 合 に お ける 同 項 に 規 定 する 権 利 を 含む 。） の全 部又 は 一部 の目 録

を 添 付 す る 場 合 に は 、 そ の 目 録 に つ い て は 、 自 書 す る こ と を 要 し な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、 遺 言 者 は 、 そ の 目 録 の 毎 葉 （ 自 書 に よ ら な い 記 載 が そ の 両 面 に あ る 場 合 に

あっては、その両面）に署名し、印を押さなければならない。

3 自 筆 証 書 （ 前 項 の 目録 を 含 む 。） 中 の加 除そ の 他の 変 更は 、遺 言 者が 、 その 場所 を

指 示 し 、 こ れ を 変 更 し た 旨 を 付 記 し て 特 に こ れ に 署 名 し 、 か つ 、 そ の 変 更 の 場 所 に

印を押さなければ、その効力を生じない。

（公正証書遺言）

第 969条 公 正 証 書 に よっ て遺言 をす るには 、次に 掲げ る方式 に従 わなけ ればな らな い。

一 証人 2人 以 上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公 証 人 が 、 遺 言 者 の 口 述 を 筆 記 し 、 こ れ を 遺 言 者 及 び 証 人 に 読 み 聞 か せ 、 又 は

閲覧させること。

四 遺 言 者 及 び 証 人 が 、 筆 記 の 正 確 な こ と を 承 認 し た 後 、 各 自 こ れ に 署 名 し 、 印 を

押 す こ と 。 た だ し 、 遺 言 者 が 署 名 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 公 証 人 が そ の 事 由

を付記して、署名に代えることができる。

五 公 証 人 が 、 そ の 証 書 は 前 各 号 に 掲 げ る 方 式 に 従 っ て 作 っ た も の で あ る 旨 を 付 記

して、これに署名し、印を押すこと。

（公正証書遺言の方式の特則）

第 969条 の 2 口 が き け な い 者 が 公 正 証 書 に よ っ て 遺 言 を す る 場 合 に は 、 遺 言 者 は 、 公 証
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人 及 び 証 人 の 前 で 、 遺 言 の 趣 旨 を 通 訳 人 の 通 訳 に よ り 申 述 し 、 又 は 自 書 し て 、 前 条

第 2号 の 口 授 に 代 え な け れ ばな ら な い 。 こ の場 合 に お け る 同条 第 3号 の 規 定 の 適用 に

つ い て は 、 同 号 中 「 口 述 」 と あ る の は 、「 通 訳 人 の 通 訳 に よ る 申 述 又 は 自 書 」 と す

る。

2 前 条 の 遺 言 者 又 は 証人 が 耳 が 聞 こ え ない 者 で あ る 場 合に は、 公 証人 は、 同 条第 3号

に 規 定 す る 筆 記 し た 内 容 を 通 訳 人 の 通 訳 に よ り 遺 言 者 又 は 証 人 に 伝 え て 、 同 号 の 読

み聞かせに代えることができる。

3 公 証 人 は 、 前 2項 に 定 め る方 式 に 従 っ て 公正 証 書 を 作 った とき は 、そ の 旨を その 証

書に付記しなければならない。

（秘密証書遺言）

第 970条 秘 密 証 書 に よっ て遺言 をす るには 、次に 掲げ る方式 に従 わなけ ればな らな い。

一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺 言 者 が 、 そ の 証 書 を 封 じ 、 証 書 に 用 い た 印 章 を も っ て こ れ に 封 印 す る こ と 。

三 遺 言 者 が 、 公証 人 1人 及 び 証 人 2人 以 上 の 前 に封 書 を 提 出 し て、 自 己 の遺 言書 で

ある旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公 証 人 が 、 そ の 証 書 を 提 出 し た 日 付 及 び 遺 言 者 の 申 述 を 封 紙 に 記 載 し た 後 、 遺

言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2 第 968条 第 3項 の規 定は、秘密証書による遺言について準用する。

（方式に欠ける秘密証書遺言の効力）

第 971条 秘 密 証 書 に よ る 遺 言 は 、 前 条 に 定 め る 方 式 に欠 け る も の が あっ て も 、 第 968条

に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

（秘密証書遺言の方式の特則）

第 972条 口 が き け な い者 が秘密 証書 によっ て遺言 をす る場合 には 、遺言 者は、 公証 人及

び 証 人 の 前 で 、 そ の 証 書 は 自 己 の 遺 言 書 で あ る 旨 並 び に そ の 筆 者 の 氏 名 及 び 住 所 を

通 訳 人 の 通 訳 に よ り 申 述 し 、 又 は 封 紙 に 自 書 し て 、 第 970条 第 1項 第 3号 の 申 述 に 代

えなければならない。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 遺 言 者 が 通 訳 人 の 通 訳 に よ り 申 述 し た と き は 、 公 証 人 は 、

その旨を封紙に記載しなければならない。

3 第 1項 の 場 合 に お い て 、 遺言 者 が 封 紙 に 自書 し た と き は、 公証 人 は、 そ の旨 を封 紙

に 記 載 し て 、 第 970条 第 1項 第 4号 に 規 定 す る 申 述 の 記 載 に 代 え な け れ ば な ら な い 。

（成年被後見人の遺言）

第 973条 成 年 被 後 見 人 が 事 理 を 弁 識 す る 能 力 を 一 時 回 復 し た 時 に お い て 遺 言 を す る に

は、医師 2人 以 上の立会いがなければならない。

2 遺 言 に 立 ち 会 っ た 医 師 は 、 遺 言 者 が 遺 言 を す る 時 に お い て 精 神 上 の 障 害 に よ り 事

理 を 弁 識 す る 能 力 を 欠 く 状 態 に な か っ た 旨 を 遺 言 書 に 付 記 し て 、 こ れ に 署 名 し 、 印

を 押 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 秘 密 証 書 に よ る 遺 言 に あ っ て は 、 そ の 封 紙 に そ
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の旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

（証人及び立会人の欠格事由）

第 974条 次に掲 げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、 4親 等内の親族、書記及び使用人

（共同遺言の禁止）

第 975条 遺言は 、 2人 以上の者が同一の証書ですることができない。

第 2款 特 別の方式

（死亡の危急に迫った者の遺言）

第 976条 疾 病 そ の 他 の 事 由 に よ っ て 死 亡 の 危 急 に 迫 っ た 者 が 遺 言 を し よ う と す る と き

は、 証 人 3人 以 上 の 立 会 い をも っ て 、 そ の 1人 に 遺 言 の 趣 旨 を 口 授し て 、 これ をす る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 そ の 口 授 を 受 け た 者 が 、 こ れ を 筆 記 し て 、 遺

言 者 及 び 他 の 証 人 に 読 み 聞 か せ 、 又 は 閲 覧 さ せ 、 各 証 人 が そ の 筆 記 の 正 確 な こ と を

承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

2 口 が きけ ない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、

遺 言 の 趣 旨 を 通 訳 人 の 通 訳 に よ り 申 述 し て 、 同 項 の 口 授 に 代 え な け れ ば な ら な い 。

3 第 1項 後 段 の 遺 言 者 又 は 他の 証 人 が 耳 が 聞こ え な い 者 であ る場 合 には 、 遺言 の趣 旨

の 口 授 又 は 申 述 を 受 け た 者 は 、 同 項 後 段 に 規 定 す る 筆 記 し た 内 容 を 通 訳 人 の 通 訳 に

よ り そ の 遺 言 者 又 は 他 の 証 人 に 伝 え て 、 同 項 後 段 の 読 み 聞 か せ に 代 え る こ と が で き

る。

4 前 3項 の 規 定 に よ り し た 遺 言 は 、 遺 言 の 日 か ら 20日 以 内 に 、 証 人 の 1人 又 は 利 害 関

係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

5 家 庭 裁 判 所 は 、 前 項 の 遺 言 が 遺 言 者 の 真 意 に 出 た も の で あ る と の 心 証 を 得 な け れ

ば、これを確認することができない。

（伝染病隔離者の遺言）

第 977条 伝 染 病 の た め 行 政 処 分 に よ っ て 交 通 を 断 た れ た 場 所 に 在 る 者 は 、 警 察 官 1人 及

び証人 1人 以上 の立会いをもって遺言書を作ることができる。

（在船者の遺言）

第 978条 船 舶 中 に 在る者は、船長又は事務員 1人 及 び 証 人 2人 以 上 の 立会いをもって遺言

書を作ることができる。

（船舶遭難者の遺言）

第 979条 船 舶 が 遭 難 した 場合に おい て、当 該船舶 中に 在って 死亡 の危急 に迫っ た者 は、
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証人 2人 以上の 立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2 口 が き け な い 者 が 前 項 の 規 定 に よ り 遺 言 を す る 場 合 に は 、 遺 言 者 は 、 通 訳 人 の 通

訳によりこれをしなければならない。

3 前 2項 の 規 定 に 従 っ て し た遺 言 は 、 証 人 が、 そ の 趣 旨 を筆 記し て 、こ れ に署 名し 、

印 を 押 し 、 か つ 、 証 人 の 1人 又 は 利 害 関 係 人 か ら 遅 滞 な く 家 庭 裁 判 所 に 請 求 し て そ

の確認を得なければ、その効力を生じない。

4 第 976条 第 5項 の規 定は、前項の場合について準用する。

（遺言関係者の署名及び押印）

第 980条 第 977条 及 び 第 978条 の 場 合 に は 、 遺 言 者 、 筆 者 、 立 会 人 及 び 証 人 は 、 各 自 遺

言書に署名し、印を押さなければならない。

（署名又は押印が不能の場合）

第 981条 第 977条 か ら 第 979条 ま で の 場 合 に お い て 、 署 名 又 は 印 を 押 す こ と の で き な い

者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

（普通の方式による遺言の規定の準用）

第 982条 第 968条 第 3項 及 び 第 973条 か ら 第 975条 ま で の 規 定 は 、 第 976条 か ら 前 条 ま で

の規定による遺言について準用する。

（特別の方式による遺言の効力）

第 983条 第 976条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り した 遺 言 は 、 遺 言者 が 普 通 の 方 式に よ っ て

遺 言 を す る こ と が で き る よ う に な っ た 時 か ら 6箇 月 間 生 存 す る と き は 、 そ の 効 力 を

生じない。

（外国に在る日本人の遺言の方式）

第 984条 日 本 の 領 事 の駐 在する 地に 在る日 本人が 公正 証書又 は秘 密証書 によっ て遺 言を

しようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。

第 3節 遺 言の効力

（遺言の効力の発生時期）

第 985条 遺言は 、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2 遺 言 に 停 止 条 件 を 付 し た 場 合 に お い て 、 そ の 条 件 が 遺 言 者 の 死 亡 後 に 成 就 し た と

きは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

（遺贈の放棄）

第 986条 受遺者 は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2 遺 贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
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（受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告）

第 987条 遺贈義 務者（遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。）

そ の 他 の 利 害 関 係 人 は 、 受 遺 者 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 期 間 内 に 遺 贈 の

承 認 又 は 放 棄 を す べ き 旨 の 催 告 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 受 遺 者 が

そ の 期 間 内 に 遺 贈 義 務 者 に 対 し て そ の 意 思 を 表 示 し な い と き は 、 遺 贈 を 承 認 し た も

のとみなす。

（受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄）

第 988条 受 遺 者 が 遺 贈の 承認又 は放 棄をし ないで 死亡 したと きは 、その 相続人 は、 自己

の 相 続 権 の 範 囲 内 で 、 遺 贈 の 承 認 又 は 放 棄 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、 遺 言 者 が

その遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

（遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し）

第 989条 遺贈の 承認及び放棄は、撤回することができない。

2 第 919条 第 2項 及び 第 3項 の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

（包括受遺者の権利義務）

第 990条 包括受 遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

（受遺者による担保の請求）

第 991条 受 遺 者 は 、 遺贈 が弁済 期に 至らな い間は 、遺 贈義務 者に 対して 相当の 担保 を請

求 す る こ と が で き る 。 停 止 条 件 付 き の 遺 贈 に つ い て そ の 条 件 の 成 否 が 未 定 で あ る 間

も、同様とする。

（受遺者による果実の取得）

第 992条 受遺者 は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、

遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

（遺贈義務者による費用の償還請求）

第 993条 第 299条 の 規 定 は 、 遺 贈 義 務 者 が 遺 言者 の 死 亡 後 に 遺贈 の 目 的 物 に つい て 費 用

を支出した場合について準用する。

2 果 実 を 収 取 す る た め に 支 出 し た 通 常 の 必 要 費 は 、 果 実 の 価 格 を 超 え な い 限 度 で 、

その償還を請求することができる。

（受遺者の死亡による遺贈の失効）

第 994条 遺 贈 は 、 遺 言者 の死亡 以前 に受遺 者が死 亡し たとき は、 その効 力を生 じな い。

2 停 止 条 件 付 き の 遺 贈 に つ い て は 、 受 遺 者 が そ の 条 件 の 成 就 前 に 死 亡 し た と き も 、

前 項 と 同 様 と す る 。 た だ し 、 遺 言 者 が そ の 遺 言 に 別 段 の 意 思 を 表 示 し た と き は 、 そ

の意思に従う。
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（遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属）

第 995条 遺贈が 、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、

受 遺 者 が 受 け る べ き で あ っ た も の は 、 相 続 人 に 帰 属 す る 。 た だ し 、 遺 言 者 が そ の 遺

言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

（相続財産に属しない権利の遺贈）

第 996条 遺 贈 は 、 そ の目 的であ る権 利が遺 言者の 死亡 の時に おい て相続 財産に 属し なか

っ た と き は 、 そ の 効 力 を 生 じ な い 。 た だ し 、 そ の 権 利 が 相 続 財 産 に 属 す る か ど う か

にかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

第 997条 相 続 財 産 に 属し ない権 利を 目的と する遺 贈が 前条た だし 書の規 定によ り有 効で

あるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。

2 前 項 の 場 合 に お い て 、 同 項 に 規 定 す る 権 利 を 取 得 す る こ と が で き な い と き 、 又 は

こ れ を 取 得 す る に つ い て 過 分 の 費 用 を 要 す る と き は 、 遺 贈 義 務 者 は 、 そ の 価 額 を 弁

償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、

その意思に従う。

（不特定物の遺贈義務者の担保責任）

第 998条 不 特 定 物 を 遺贈 の目的 とし た場合 におい て、 受遺者 がこ れにつ き第三 者か ら追

奪 を 受 け た と き は 、 遺 贈 義 務 者 は 、 こ れ に 対 し て 、 売 主 と 同 じ く 、 担 保 の 責 任 を 負

う。

2 不 特 定 物 を 遺 贈 の 目 的 と し た 場 合 に お い て 、 物 に 瑕 疵 が あ っ た と き は 、 遺 贈 義 務

者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。

（遺贈の物上代位）

第 999条 遺 言 者 が 、 遺贈 の目的 物の 滅失若 しくは 変造 又はそ の占 有の喪 失によ って 第三

者 に 対 し て 償 金 を 請 求 す る 権 利 を 有 す る と き は 、 そ の 権 利 を 遺 贈 の 目 的 と し た も の

と推定する。

2 遺 贈 の 目 的 物が、他の 物と付合し、又 は混和した場合 において、遺言 者が第 243条

か ら 第 245条 ま で の 規 定 に よ り 合 成 物 又 は 混 和 物 の 単 独 所 有 者 又 は 共 有 者 と な っ た

ときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

（第三者の権利の目的である財産の遺贈）

第 1000条 遺 贈 の 目 的 で あ る 物 又 は 権 利 が 遺 言 者 の 死 亡 の 時 に お い て 第 三 者 の 権 利 の 目

的 で あ る と き は 、 受 遺 者 は 、 遺 贈 義 務 者 に 対 し そ の 権 利 を 消 滅 さ せ る べ き 旨 を 請 求

す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 遺 言 者 が そ の 遺 言 に 反 対 の 意 思 を 表 示 し た と き は 、

この限りでない。

（債権の遺贈の物上代位）

第 1001条 債 権 を 遺 贈 の 目 的 と し た 場 合 に お い て 、 遺 言 者 が 弁 済 を 受 け 、 か つ 、 そ の 受
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け 取 っ た 物 が な お 相 続 財 産 中 に 在 る と き は 、 そ の 物 を 遺 贈 の 目 的 と し た も の と 推 定

する。

2 金 銭 を 目 的 と す る 債 権 を 遺 贈 の 目 的 と し た 場 合 に お い て は 、 相 続 財 産 中 に そ の 債

権 額 に 相 当 す る 金 銭 が な い と き で あ っ て も 、 そ の 金 額 を 遺 贈 の 目 的 と し た も の と 推

定する。

（負担付遺贈）

第 1002条 負 担 付 遺 贈 を 受 け た 者 は 、 遺 贈 の 目 的 の 価 額 を 超 え な い 限 度 に お い て の み 、

負担した義務を履行する責任を負う。

2 受 遺 者 が 遺 贈 の 放 棄 を し た と き は 、 負 担 の 利 益 を 受 け る べ き 者 は 、 自 ら 受 遺 者 と

な る こ と が で き る 。 た だ し 、 遺 言 者 が そ の 遺 言 に 別 段 の 意 思 を 表 示 し た と き は 、 そ

の意思に従う。

（負担付遺贈の受遺者の免責）

第 1003条 負 担 付 遺 贈 の 目 的 の 価 額 が 相 続 の 限 定 承 認 又 は 遺 留 分 回 復 の 訴 え に よ っ て 減

少 し た と き は 、 受 遺 者 は 、 そ の 減 少 の 割 合 に 応 じ て 、 そ の 負 担 し た 義 務 を 免 れ る 。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第 4節 遺 言の執行

（遺言書の検認）

第 1004条 遺 言 書 の 保 管 者 は 、 相 続 の 開 始 を 知 っ た 後 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 家 庭 裁 判 所 に

提 出 し て 、 そ の 検 認 を 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 遺 言 書 の 保 管 者 が な い 場 合 に お い

て、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前 項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3 封 印 の あ る 遺 言 書 は 、 家 庭 裁 判 所 に お い て 相 続 人 又 は そ の 代 理 人 の 立 会 い が な け

れば、開封することができない。

（過料）

第 1005条 前 条 の 規 定 に よ り 遺 言 書 を 提 出 す る こ と を 怠 り 、 そ の 検 認 を 経 な い で 遺 言 を

執 行 し 、 又 は 家 庭 裁 判 所 外 に お い て そ の 開 封 を し た 者 は 、 5万 円 以 下 の 過 料 に 処 す

る。

（遺言執行者の指定）

第 1006条 遺 言 者は 、遺言で、 1人 又 は 数 人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三

者に委託することができる。

2 遺 言 執 行 者 の 指 定 の 委 託 を 受 け た 者 は 、 遅 滞 な く 、 そ の 指 定 を し て 、 こ れ を 相 続

人に通知しなければならない。

3 遺 言 執 行 者 の 指 定 の 委 託 を 受 け た 者 が そ の 委 託 を 辞 そ う と す る と き は 、 遅 滞 な く

その旨を相続人に通知しなければならない。
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（遺言執行者の任務の開始）

第 1007条 遺 言 執 行 者 が 就 職 を 承 諾 し た と き は 、 直 ち に そ の 任 務 を 行 わ な け れ ば な ら な

い。

（遺言執行者に対する就職の催告）

第 1008条 相 続 人 そ の 他 の 利 害 関 係 人 は 、 遺 言 執 行 者 に 対 し 、 相 当 の 期 間 を 定 め て 、 そ

の 期 間 内 に 就 職 を 承 諾 す る か ど う か を 確 答 す べ き 旨 の 催 告 を す る こ と が で き る 。 こ

の場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、

就職を承諾したものとみなす。

（遺言執行者の欠格事由）

第 1009条 未 成年者 及び破産者は、遺言執行者となることができない。

（遺言執行者の選任）

第 1010条 遺 言 執 行 者 が な い と き 、 又 は な く な っ た と き は 、 家 庭 裁 判 所 は 、 利 害 関 係 人

の請求によって、これを選任することができる。

（相続財産の目録の作成）

第 1011条 遺 言 執 行 者 は 、 遅 滞 な く 、 相 続 財 産 の 目 録 を 作 成 し て 、 相 続 人 に 交 付 し な け

ればならない。

2 遺 言 執 行 者 は 、 相 続 人 の 請 求 が あ る と き は 、 そ の 立 会 い を も っ て 相 続 財 産 の 目 録

を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

（遺言執行者の権利義務）

第 1012条 遺 言 執 行 者 は 、 相 続 財 産 の 管 理 そ の 他 遺 言 の 執 行 に 必 要 な 一 切 の 行 為 を す る

権利義務を有する。

2 第 644条 か ら 第 647条 ま で 及 び 第 650条 の 規 定 は 、 遺 言 執 行 者 に つ い て 準 用 す る 。

（遺言の執行の妨害行為の禁止）

第 1013条 遺 言 執 行 者 が あ る 場 合 に は 、 相 続 人 は 、 相 続 財 産 の 処 分 そ の 他 遺 言 の 執 行 を

妨げるべき行為をすることができない。

（特定財産に関する遺言の執行）

第 1014条 前 3条 の 規 定 は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財

産についてのみ適用する。

（遺言執行者の地位）

第 1015条 遺 言執行 者は、相続人の代理人とみなす。
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（遺言執行者の復任権）

第 1016条 遺 言 執 行 者 は 、 や む を 得 な い 事 由 が な け れ ば 、 第 三 者 に そ の 任 務 を 行 わ せ る

こ と が で き な い 。 た だ し 、 遺 言 者 が そ の 遺 言 に 反 対 の 意 思 を 表 示 し た と き は 、 こ の

限りでない。

2 遺 言 執 行 者 が 前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 第 三 者 に そ の 任 務 を 行 わ せ る 場 合 に は 、

相続人に対して、第 105条 に規定 する責任を負う。

（遺言執行者が数人ある場合の任務の執行）

第 1017条 遺 言 執 行 者 が 数 人 あ る 場 合 に は 、 そ の 任 務 の 執 行 は 、 過 半 数 で 決 す る 。 た だ

し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2 各 遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

（遺言執行者の報酬）

第 1018条 家 庭 裁 判 所 は 、 相 続 財 産 の 状 況 そ の 他 の 事 情 に よ っ て 遺 言 執 行 者 の 報 酬 を 定

め る こ と が で き る 。 た だ し 、 遺 言 者 が そ の 遺 言 に 報 酬 を 定 め た と き は 、 こ の 限 り で

ない。

2 第 648条 第 2項 及 び 第 3項 の 規 定 は 、 遺 言 執 行 者 が 報 酬 を 受 け る べ き 場 合 に つ い て

準用する。

（遺言執行者の解任及び辞任）

第 1019条 遺 言 執 行 者 が そ の 任 務 を 怠 っ た と き そ の 他 正 当 な 事 由 が あ る と き は 、 利 害 関

係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

2 遺 言 執 行 者 は 、 正 当 な 事 由 が あ る と き は 、 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 得 て 、 そ の 任 務 を

辞することができる。

（委任の規定の準用）

第 1020条 第 654条 及 び 第 655条 の 規 定 は 、遺言執行者の任務が終了した場合について準

用する。

（遺言の執行に関する費用の負担）

第 1021条 遺 言 の 執 行 に 関 す る 費 用 は 、 相 続 財 産 の 負 担 と す る 。 た だ し 、 こ れ に よ っ て

遺留分を減ずることができない。

第 5節 遺 言の撤回及び取消し

（遺言の撤回）

第 1022条 遺 言 者 は 、 い つ で も 、 遺 言 の 方 式 に 従 っ て 、 そ の 遺 言 の 全 部 又 は 一 部 を 撤 回

することができる。

（前の遺言と後の遺言との抵触等）
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第 1023条 前 の 遺 言 が 後 の 遺 言 と 抵 触 す る と き は 、 そ の 抵 触 す る 部 分 に つ い て は 、 後 の

遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2 前 項 の 規 定 は 、 遺 言 が 遺 言 後 の 生 前 処 分 そ の 他 の 法 律 行 為 と 抵 触 す る 場 合 に つ い

て準用する。

（遺言書又は遺贈の目的物の破棄）

第 1024条 遺 言 者 が 故 意 に 遺 言 書 を 破 棄 し た と き は 、 そ の 破 棄 し た 部 分 に つ い て は 、 遺

言 を 撤 回 し た も の と み な す 。 遺 言 者 が 故 意 に 遺 贈 の 目 的 物 を 破 棄 し た と き も 、 同 様

とする。

（撤回された遺言の効力）

第 1025条 前 3条 の 規 定 により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消

さ れ 、 又 は 効 力 を 生 じ な く な る に 至 っ た と き で あ っ て も 、 そ の 効 力 を 回 復 し な い 。

ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

（遺言の撤回権の放棄の禁止）

第 1026条 遺 言者は 、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

（負担付遺贈に係る遺言の取消し）

第 1027条 負 担 付 遺 贈 を 受 け た 者 が そ の 負 担 し た 義 務 を 履 行 し な い と き は 、 相 続 人 は 、

相 当 の 期 間 を 定 め て そ の 履 行 の 催 告 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の

期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、 そ の 負 担 付 遺 贈 に 係 る 遺 言 の 取 消 し を 家 庭 裁 判 所 に 請

求することができる。

第 8章 遺 留分

（遺留分の帰属及びその割合）

第 1028条 兄 弟 姉 妹 以 外 の 相 続 人 は 、 遺 留 分 と し て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ て そ

れぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の 3分 の 1

二 前号に 掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の 2分 の 1

（ 遺 留分の算定）

第 1029条 遺 留 分 は 、 被 相 続 人 が 相 続 開 始 の 時 に お い て 有 し た 財 産 の 価 額 に そ の 贈 与 し

た財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

2 条 件 付 き の 権 利 又 は 存 続 期 間 の 不 確 定 な 権 利 は 、 家 庭 裁 判 所 が 選 任 し た 鑑 定 人 の

評価に従って、その価格を定める。

第 1030条 贈 与 は、 相続開始前の 1年 間 に し たものに限り、前条の規定によりその価額を

算 入 す る 。 当 事 者 双 方 が 遺 留 分 権 利 者 に 損 害 を 加 え る こ と を 知 っ て 贈 与 を し た と き
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は、 1年 前の日 より前にしたものについても、同様とする。

（遺贈又は贈与の減殺請求）

第 1031条 遺 留 分 権 利 者 及 び そ の 承 継 人 は 、 遺 留 分 を 保 全 す る の に 必 要 な 限 度 で 、 遺 贈

及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

（条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺）

第 1032条 条 件 付 き の 権 利 又 は 存 続 期 間 の 不 確 定 な 権 利 を 贈 与 又 は 遺 贈 の 目 的 と し た 場

合に おい て 、そ の 贈与 又は 遺 贈の 一 部を減 殺すべ きと きは、 遺留 分権利 者は 、第 10

29条 第 2項 の 規 定 に よ り 定 め た 価 格 に 従 い 、 直 ち に そ の 残 部 の 価 額 を 受 贈 者 又 は 受

遺者に給付しなければならない。

（贈与と遺贈の減殺の順序）

第 1033条 贈 与は、 遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

（遺贈の減殺の割合）

第 1034条 遺 贈 は 、 そ の 目 的 の 価 額 の 割 合 に 応 じ て 減 殺 す る 。 た だ し 、 遺 言 者 が そ の 遺

言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

（贈与の減殺の順序）

第 1035条 贈 与の減 殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。

（受贈者による果実の返還）

第 1036条 受 贈 者 は 、 そ の 返 還 す べ き 財 産 の ほ か 、 減 殺 の 請 求 が あ っ た 日 以 後 の 果 実 を

返還しなければならない。

（受贈者の無資力による損失の負担）

第 1037条 減 殺 を 受 け る べ き 受 贈 者 の 無 資 力 に よ っ て 生 じ た 損 失 は 、 遺 留 分 権 利 者 の 負

担に帰する。

（負担付贈与の減殺請求）

第 1038条 負 担 付 贈 与 は 、 そ の 目 的 の 価 額 か ら 負 担 の 価 額 を 控 除 し た も の に つ い て 、 そ

の減殺を請求することができる。

（不相当な対価による有償行為）

第 1039条 不 相 当 な 対 価 を も っ て し た 有 償 行 為 は 、 当 事 者 双 方 が 遺 留 分 権 利 者 に 損 害 を

加 え る こ と を 知 っ て し た も の に 限 り 、 こ れ を 贈 与 と み な す 。 こ の 場 合 に お い て 、 遺

留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

（受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等）
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第 1040条 減 殺 を 受 け る べ き 受 贈 者 が 贈 与 の 目 的 を 他 人 に 譲 り 渡 し た と き は 、 遺 留 分 権

利 者 に そ の 価 額 を 弁 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 譲 受 人 が 譲 渡 の 時 に お い て 遺

留 分 権 利 者 に 損 害 を 加 え る こ と を 知 っ て い た と き は 、 遺 留 分 権 利 者 は 、 こ れ に 対 し

ても減殺を請求することができる。

2 前 項 の規 定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

（遺留分権利者に対する価額による弁償）

第 1041条 受 贈 者 及 び 受 遺 者 は 、 減 殺 を 受 け る べ き 限 度 に お い て 、 贈 与 又 は 遺 贈 の 目 的

の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

2 前 項の規定は、前条第 1項 た だし書の場合について準用する。

（減殺請求権の期間の制限）

第 1042条 減 殺 の 請 求 権 は 、 遺 留 分 権 利 者 が 、 相 続 の 開 始 及 び 減 殺 す べ き 贈 与 又 は 遺 贈

が あ っ た こ と を 知 っ た 時 か ら 1年 間 行 使 し な い と き は 、 時 効 に よ っ て 消 滅 す る 。 相

続開始の時から 10年 を経過し たときも、同様とする。

（遺留分の放棄）

第 1043条 相 続 の 開 始 前 に お け る 遺 留 分 の 放 棄 は 、 家 庭 裁 判 所 の 許 可 を 受 け た と き に 限

り、その効力を生ずる。

2 共 同 相 続 人 の 1人 の し た 遺留 分 の 放 棄 は 、他 の 各 共 同 相続 人の 遺 留分 に 影響 を及 ぼ

さない。

（代襲相続及び相続分の規定の準用）

第 1044条 第 887条 第 2項 及 び 第 3項 、 第 900条 、 第 901条 、 第 903条 並 び に 第 904条 の 規

定は、遺留分について準用する。
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この PDF フ ァイルは「インターネット六法 .com」で掲載中の法令をそのまま PDF 化したものです。

誤 字 脱 字 や 条 文 が 抜 け て い る 等 間 違 っ た 箇 所 を 発 見 し た 場 合 は 、 お 手 数 で す が 「 お 問 い 合 わ せ

（ https://xn--eckucmux0ukcy120betvc.com/pages/contact/）」よりお教えください。よろしくお願いします。

インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。

これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
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